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司
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は
じ
め
に

　

一
九
一
五
年
の
二
十
一
个
条
要
求
以
来
、
中
国
問
題
を
め
ぐ
っ
て
対
立
を
深
め
て
い
た
日
米
は
、
大
戦
後
の
パ
リ
講
和
会
議
（
一
九
一
九

年
）
に
お
い
て
、
中
国
・
山
東
半
島
の
ド
イ
ツ
権
益
の
処
分
方
法
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
対
立
す
る
。
そ
の
無
条
件
譲
渡
を
講
和
条
約
に
明
記

す
る
よ
う
に
要
求
す
る
日
本
全
権
に
対
し
て
、﹁
新
外
交
﹂
を
掲
げ
る
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（W

oodrow
 W

ilson

）
大
統
領
は
中
国
へ

の
直
接
返
還
、
も
し
く
は
連
合
国
に
よ
る
国
際
共
同
管
理
を
主
張
し
、
交
渉
は
紛
糾
を
重
ね
た
。
結
局
、
国
際
連
盟
の
成
立
を
優
先
し
た
ウ

ィ
ル
ソ
ン
が
屈
し
、
日
本
の
要
求
が
全
面
的
に
認
め
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
日
本
の
次
席
全
権
で
あ
っ
た
牧
野
伸
顕
は
、
そ
れ
と
引
き
替
え
の
形
で
、
山
東
の
中
国
へ
の
還
附
条
件
を
、
本
国
政
府
の
方
針

を
大
幅
に
緩
和
す
る
形
で
公
に
声
明
し
、
ま
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
中
国
政
策
構
想
へ
の
積
極
的
な
賛
意
を
た
び
た
び
表
明
し
た
。
山
東
問
題
で

の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
対
日
︿
譲
歩
﹀
は
、
こ
う
し
た
牧
野
の
言
動
を
評
価
し
、
日
本
を
含
め
た
連
盟
下
で
の
大
国
間
協
調
に
よ
っ
て
、﹁
今
後

列
強
ノ
対
支
政
策
ヲ
一
般
的
ニ
革
新
﹂
す
る
た
め
の
︿
政
治
的
決
断
﹀
で
あ
っ
た
。
日
本
の
協
力
な
く
し
て
は
、
自
身
の
中
国
政
策
構
想
の

実
現
は
お
ぼ
つ
か
な
く
、
ま
た
中
国
に
対
す
る
〝
不
正
義
＂
に
責
任
が
あ
る
列
強
は
、
日
本
に
限
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
牧
野
の
﹁
新
外
交
呼
応
策
﹂
は
、
伝
統
的
な
︿
列
強
協
調
主
義
﹀
か
ら
︿
対
米
協
調
主
義
﹀
へ
の
政
策
構
想
の
変
容
が
進
み
つ
つ

あ
っ
た
外
務
省
の
独
自
指
令
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
が
、事
実
上
の
意
思
決
定
機
関
で
あ
っ
た
臨
時
外
交
調
査
委
員
会
（
以
下
外
交
調
査
会
）

の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
同
会
を
牛
耳
っ
て
い
た
伊
東
巳
代
治
な
ど
は
、
激
し
い
全
権
批
判
を
展
開
す
る
。
だ

が
、
原
敬
首
相
と
外
務
省
は
、
牧
野
を
強
力
に
擁
護
し
、
大
戦
後
の
日
本
外
交
の
政
策
︿
転
換
﹀
は
よ
う
や
く
軌
道
に
の
る
の
で
あ
る（

1
）。

　

し
か
し
、
パ
リ
講
和
会
議
で
の
牧
野
ら
全
権
と
、
そ
れ
を
支
持
し
た
外
務
省
や
原
の
努
力
は
、
日
米
関
係
の
安
定
と
山
東
問
題
の
最
終
的

解
決
に
は
、
た
だ
ち
に
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
構
想
の
敗
退
の
た
め
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
代
表
団
の
中

　
（
一
九
七
〇
）
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で
、
牧
野
の
﹁
新
外
交
﹂
へ
の
呼
応
を
直
接
聞
い
た
の
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
﹁
秘
密
外
交
﹂
の
廃
止
を
主
唱
し
て
い
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領

た
だ
独
り
で
あ
り
、
ラ
ン
シ
ン
グ
（R

obert L
ansing

）
以
下
の
代
表
団
と
、
本
国
の
国
務
省
関
係
者
や
任
地
に
い
た
外
交
官
は
、
牧
野
声

明
を
別
に
す
れ
ば
、
た
だ
日
本
の
要
求
通
り
に
記
述
さ
れ
た
講
和
条
約
の
み
を
目
の
当
た
り
に
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
加
え
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン

の
譲
歩
の
背
後
に
素
人
の
ハ
ウ
ス
大
佐
（“C

olonel ” E
dw

ard M
. H

ouse

）
が
い
た
と
い
う
代
表
団
内
で
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
︿
誤
解
﹀

が
、
交
渉
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
た
彼
ら
の
怒
り
を
一
層
に
強
め
た（

2
）。

こ
の
た
め
国
務
省
首
脳
や
極
東
専
門
家
の
間
で
は
、
生
起
し
つ
つ
あ
っ

た
日
本
の
政
策
転
換
の
事
実
は
ほ
と
ん
ど
認
識
さ
れ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
対
日
姿
勢
は
講
和
会
議
前
と
比
べ
て
も
さ
ら
に
悪
化
し
て
し

ま
っ
た
。

　

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
急
激
に
低
下
し
た
た
め
、
講
和
条
約
調
印
以
後
の
東
ア
ジ
ア
政
策
は
国
務
省
が
主
導
す
る
こ
と
に
な

る
が
、
以
上
の
事
情
の
た
め
、
そ
の
政
策
目
標
は
、
大
戦
中
か
ら
変
わ
ら
ず
継
続
し
て
い
る
は
ず

0

0

の
日
本
の
大
陸
拡
張
政
策
を
、
ア
メ
リ
カ

の
行
動

0

0

に
よ
っ
て
抑
制
す
る
こ
と
に
置
か
れ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
対
日
︿
譲
歩
﹀
で
決
定
的
に
な
っ
た
、
政
権
発
足
以
来
の
対
中
外
交
の
不

作
為
（
後
述
）
か
ら
脱
却
し
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
中
国
世
論
の
深
い
失
望
感
を
払
拭
す
る
た
め
で
あ
る
。
大
戦
中
は
、
必
ず
し
も
忠
実
な

ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
の
支
持
者
と
は
い
え
な
か
っ
た
ラ
ン
シ
ン
グ
や
国
務
省
の
東
ア
ジ
ア
政
策
の
担
当
者
た
ち
は
、
パ
リ
講
和
会
議
と
ア
メ
リ

カ
国
内
政
治
で
の
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
︿
敗
北
﹀
あ
る
い
は
︿
変
節
﹀
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
東
ア
ジ
ア
国
際
政
治
へ
の
﹁
新
外
交
﹂
原
則

の
適
用
を―

い
わ
ば
大
戦
中
の
日
本
を
対
象
に―

ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
代
わ
っ
て
ふ
た
た
び
試
み
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
国
務
省
に
よ
る
︿
対
日
復
讐
戦
﹀
の
主
た
る
舞
台
と
な
っ
た
の
が
、
山
東
問
題
が
︿
妥
結
﹀
し
た
直
後
に
、
お
な
じ
く
パ
リ
で
本
格

的
に
ス
タ
ー
ト
す
る
新
対
華
国
際
借
款
団
の
設
立
交
渉
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
中
国
を
対
象
と
し
た
国
際
借
款
団
自
体
は
従
来
か
ら
存

在
は
し
て
い
た
。
し
か
し
、
各
国
へ
の
設
立
提
議
に
あ
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
政
府
と
銀
行
団
は
、
そ
れ
ま
で
の
行
政
借
款
に
加
え
て
、
新
た
に
、

各
国
の
勢
力
範
囲
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
た
鉄
道
事
業
を
含
む
実
業
借
款
も
、
そ
の
対
象
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
の

　
（
一
九
七
一
）
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勢
力
扶
植
の
隠
れ
蓑
と
し
て
実
業
借
款
が
使
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
（
西
原
借
款
交
渉
）。
し
か
も
ア
メ
リ
カ
政
府
と
銀
行
団
は
、
こ
の
新
た

な
条
件
の
適
用
地
域
に
一
切
の
例
外
を
設
け
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、﹁
新
外
交
﹂
呼
応
論
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て
、
外
務
省
政

務
局
第
一
課
長
の
小
村
欣
一
が
勢
力
範
囲
撤
廃
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を
楽
観
視
し
て
い
た
満
蒙
が
、ア
メ
リ
カ
の
新
た
な
﹁
新
外
交
﹂

攻
勢
の
標
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る（

3
）。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
構
想
の
敗
退
に
加
え
て
、こ
の
日
本
の
﹁
新
外
交
﹂
呼
応
策
の
ア
キ
レ
ス
腱
の
顕
在
化
が
、

パ
リ
講
和
会
議
後
の
日
米
関
係
の
安
定
化
に
と
っ
て
の
最
大
の
障
害
で
あ
っ
た
。
日
本
政
府
は
、﹁
満
蒙
特
殊
権
益
論
﹂
を
盾
に
、
満
蒙
地

域
の
﹁
概
括
除
外
﹂（
満
蒙
全
体
の
借
款
団
の
共
同
範
囲
か
ら
の
除
外
）
を
主
張
し
、
ア
メ
リ
カ
政
府
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
国
際
借
款
団
の
設
立
と
運
用
は
、
建
前
と
し
て
は
各
国
を
代
表
す
る
銀
行
団
の
役
割
と
さ
れ
た
た
め
に
、
主
た
る
交
渉

は
﹁
国
際
金
融
家
﹂
と
よ
ば
れ
る
日
米
英
仏
の
著
名
な
銀
行
家
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
酒
井
一
臣
の
刺
激
的
な
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る

よ
う
に
、
彼
ら
は
国
籍
や
人
種
、
ひ
い
て
は
東
西
の
︿
文
明
﹀
を
こ
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
金
融
界
の
エ
リ
ー
ト
層
の
価
値
観
を
基
準
と
す
る
マ

ナ
ー
や
ル
ー
ル
（﹁
文
明
国
標
準
﹂）
を
共
有
し
、正
式
の
外
交
官
や
政
府
の
政
策
決
定
者
と
比
べ
れ
ば
、各
政
府
の
特
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー（﹁
新

外
交
﹂
や
﹁
満
蒙
特
殊
権
益
論
﹂）
か
ら
比
較
的
自
由
に
問
題
の
妥
協
点
を
追
求
し
た
。
こ
の
た
め
酒
井
は
、
国
際
金
融
家
に
よ
る
新
借
款

団
設
立
交
渉
は
、
大
戦
前
の
国
際
﹁
旧
秩
序
﹂
へ
の
復
帰
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る（

4
）。

　

国
際
金
融
家
の
重
要
性
に
最
も
早
く
か
ら
着
目
し
、
新
借
款
団
の
設
立
を
﹁
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
の
経
済
的
部
分
﹂
と
高
く
評
価
し
て
、
ア

メ
リ
カ
の
銀
行
家
の
役
割
を
重
視
す
る
三
谷
太
一
郎
に
し
て
も
、
新
四
国
借
款
団
の
性
質
を
﹁
中
国
に
対
す
る
現
状
維
持
的
﹂
な
も
の
と
結

論
す
る
点
で
は
、
酒
井
と
共
通
し
て
い
る
。
三
谷
は
、﹁
政
治
の
論
理
﹂
に
こ
だ
わ
る
国
務
省
で
は
な
く
、﹁
経
済
の
論
理
﹂
を
優
先
す
る
モ

ル
ガ
ン
商
会
（J. P. M

organ

）
の
ラ
モ
ン
ト
（T

hom
as W

. L
am

ont

）
が
交
渉
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
た
こ
と
が
、
満
蒙
問
題
の
一

応
の
﹁
解
決
﹂
を
可
能
に
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

　

ア
メ
リ
カ
銀
行
団
の
代
表
と
し
て
東
京
に
赴
い
た
ラ
モ
ン
ト
は
、
日
本
の
﹁
満
蒙
特
殊
権
益
論
﹂
を
公
に
認
め
は
し
な
か
っ
た
が
、
投
資

　
（
一
九
七
二
）
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対
象
と
し
て
の
満
蒙
の
価
値
を
消
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
で
、
日
本
へ
の
挑
戦
の
可
能
性
を
事
実
上
否
定
し
、
そ
の
優
先
権
に
﹁
暗
黙
の
承

認
﹂
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
、
ラ
モ
ン
ト
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
し
て
交
渉
に
あ
た
っ
た
井
上
準
之
助
日
本
銀
行
総
裁
は
、
満

蒙
へ
の
ア
メ
リ
カ
資
本
の
導
入
（
日
米
経
済
提
携
）
に
よ
っ
て
、﹁
満
蒙
問
題
﹂
を
処
理
す
る
こ
と
を
構
想
し
て
お
り
、
ラ
モ
ン
ト
の
要
請

に
応
え
る
よ
う
に
、
日
本
政
府
の
態
度
緩
和
に
奔
走
し
た
の
で
あ
る（

5
）。

両
者
の
交
渉
の
結
果
、
日
米
銀
行
団
の
あ
い
だ
で
往
復
書
簡
が
交
わ

さ
れ
る
（
一
九
二
〇
年
五
月
一
一
日
）。
日
本
側
代
表
の
梶
原
仲
治
横
浜
正
金
銀
行
頭
取
は
、
日
本
銀
行
団
が
他
の
銀
行
団
と
同
様
の
条
件

で
（
つ
ま
り
満
蒙
に
対
す
る
包
括
的
な
留
保
を
せ
ず
に
）
新
借
款
団
に
参
加
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
そ
れ
に
対
し
て
ラ
モ
ン
ト
は
新
借
款
団

の
共
同
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
日
本
の
諸
権
益
（
南
満
州
の
鉄
道
予
定
線
な
ど
）
を
列
挙
し
て
応
え
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
国
際
金
融
家
に
注
目
す
る
観
点
か
ら
評
価
す
れ
ば
、
大
戦
後
の
日
米
関
係
の
改
善
と
安
定
は
、
酒
井
が
い
う
ロ
ン
ド
ン
（
シ
テ
ィ
）

を
基
準
と
す
る
﹁
文
明
国
標
準
﹂
に
せ
よ
、
三
谷
が
重
視
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
（
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
）
の
﹁
経
済
の
論
理
﹂
に
せ
よ
、

な
ん
ら
か
の
﹁
共
通
の
価
値
体
系
﹂
に
基
づ
く
︿
経
済
合
理
性
﹀
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

新
四
国
借
款
団
の
設
立
交
渉
に
お
い
て
国
際
金
融
家
た
ち
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
間
違
い
な
い（

6
）。

し
か
し
、
大
戦
後
の
国
務
省

の
東
ア
ジ
ア
政
策
を
実
質
的
に
取
り
仕
切
っ
て
い
た
ロ
ン
グ
（B

reckinridge L
ong

）
第
三
国
務
次
官
は
、
交
渉
妥
結
直
前
の
一
九
二
〇

年
三
月
三
〇
日
、﹁
今
回
の
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
た
し
の
仕
事
で
あ
る
﹂
と
日
記
に
記
し
て
い
る
。
ロ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
新
四
国
借
款
団

は
﹁
私
の
独
創
的
な
構
想
で
あ
り
、
わ
た
し
の
創
作
物
﹂
で
あ
っ
た
。
日
本
と
の
最
終
的
な
妥
結
を
も
た
ら
し
そ
う
な
ラ
モ
ン
ト
の
東
京
訪

問
も
、﹁
最
後
の
一
押
し
﹂
で
は
あ
っ
た
が
、
東
京
に
は
﹁
私
の
発
案
で
赴
い
て
お
り
、︹
ラ
モ
ン
ト
は
︺
私
が
起
草
し
モ
リ
ス
︹R

oland 

S. M
orris

駐
日
大
使
︺
に
送
ら
れ
た
指
示
の
下
で
行
動
し
た
﹂
の
で
あ
る（

7
）。

　

も
ち
ろ
ん
、こ
の
ロ
ン
グ
の
︿
自
画
自
賛
﹀
は
、自
己
顕
彰
と
し
て
割
り
引
い
て
読
ま
れ
る
必
要
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、少
な
く
と
も
、︿
対

日
復
讐
戦
﹀
に
燃
え
て
い
た
は
ず
の
国
務
省
の
こ
の
政
策
責
任
者
は
、
新
借
款
団
交
渉
の
妥
結
を
、
自
己
の
功
績
と
し
て
誇
る
に
た
る
と
考

　
（
一
九
七
三
）
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え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
谷
が
い
う
よ
う
に
、
ラ
モ
ン
ト
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
﹁
満
蒙
問
題
を
政
治
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
経
済

問
題
と
し
て
処
理
し
よ
う
と
す
る
方
式
を
受
け
入
れ
﹂
た
結
果（

8
）だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
国
務
省
の
少

な
く
と
も
首
脳
陣
は
、﹁
政
治
の
論
理
﹂
か
ら
考
え
て
も
、
新
四
国
借
款
団
交
渉
に
よ
っ
て
、
今
後
の
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
政
策
に
つ
な

が
る
満
足
す
べ
き
結
果
が
得
ら
れ
た
と
判
断
し
、
ラ
モ
ン
ト
に
よ
る
新
た
な
日
米
︿
妥
結
﹀
に
ゴ
ー
サ
イ
ン
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
満
足
す
べ
き
政
治
的
な
結
果
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
満
蒙
問
題
を
め
ぐ
る
国
際
金

融
家
間
の
交
渉
を
検
証
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
新
四
国
借
款
団
設
立
交
渉
は
、﹁
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
の
経
済
的
部
分
﹂
を
先
取
り

し
た
だ
け
で
な
く
、
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
下
で
の
中
国
を
め
ぐ
る
（
つ
ま
り
満
蒙
に
と
ど
ま
ら
な
い
）
国
際
政
治

0

0

に
と
っ
て
も
重
要
な
意
義
を

も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
政
治
的
重
要
性
は
、
程
度
の
差
は
あ
っ
た
も
の
の
、
特
に
日
米
の
外
交
当
局
者
に
強
く
意

識
さ
れ
て
い
た
。
新
借
款
団
交
渉
を
通
じ
て
日
米
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
を
準
備
す
る
新
た
な
東
ア
ジ
ア
政
策
の
枠
組
み
を
構
築
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
時
系
列
的
に
見
れ
ば
、
日
本
外
務
省
で
生
起
し
つ
つ
あ
っ
た
政
策
構
想
の
転
換
に
続
い
て

0

0

0

、
ア
メ
リ

カ
の
外
交
政
策
の
担
当
者
た
ち
も
、
二
一
个
条
要
求
に
代
表
さ
れ
る
日
本
の
大
陸
拡
張
政
策
へ
の
対
抗
や
融
和
を
主
眼
と
し
た
戦
時
外
交
の

枠
組
み
か
ら
徐
々
に
脱
却
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
に
つ
な
が
る
大
戦
後
外
交
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
新

借
款
団
設
立
交
渉
を
通
じ
て
、
長
ら
く
東
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
の
国
際
関
係
を
規
定
し
て
き
た
勢
力
圏
外
交
秩
序
は
、
最
終
的
な
溶
解
を

始
め
る
の
で
あ
る（

9
）。

ロ
ン
グ
が
自
賛
し
た
の
は
、
こ
の
成
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
（
一
九
七
四
）
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一
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策

1
．
新
借
款
団
設
立
提
議

　

一
九
一
八
年
一
〇
月
八
日
、
ラ
ン
シ
ン
グ
国
務
長
官
は
対
中
国
借
款
問
題
に
関
す
る
公
文
と
覚
書
を
日
英
仏
の
各
駐
米
大
使
に
手
交
し
、

ア
メ
リ
カ
政
府
の
方
針
が
、
現
在
の
借
款
団
（
旧
借
款
団
）
と
は
別
個
に
新
借
款
団
を
組
織
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
共
同
事
業
範
囲
に
は

従
来
は
対
象
外
で
あ
っ
た
実
業
借
款
を
包
含
す
る
意
向
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た（

10
）。

す
で
に
同
年
の
七
月
は
じ
め
に
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、

一
九
一
三
年
の
旧
借
款
団
脱
退
以
来
、
解
散
状
態
に
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
を
再
結
成
し
て
、
国
際
借
款
団
の
枠
組
み
の
中
で
対
中
借
款

を
再
開
す
る
意
向
を
各
国
政
府
に
通
知
し
て
い
た
。
こ
の
七
月
の
通
知
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
と
モ
ル
ガ
ン
な
ど
の
有
力
ア
メ
リ
カ
銀
行
が
合

意
し
た
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
、両
者
が
取
り
交
わ
し
た
往
復
書
簡
の
文
面
を
そ
の
ま
ま
送
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
銀
行
側
は
、

①
実
際
に
資
金
提
供
能
力
を
有
す
る
日
米
共
同
を
は
じ
め
と
し
た
﹁
国
際
的
協
同
﹂
に
よ
っ
て
対
華
借
款
を
実
施
す
る
た
め
に
、﹁
英
、
仏
、

日
、
米
四
国
政
府
ノ
夫
々
承
認
ス
ル
財
業
団
ニ
ヨ
リ
四
国
団
﹂
を
組
織
す
る
こ
と
、
②
こ
の
﹁
四
国
団
﹂
に
参
加
す
る
に
あ
た
っ
て
各
銀
行

は
、
現
在
保
有
す
る
借
款
優
先
権
を
中
国
も
し
く
は
各
国
の
銀
行
団
に
﹁
放
棄
﹂
し
、
各
参
加
銀
行
の
対
華
借
款
は
﹁
四
国
団
ノ
事
業
﹂
と

し
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
、
③
ア
メ
リ
カ
国
内
で
の
募
債
に
あ
た
っ
て
、
公
債
の
発
行
が
﹁
政
府
ノ
提
唱
﹂
に
よ
る
こ
と
を
世
論
に
明
示
す

る
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
政
府
に
求
め
て
い
た
が
、
③
を
除
い
て
そ
の
表
現
は
か
な
り
曖
昧
で
あ
っ
た（

11
）。

日
本
を
初
め
と
し
た
各
国
政
府
は
、
新

聞
報
道
や
駐
米
大
使
館
な
ど
の
報
告
と
こ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
の
外
交
姿
勢
か
ら
、
①
が
新
た
な
国
際
借
款
団
の
結
成
を
、
②
が
実
業
借
款

の
共
同
事
業
化
を
意
味
す
る
こ
と
を
ほ
ぼ
予
測
し
な
が
ら
も
、
そ
の
通
り
な
ら
、
対
華
借
款
政
策
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
中
国
政
策
全
体
の
大

幅
な
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
す
ぐ
に
諾
否
を
回
答
せ
ず
、
具
体
的
な
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
政
府
に

求
め
て
い
た
の
で
あ
る（

12
）。

　
（
一
九
七
五
）
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特
に
②
に
い
う
優
先
権
の
放
棄
（
譲
渡
）
に
つ
い
て
は
、
中
国
に
お
け
る
勢
力
範
囲
シ
ス
テ
ム
や
列
強
の
経
済
活
動
に
与
え
る
影
響
が
懸

念
さ
れ
た
た
め
、
強
い
注
目
を
引
い
た
。
幣
原
外
務
次
官
は
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省
の
新
極
東
部
長
に
内
定
し
て
い
た
ミ
ラ
ー
（R

ansford 

S. M
iller

）
が
外
務
省
を
訪
問
し
た
際
、
ア
メ
リ
カ
側
の
見
解
を
厳
し
く
質
し
て
い
る
。
優
先
権
の
放
棄
が
旧
借
款
団
の
改
革
借
款
（
行
政

借
款
）
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、﹁
国
家
ガ
条
約
上
有
ス
ル
⋮
⋮
優
先
権
ヲ
意
義
﹂
す
る
の
で
あ
れ
ば
、﹁
畢
竟
勢
力
範
囲
撤
廃
ノ
第
一
歩
ト
見
ル

ノ
外
ナ
ク
﹂、
あ
る
い
は
各
国
の
私
企
業
が
﹁
各
種
借
款
ニ
附
帯
シ
テ
有
ス
ル
優
先
権
﹂
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
﹁
官
権
ヲ
以
テ
私
人
ノ

権
利
利
益
ヲ
圧
迫
ス
ル
﹂
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
幣
原
に
よ
れ
ば
、
問
題
を
複
雑
化
し
な
い
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
が
旧
借
款

団
の
﹁
勧
誘
ニ
応
ジ
、
単
純
ニ
現
借
款
団
ニ
復
帰
ス
ル
コ
ト
然
ル
ベ
シ
﹂
で
あ
っ
た（

13
）。

　

イ
ギ
リ
ス
側
も
、
本
多
熊
太
郎
駐
ス
イ
ス
公
使
（
当
時
、
講
和
会
議
随
員
）
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
、
ラ
ン
グ
レ
ー
（W

alter 

L
ouis F

rederick L
angley

）
極
東
部
長
（
次
官
補
）
が
、
も
し
﹁
鉄
道
其
ノ
外
ノ
実
業
借
款
﹂
が
共
同
範
囲
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

す
べ
て
の
資
本
家
を
銀
行
団
に
加
入
さ
せ
る
ほ
か
な
い
た
め
、
事
実
上
不
可
能
で
あ
り
、﹁
英
国
政
府
ハ
同
意
ヲ
不
可
能
ト
ス
﹂
と
不
満
を

露
わ
に
し
て
い
た
。
さ
ら
に
本
多
が
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
本
来
の
意
図
が
ど
う
で
あ
れ
、
実
業
借
款
の
包
含
は
﹁
列
強
ノ
特
殊
利
益
範
囲
ヲ

撤
廃
ス
ル
ノ
結
果
﹂
と
も
な
り
、﹁
重
大
ナ
ル
政
治
上
ノ
結
果
ヲ
来
ス
﹂
と
指
摘
す
る
と
、
ラ
ン
グ
レ
ー
も
完
全
に
同
意
し
た
と
い
う（

14
）。

　

後
述
す
る
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
国
際
借
款
団
へ
の
︿
復
帰
﹀
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
主
唱
者
と
し
て
旧
借
款
団
構
成
国
が
前
年
の
一
九
一
七
年

か
ら
公
式
に
要
請
し
て
き
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
は
、
一
九
一
三
年
の
旧
借
款
団
か
ら
の
脱
退
以
来
、
道
義
的
な

ア
ピ
ー
ル
や
主
義
主
張
の
表
明
を
除
い
て
は
、
具
体
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
避
け
て
き
た
中
国
を
め
ぐ
る
列
強
間
政
治
へ
の
復
帰
に
あ
た

っ
て
、
旧
借
款
団
が
中
国
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と
の
脱
退
時
の
主
張
を
変
え
る
こ
と
は
な
く
、
旧
来
の
も
の
と
は
異
な
る
枠
組
み
を
採

用
す
る
こ
と
を
強
く
促
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
実
業
借
款
の
共
同
事
業
化
は
、
各
列
強
の
勢
力
範
囲
の
基
盤
で
あ
っ
た
鉄
道
を
中
心
と
す
る

投
資
優
先
権
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
っ
た
。
互
い
の
思
惑
が
完
全
に
一
致
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
の

　
（
一
九
七
六
）
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列
強
協
調
主
義
へ
の
回
帰
を
期
待
し
て
、
旧
借
款
団
へ
の
復
帰
を
働
き
か
け
て
き
た
日
英
に
と
っ
て
、
実
際
の
ア
メ
リ
カ
の
回
答
は
望
ん
で

い
た
も
の
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
新
借
款
団
構
想
は
、
一
九
一
八
年
の
提
議
時
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
勢
力
圏
外
交
秩
序
に
大
き
な
変

更
を
迫
り
か
ね
な
い
要
素
を
色
濃
く
含
ん
で
お
り
、
日
英
の
外
交
当
局
者
も
そ
の
こ
と
を
強
く
懸
念
し
て
い
た
。
事
実
、
中
国
に
お
け
る
勢

力
圏
シ
ス
テ
ム
の
解
消
は
、
最
終
的
な
目
標
と
し
て
は
、
国
務
省
首
脳
や
極
東
専
門
家
に
よ
っ
て
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ

の
時
点
で
の
ア
メ
リ
カ
の
提
案
は
、
大
戦
中
の
経
済
力
の
著
し
い
増
大
と
、
参
戦
に
よ
る
国
際
的
威
信
の
高
ま
り
に
裏
打
ち
さ
れ
た
積
極
的

な
も
の
で
は
な
く
、
実
際
に
は
ア
メ
リ
カ
の
中
国
政
策
の
︿
不
調
﹀
に
対
す
る
国
務
省
関
係
者
の
強
い
危
機
感
と
焦
り
が
よ
り
強
く
反
映
さ

れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

2
．
新
借
款
団
構
想
の
形
成

　

一
九
一
三
年
の
脱
退
以
来
、
国
務
省
を
中
心
に
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
の
再
結
成
は
幾
度
か
検
討
さ
れ
て
は
き
た
も
の
の
、
新
借
款
団
設
立
に

つ
な
が
る
具
体
的
な
動
き
が
見
ら
れ
出
す
の
は
一
九
一
七
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
旧
借
款
団
側
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ

っ
て
ま
ず
は
も
た
ら
さ
れ
た
。
一
つ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
一
九
一
七
年
二
月
に
行
わ
れ
た
、
旧
借
款
団
か
ら
ア
メ

リ
カ
へ
の
復
帰
要
請
で
あ
る
。
当
時
、
借
款
団
を
構
成
し
て
い
た
の
は
英
仏
独
日
露
の
各
銀
行
団
だ
っ
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に

よ
り
ド
イ
ツ
は
事
実
上
の
除
名
状
態
で
あ
り
、
英
仏
露
も
総
力
戦
の
た
め
に
中
国
に
投
資
す
る
余
力
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
実

際
に
債
券
引
き
受
け
能
力
を
持
つ
の
は
日
本
銀
行
団
（
横
浜
正
金
銀
行
）
の
み
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
す
で
に
一
九
一
六
年
四
月
に

イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
の
復
帰
を
要
請
す
る
こ
と
を
日
本
政
府
に
提
案
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
側
は
そ
の
目
的
を
、
ア
メ
リ

カ
資
本
と
の
競
争
回
避
と
借
款
団
の
投
資
能
力
強
化
に
あ
る
と
日
本
側
に
説
明
し
て
い
た
が
、
日
本
一
国
に
よ
る
行
政
借
款
の
独
占
を
牽
制

　
（
一
九
七
七
）
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す
る
狙
い
が
あ
っ
た
の
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い（

15
）。

　

旧
借
款
団
に
よ
る
復
帰
要
請
に
加
え
て
、
当
の
日
本
自
身
の
対
米
接
近
も
国
務
省
に
と
っ
て
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
。
二
一
个
条
要
求
以

来
、
中
国
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ア
メ
リ
カ
と
激
し
く
対
立
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
提
案
に
も
当
初
は
難
色
を
示
し
た
日
本
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
六

年
一
〇
月
に
発
足
し
た
寺
内
内
閣
は
、
翌
年
一
月
に
は
中
国
で
の
日
米
経
済
提
携
に
舵
を
切
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
提
案
に
も
同
意
す
る
に
至
る
。

こ
の
寺
内
内
閣
の
方
針
転
換
に
は
、
内
閣
発
足
直
後
の
シ
カ
ゴ
銀
行
に
よ
る
借
款
契
約
の
成
立
（
煙
酒
税
を
担
保
と
す
る
五
〇
〇
万
ド
ル
＝

一
〇
〇
〇
万
円
）
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
。
特
に
そ
の
契
約
内
容
に
、
二
五
〇
〇
万
ド
ル
も
の
巨
額
の
追
加
借
款
優
先
権
が
含
ま
れ
て
い

た
の
は
衝
撃
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
資
本
の
中
国
進
出
に
真
っ
向
か
ら
対
抗
す
る
の
で
は
な
く
、
日
米
の
経
済
提
携
に
よ
っ
て

そ
の
勢
い
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ひ
い
て
は
日
本
の
中
国
経
営
に
ア
メ
リ
カ
資
本
を
利
用
す
る
こ
と
へ
の
期
待
感
も
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
石
井
菊
次
郎
特
使
の
後
を
追
う
よ
う
に
目
賀
田
種
太
郎
を
団
長
と
す
る
訪
米
経
済
使
節
団
も
日
本
政
府
に
よ
っ
て
派
遣
さ

れ
た（

16
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
旧
借
款
団
か
ら
の
復
帰
要
請
に
せ
よ
、
日
本
か
ら
の
日
米
経
済
提
携
の
打
診
に
せ
よ
、
そ
の
背
景
に
は
、
大
戦
に
よ
っ

て
飛
躍
的
に
存
在
感
を
増
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
経
済
力
へ
の
強
い
注
目
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
国
務
省
の
政
策
文
書
や
、
ラ

イ
ン
シ
ュ
（P

aul S. R
einsch

）
駐
華
公
使
の
報
告
な
ど
を
見
る
と
、
日
英
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
側
で
も
中
国
情
勢
の
展
開
に
焦
慮
を

強
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

一
九
一
三
年
に
、
旧
借
款
団
を
強
く
道
徳
的
に
非
難
し
、
電
撃
的
に
脱
退
し
た
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
が
、
外
交
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ

企
業
の
活
動
に
お
い
て
も
、
中
国
政
策
の
成
果
は
芳
し
い
も
の
と
は
と
て
も
言
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
二
一
个
条
要
求
に
対
し

て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
は
﹁
不
承
認
﹂
主
義
で
応
え
た
も
の
の
、
条
約
締
結
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
後
の
日
本
の
政
治
的
な
影

響
力
増
大
は
否
定
し
よ
う
も
な
か
っ
た
。
一
九
一
七
年
の
中
国
の
参
戦
時
に
も
、
ア
メ
リ
カ
は
そ
の
切
っ
掛
け
を
作
り
な
が
ら
、
具
体
的
な

　
（
一
九
七
八
）
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支
援
を
約
束
で
き
ず
、
第
二
次
交
通
銀
行
借
款
を
提
供
し
た
日
本
の
後
塵
を
拝
し
て
い
る（

17
）。

ア
メ
リ
カ
単
独
の
経
済
進
出
で
も
、
先
ほ
ど
の

シ
カ
ゴ
銀
行
の
借
款
契
約
と
、
一
九
一
六
年
五
月
の
Ａ
Ｉ
Ｃ
に
よ
る
山
東
省
の
運
河
改
修
事
業
の
獲
得
と
い
う
成
果
は
あ
っ
た
も
の
の
、
旧

借
款
団
諸
国
が
恐
れ
た
よ
う
な
大
規
模
な
経
済
進
出
と
は
と
て
も
言
え
な
い
状
態
で
あ
っ
た（

18
）。

　

こ
の
ア
メ
リ
カ
の
中
国
政
策
の
︿
不
調
﹀
に
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
外
交
的
な
関
心
・
努
力
が
も
っ
ぱ
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
に
向
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
加
え
て
、
ト
ラ
ス
ト
に
批
判
的
な
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
方
針
の
下
、
国
務
省
を
初
め
と
し
た
連
邦
政
府
機
関
が
自
国
企
業
に
積
極
的

な
保
護
を
ほ
と
ん
ど
与
え
な
か
っ
た
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た（

19
）。

こ
の
た
め
、
ラ
ン
シ
ン
グ
や
国
務
省
の
極
東
政
策
の
担
当
者
、

そ
し
て
特
に
ラ
イ
ン
シ
ュ
駐
華
公
使
は
、
ア
メ
リ
カ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
効
か
な
い
旧
借
款
団
内
で
、
独
り
日
本
の
影
響
力
が
増
し
て
い
く

の
を
強
い
焦
り
を
も
っ
て
眺
め
て
い
た（

20
）。

特
に
一
九
一
六
年
九
月
に
中
国
政
府
が
従
来
の
改
革
借
款
に
代
え
て
一
千
万
ポ
ン
ド
（
一
億
円
）

の
幣
制
改
革
借
款
の
供
与
を
旧
借
款
団
に
要
請
し
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
懸
念
を
さ
ら
に
強
め
た
。
中
国
の
貨
幣
・
金
融
シ
ス
テ
ム
が
、

日
本
の
実
質
的
な
支
配
下
に
入
り
か
ね
な
い
と
憂
慮
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
実
際
に
日
本
政
府
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
資
金
を
ほ
ぼ
一
国
で

負
担
す
る
見
返
り
と
し
て
、
日
本
人
（
阪
谷
芳
郎
）
を
中
国
政
府
の
幣
制
改
革
顧
問
に
任
命
す
る
よ
う
に
要
求
し
、
最
終
的
に
他
の
関
係
国

の
同
意
を
ほ
ぼ
取
り
つ
け
て
い
た（

21
）。

　

以
上
の
中
国
政
策
の
︿
不
調
﹀
と
旧
借
款
団
側
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
受
け
て
、
国
務
省
は
、
ラ
ン
シ
ン
グ
国
務
長
官
の
主
導
下
、
ア
メ

リ
カ
銀
行
団
の
再
結
成
の
検
討
を
始
め
、
一
九
一
七
年
一
一
月
に
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
か
ら
も
原
則
的
な
支
持
を
獲
得
し
た（

22
）。

同
時
に
英

仏
両
政
府
に
対
し
て
は
幣
制
改
革
借
款
へ
の
参
加
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
の
結
成
を
検
討
中
で
あ
る
こ
と
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
近

日
中
に
日
本
が
単
独
で
行
う
と
さ
れ
て
い
た
同
借
款
の
前
貸
し
（
二
〇
〇
万
ポ
ン
ド
）
へ
の
英
仏
銀
行
団
の
参
加
を
強
く
求
め
て
い
る
。
ラ

イ
ン
シ
ュ
が
日
本
単
独
で
の
実
施
は
、
中
国
の
財
政
上
の
独
立
を
制
限
す
る
と
注
意
し
て
き
た
た
め
で
あ
る（

23
）。

　

さ
ら
に
同
年
一
二
月
に
は
、
①
参
戦
支
援
と
湖
広
鉄
道
建
設
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
政
府
が
中
国
政
府
に
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
を
貸
与
し
、
②

　
（
一
九
七
九
）
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幣
制
改
革
に
も
、
旧
借
款
団
と
共
同
し
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
一
億
ド
ル
を
拠
出
す
る
、
と
の
基
本
方
針
が
国
務
省
内
で
ま
と
め
ら
れ
た（

24
）。

湖

広
鉄
道
と
は
、
湖
北
省―

湖
南
省―

広
東
省
を
貫
徹
す
る
鉄
道
で
、
完
成
す
れ
ば
中
国
の
南
北
を
結
び
つ
け
る
大
幹
線
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た（

25
）。

ア
メ
リ
カ
の
資
金
供
与
に
よ
っ
て
こ
の
極
め
て
重
要
な
鉄
道
が
完
成
を
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
中
国
政
策
の
不
作
為
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
威

信
の
低
下
を
一
気
に
挽
回
で
き
る
と
同
時
に
、
英
仏
を
中
心
と
し
た
列
強
の
勢
力
範
囲
を
開
放
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
い
う
の
が
ラ

イ
ン
シ
ュ
の
持
論
で
あ
っ
て
、
一
九
一
八
年
の
初
め
頃
に
は
、
主
だ
っ
た
国
務
省
関
係
者
も
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
に
到
っ
て
い
た（

26
）。

第
三

国
務
次
官
の
ロ
ン
グ
は
、
湖
広
鉄
道
の
完
成
は
﹁
世
界
で
も
最
大
規
模
の
鉄
道
シ
ス
テ
ム
を
ア
メ
リ
カ
が
掌
握
す
る
こ
と
に
な
り
、
政
治
的

権
威
︹
勢
力
範
囲
︺
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
広
大
な
産
業
・
商
業
活
動
の
場
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
﹂
と
強
い
期
待
感
を
表
明
し
て

い
る（

27
）。

　

た
だ
し
、
日
本
の
政
治
指
導
者
が
恐
れ
た
巨
大
な
ア
メ
リ
カ
の
金
融
力
は
、
一
九
一
七
年
四
月
の
参
戦
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
連
合
国
へ

の
貸
し
付
け
に
巨
額
の
資
金
が
投
入
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
そ
れ
ほ
ど
余
裕
が
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
。
ア
メ
リ
カ
の
金
融
界
を

取
り
仕
切
っ
て
い
た
モ
ル
ガ
ン
商
会
を
筆
頭
と
す
る
東
部
資
本
家
は
、
も
と
も
と
政
情
が
不
安
定
な
中
国
へ
の
投
資
に
そ
れ
ほ
ど
熱
心
で
は

な
か
っ
た
上
に
、
元
来
つ
な
が
り
が
深
い
イ
ギ
リ
ス
な
ど
へ
の
金
融
斡
旋
業
務
に
注
力
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
再
結
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
ア

メ
リ
カ
銀
行
団
内
で
の
主
導
権
を
め
ぐ
っ
て
、
モ
ル
ガ
ン
ら
東
部
資
本
家
と
、
国
務
省
が
推
す
中
西
部
の
シ
カ
ゴ
銀
行
な
ど
と
の
間
に
は
緊

張
関
係
が
存
在
し
た
。

　

こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
最
大
の
障
害
で
あ
っ
た
は
ず
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
支
持
は
得
た
国
務
省
で
あ
っ
た
が
、
今
度
は
海
外
投
資
を
管
轄
し

て
い
る
財
務
省
の
抵
抗
に
直
面
す
る
。
ア
メ
リ
カ
や
連
合
国
の
戦
費
を
ま
か
な
う
自
由
公
債
（L

iberty B
ond

）
と
競
合
す
る
債
権
の
発
行

は
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た（

28
）。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
財
務
省
の
極
め
て
慎
重
な
姿
勢
に
は
、
自
由
公
債
の
発
行
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
モ
ル
ガ
ン
ら
の
意
向
も
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る（

29
）。

な
お
財
務
省
は
、
政
府
資
金
の
投
入
に
つ
い
て
も
、

　
（
一
九
八
〇
）
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法
的
根
拠
が
な
い
と
極
め
て
否
定
的
で
あ
っ
た（

30
）。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
と
東
部
資
本
家
の
関
係
は
、
自
由
公
債
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
成
功
が
示
す

よ
う
に
、
こ
の
頃
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
改
善
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、
対
中
国
投
資
に
お
け
る
協
力
関
係
と
ま
で
は
い
ま
だ
言
え
な
い
状
態
に
あ
り
、

加
え
て
戦
時
体
制
に
よ
り
権
限
と
存
在
感
を
増
し
て
い
た
連
邦
政
府
の
他
省
庁
も
、
対
外
政
策
に
お
け
る
国
務
省
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
制

限
し
て
い
た
の
で
あ
る（

31
）。

必
ず
し
も
中
国
に
投
資
す
る
余
力
が
ア
メ
リ
カ
に
全
く

0

0

無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
国
内

的
な
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
国
務
省
に
と
っ
て
困
難
な
課
題
で
あ
っ
た（

32
）。

　

参
戦
問
題
や
大
戦
後
の
戦
債
問
題
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
は
、
そ
の
増
大
す
る
経
済
的
な
パ
ワ
ー
を
、
実
際
の
外

交
政
策
に
ス
ム
ー
ズ
に
転
換
す
る
た
め
の
国
家
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
意
思
決
定
の
仕
組
み
を
欠
い
て
い
た
。
特
に
そ
の
影
響
は
、
大
戦
の

影
に
隠
れ
が
ち
の
極
東
問
題
で
顕
著
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
一
九
一
八
年
当
時
の
国
務
省
の
政
策
構
想
は
、
日
本
の
中
国
政
策
に
真
っ
向

か
ら
対
立
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
一
九
一
七
年
一
一
月
に
石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
を
結
ん
だ
ば
か
り
の
ラ
ン
シ
ン
グ
は
、
年
明

け
の
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
（W

illiam
 C

. R
edfield

）
商
務
長
官
へ
の
書
簡
の
中
で
、﹁
他
の
列
強
が
︹
中
国
で
の
︺
競
争
か
ら
退
場
し
て
し

ま
っ
た
状
況
で
、
日
本
と
︹
ア
メ
リ
カ
が
︺
競
争
す
る
の
は
望
ま
し
く
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
今
、
可
能
な
範
囲
で
日
本
と
共
同
し
て
﹂
い
る

と
国
務
省
の
対
日
態
度
に
理
解
を
求
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
日
本
と
の
協
調
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
の
外
交
原
則
か
ら
言
っ
て
望
ま
し
い
も

の
で
は
な
か
っ
た
が
、﹁
中
国
を
日
本
に
と
っ
て
平
穏
無
事
に
し
て
お
く
よ
り
は
マ
シ
と
の
、
ま
こ
と
に
実
際
的
な
理
由
﹂
か
ら
、
国
務
省

は
こ
う
し
た
政
策
態
度
を
採
用
し
て
い
た（

33
）。

　

ラ
ン
シ
ン
グ
の
指
導
下
、
国
務
省
の
極
東
政
策
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
ロ
ン
グ
も
、
日
米
の
経
済
提
携
の
可
否
を
た
ず
ね
た
ス
ト
ラ
ウ
ス

（A
lbert Strauss

）
財
務
省
特
別
顧
問
に
対
し
て
、
日
本
の
侵
略
行
為
に
手
を
貸
し
て
い
る
と
中
国
に
誤
解
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
﹁
絶
対

に
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
断
り
な
が
ら
も
、﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
国
内
の
状
況
か
ら
我
々
は
日
本
と
競
争
で
き

る
状
態
に
は
な
く
、
中
国
に
お
け
る
財
政
事
業
に
関
し
て
日
本
と
共
同
す
る
こ
と
が
よ
り
簡
単
で
便
宜
的
で
あ
ろ
う
﹂
と
日
本
と
の
協
調
の

　
（
一
九
八
一
）
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必
要
性
を
認
め
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
銀
行
家
で
あ
っ
た
ス
ト
ラ
ウ
ス
は
、
前
年
に
遣
米
経
済
使
節
団
の
長
と
し
て
訪
米
し
た
目
賀
田

と
数
度
に
わ
た
り
会
談
し
、
幣
制
改
革
借
款
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
参
加
を
勧
誘
さ
れ
て
い
た（

34
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
長
年
の
宿
願
で
あ
る
、
勢
力
範
囲
シ
ス
テ
ム
の
解
消
が
完
全
に
放
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
方
法

と
し
て
ロ
ン
グ
は
、
ま
ず
湖
広
鉄
道
の
建
設
費
用
な
ど
を
﹁
融
通
﹂
す
る
見
返
り
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
に
﹁﹃
勢
力
範
囲
﹄
に

関
す
る
主
張
を
撤
回
す
る
﹂
こ
と
を
勧
誘
し
、
そ
れ
に
成
功
す
れ
ば
、﹁
日
本
だ
け
が
勢
力
範
囲
の
主
張
者
と
し
て
残
る
こ
と
と
な
り
、
恐

ら
く
他
国
︹
英
仏
︺
の
先
例
に
倣
お
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
﹂
と
期
待
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
勢
力
伸
長
の
著
し
い
日
本
と
正
面
か
ら
対

決
す
る
の
で
は
な
く
、
大
戦
に
よ
る
疲
弊
と
日
本
の
攻
撃
的
な
中
国
政
策
で
勢
力
圏
の
維
持
に
汲
々
と
し
て
い
る
英
仏
に
ま
ず
圧
力
を
か
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
行
動
変
化
を
促
そ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
を
述
べ
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
宛
の
書
簡
の
な
か
で
も
ロ

ン
グ
は
、﹁
我
々
は
︹
中
国
へ
の
投
資
を
め
ぐ
っ
て
︺
日
本
と
競
争
す
る
位
置
に
は
な
く
、
中
国
の
産
業
分
野
を
完
全
に
日
本
資
本
に
よ
る

開
発
あ
る
い
は
搾
取
に
任
せ
て
お
く
よ
り
は
、
い
く
つ
か
の
事
業
で
日
本
と
共
同
す
る
こ
と
が
妥
当
に
思
え
る
﹂
こ
と
を
主
張
し
て
い
る（

35
）。

一
九
一
八
年
初
め
の
時
点
で
の
ラ
ン
シ
ン
グ
や
ロ
ン
グ
の
関
心
は
、
ま
ず
は
日
本
を
初
め
と
し
た
列
強
と
の
協
調
を
通
じ
て
中
国
問
題
へ
の

具
体
的
・
実
質
的
な
関
与
を
︿
回
復
﹀
す
る
こ
と
で
、
中
国
の
経
済
・
金
融
制
度
に
対
し
て
日
本
が
支
配
的
な
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
を
防

止
す
る
こ
と
と
、
東
ア
ジ
ア
国
際
政
治
で
の
ア
メ
リ
カ
の
影
響
力
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

3
．
対
日
協
調
論
か
ら
対
日
強
硬
論
へ

　

以
上
の
国
務
省
首
脳
の
︿
対
日
融
和
的
﹀
な
姿
勢
は
、
一
九
一
八
年
半
ば
に
西
原
借
款
交
渉
が
大
き
く
進
展
し
て
も
、
基
本
的
に
は
変
化

し
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
の
（
い
さ
さ
か
誇
張
や
誤
解
を
含
ん
だ
）
報
告
は
国
務
省
の
焦
慮
を
さ
ら
に
強
め
は
し
た
。
特
に

日
本
が
煙
酒
税
を
担
保
と
す
る
借
款
を
北
京
政
府
と
交
渉
中
と
の
情
報
は
、
危
機
感
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
同
じ
く
煙
酒
税
を
担
保
と
す

　
（
一
九
八
二
）



勢
力
圏
外
交
秩
序
の
溶
解

�

九
九

同
志
社
法
学　

五
九
巻
四
号

る
借
款
を
シ
カ
ゴ
銀
行
が
行
っ
て
お
り
（
一
九
一
六
年
）、
日
本
資
本
に
よ
る
同
様
の
借
款
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
、
同
行
の
権
利
が
清
算

さ
れ
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
旧
借
款
団
か
ら
脱
退
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
、
湖
広
鉄
道
を
別
に
す
れ
ば
、
シ
カ
ゴ
銀
行

の
特
に
巨
額
の
優
先
権
は
、
中
国
で
日
本
の
投
資
攻
勢
に
対
抗
す
る
た
め
の
唯
一
の
頼
み
の
綱
で
あ
っ
た
。

　

加
え
て
、西
原
が
中
国
の
﹁
煙
酒
公
売
制
度
﹂
を
﹁
専
売
制
度
﹂
に
改
め
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
も
懸
念
材
料
で
あ
っ
た
。
当
時
、

ア
メ
リ
カ
系
企
業
のthe B

ritish-A
m

erican Tobacco C
om

pany

が
中
国
の
タ
バ
コ
市
場
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
急
速
に
拡
大
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る（

36
）。

こ
の
た
め
ラ
ン
シ
ン
グ
は
シ
カ
ゴ
銀
行
に
掛
け
合
い
、
期
限
切
れ
ま
で
あ
と
数
个
月
に
迫
っ
て
い
た
優
先
権
行
使
の
判
断
を―

銀

行
団
に
よ
る
共
同
実
施
も
含
め
て―

国
務
省
に
任
せ
る
意
向
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
一
八
年
六
月
二
〇
日
、
シ
カ
ゴ
銀
行
の

優
先
権
行
使
を
念
頭
に
、
極
東
に
関
心
を
持
つ
主
要
銀
行
お
よ
び
財
務
省
と
、
新
た
な
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
の
詳
細
に
つ
い
て
協
議
す
る
許
可

を
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
求
め
た
の
で
あ
る（

37
）。

こ
の
時
期
、
財
務
省
も
大
戦
の
資
金
需
要
の
緩
和
に
よ
っ
て
そ
の
態
度
を
軟
化
さ
せ
、
民
間
銀
行
に

よ
る
借
款
供
与
に
関
し
て
は
国
務
省
に
同
意
す
る
に
到
っ
て
い
た
。

　

日
本
に
よ
る
中
国
投
資
攻
勢
の
進
展
と
ア
メ
リ
カ
国
内
の
情
勢
変
化
に
よ
っ
て
、
国
務
省
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
の
再
結
成
は
現
実

味
を
帯
び
つ
つ
あ
っ
た
。
ラ
ン
シ
ン
グ
は
、﹁
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
時
︹
一
九
一
七
年
︺
と
は
状
況
は
変
化
し
て
お
り
︹
一
九
一

三
年
に
︺
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
が
国
際
借
款
団
か
ら
脱
退
し
た
頃
と
は
完
全
に
異
な
っ
て
い
る
﹂
と
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
決
断
を
促
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
ラ
ン
シ
ン
グ
が
早
期
の
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
の
再
結
成
を
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
強
く
主
張
し
た
最
大
の
理
由
は
、
幣
制
改
革
借
款
に
お

け
る
日
本
と
の
︿
共
同
﹀
を
可
能
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
一
九
一
六
年
九
月
の
要
請
以
来
、
旧
借
款
団
と
北
京
政
府
の
あ
い
だ
で
同
借
款

の
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、国
務
省
内
で
は
数
个
月
以
内
に
正
式
契
約
が
行
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
総
額
は
﹁
一
億
か
ら
二
億
︹
ド

ル
？
︺
の
あ
い
だ
﹂
と
す
こ
ぶ
る
巨
額
で
あ
り
、
英
仏
の
実
質
的
な
参
加
が
絶
望
的
な
こ
と
も
あ
っ
て（

38
）、

こ
の
ま
ま
で
は
中
国
の
金
融
シ
ス

テ
ム
が
日
本
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
は
必
定
に
思
え
た
。
こ
の
た
め
ラ
ン
シ
ン
グ
は
、
幣
制
改
革
問
題
で
﹁
日
本
と
協
調
す
る
こ
と
﹂

　
（
一
九
八
三
）
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を
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
に
許
可
す
べ
き
だ
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
大
戦
参
加
を
誘
導
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
援
助
を
行

っ
て
こ
な
か
っ
た
﹁
こ
の
国
︹
ア
メ
リ
カ
︺
に
対
し
て
、
い
さ
さ
か
中
国
人
は
憤
慨
し
て
い
る
﹂
と
、
不
満
足
な
形
で
あ
っ
て
も
、
道
徳
的

な
ア
ピ
ー
ル
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
必
要
性
を
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
強
調
し
て
い
る
。

　

実
際
に
は
、
幣
制
改
革
借
款
の
日
中
交
渉
は
ラ
ン
シ
ン
グ
が
憂
慮
し
た
ほ
ど
に
は
進
展
は
し
て
い
な
か
っ
た（

39
）。

皮
肉
に
も
、
ア
メ
リ
カ
の

外
交
当
局
者
に
よ
る
西
原
借
款
交
渉
の
過
大
評
価
が
、
彼
ら
に
列
強
協
調
、
特
に
日
本
と
の
協
力
関
係
の
構
築
を
急
が
せ
る
結
果
に
つ
な
が

っ
た
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
無
節
操
な
列
強
と
の
協
調
を
牽
制
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
、﹁
旧
借
款
団
が
企
図
し
て
い
た
よ
う
な
非
良

心
的
な
取
り
決
め
か
ら
中
国
を
守
る
た
め
に
﹂
と
の
文
言
を
用
い
て
、
ラ
ン
シ
ン
グ
の
要
請
を
認
め
て
い
る（

40
）。

　

こ
う
し
た
︿
列
強
協
調
﹀
色
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
催
さ
れ
た
銀
行
家
・
国
務
省
・
財
務
省
の
三
者
会
合
に
よ
っ
て
一
層
強
め
ら
れ
た
。

こ
の
会
合
で
モ
ル
ガ
ン
商
会
ら
主
要
銀
行
の
代
表
者
は
、
政
府
の
要
請
に
応
じ
て

0

0

0

協
力
す
る
意
向
を
表
明
し
、
国
務
省
と
財
務
省
の
代
表
者

（
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
極
東
部
長
と
ス
ト
ラ
ウ
ス
）
の
同
意
を
得
た
上
で
、
以
下
の
二
つ
の
﹁
必
須
の
原
則
﹂（fundam

entals

）
に
つ
い
て
政
府

（
つ
ま
り
ウ
ィ
ル
ソ
ン
）
の
同
意
を
求
め
た
。

　

第
一
点
目
は
、﹁
戦
争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
国
際
関
係
の
変
化
﹂
を
し
っ
か
り
と
認
識
し
、
債
権
者
の
権
利
を
確
実
に

保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
一
三
年
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
、
旧
借
款
団
に
参
加
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
へ
の
支
援
を
一
方
的
に
打
ち
切

り
、
脱
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
苦
い
教
訓
が
多
分
に
伺
え
る
。
第
二
に
、
十
分
な
額
を
ア
メ
リ
カ
市
場
で
確
保
す
る
た
め
に
、
こ
の
募
債
が

﹁
政
府
の
意
向
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
政
府
が
公
に
宣
言
す
る
﹂
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

特
に
第
一
点
目
に
つ
い
て
は
、
銀
行
側
が
い
く
つ
か
の
細
か
い
注
文
を
つ
け
て
い
る
が
、
最
も
強
調
さ
れ
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
資
本
に

よ
る
本
格
的
な
中
国
投
資
の
再
開
が
国
際
的
な
軋
轢
を
生
ま
な
い
よ
う
に
、
政
府
が
列
強
協
調
の
枠
組
み
を
し
っ
か
り
と
確
立
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
銀
行
側
は
、﹁
中
国
借
款
に
お
け
る
日
米
協
調
﹂
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、実
際
に
は
投
資
余
力
が
な
い
英
仏
の
銀
行
団
も
、

　
（
一
九
八
四
）
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全
く
同
等
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
で
参
加
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
く
わ
え
て
銀
行
団
間
の
無
用
の
競
争
を
防
止
す
る
た
め
に
、
参
加

銀
行
が
保
有
す
る
﹁
す
べ
て
の
︹
投
資
︺
優
先
権
を
︹
新
︺
借
款
団
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
必
要
﹂
で
あ
っ
た（

41
）。

も
っ
と
も
、
優
先
権
の
放
棄

に
関
し
て
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
勢
力
範
囲
の
解
消
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
好
都
合
で
あ
り
、
国
務
省
の
方
針
と
も
合
致
し
て
い
た
。
ウ
ィ

ル
ソ
ン
が
も
っ
ぱ
ら
気
に
し
た
の
も
、
モ
ル
ガ
ン
ら
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
が
銀
行
団
を
壟
断
す
る
こ
と
で
あ
り
、
銀
行
側
が
﹁
す
べ
て

の
措
置
と
協
定
﹂
を―

特
に
銀
行
団
の
メ
ン
バ
ー
構
成
に
つ
い
て―

政
府
に
通
知
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
そ
の
提
案
を
認
め
る
よ
う
に

ラ
ン
シ
ン
グ
に
指
示
し
て
い
る（

42
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
一
八
年
七
月
に
ア
メ
リ
カ
政
府
が
日
英
仏
の
各
政
府
に
対
し
て
、
新
借
款
団
の
結
成
を
提
議
し
た
と
き
、
そ
れ
を

主
導
し
た
ラ
ン
シ
ン
グ
や
ロ
ン
グ
ら
国
務
省
首
脳
の
構
想
は
、
大
戦
中
の
日
米
対
立
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
考
え
れ
ば
、
意
外
な
ほ
ど
日
本
と
の

︿
協
調
﹀
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
駐
華
公
使
と
し
て
日
本
の
中
国
政
策
を
強
く
非
難
し
て
い
た
ラ
イ
ン
シ
ュ
で
さ
え
、
一
九
一
八
年

八
月
末
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
宛
の
書
簡
の
中
で
﹁
我
々
の
同
盟
国our A

llies―

特
に
日
本―

か
ら
、
提
案
し
た
協
調
︹
新
借
款
団
の
結
成
︺

に
つ
い
て
好
ま
し
い
回
答
を
得
る
こ
と
は
、
最
大
の
重
要
性
を
持
つ
﹂
こ
と
を
認
め
て
い
る（

43
）。

　

こ
う
し
た
国
務
省
の
対
日
協
調
姿
勢
は
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
よ
っ
て
動
揺
し
、
パ
リ
講
和
会
議
の
日
米
﹁
妥
結
﹂
に
よ
っ
て
大
幅
に
後
退

す
る
。
新
借
款
団
構
想
の
形
成
時
に
、
日
本
と
の
協
調
を
正
当
化
す
る
た
め
に
ラ
ン
シ
ン
グ
や
ロ
ン
グ
が
掲
げ
た
理
由
は
、
①
中
国
の
経
済

的
支
配
を
進
め
る
日
本
の
侵
略
政
策
を
抑
制
す
る
こ
と
と
、
②
一
九
一
三
年
以
来
の
中
国
政
策
の
不
作
為
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
威
信
の
低
下

を
、
具
体
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
で
払
拭
す
る
こ
と
の
重
要
性
、
③
そ
し
て
最
後
に
、
勢
力
範
囲
シ
ス
テ
ム
の
解
消
の
三
つ
で
あ
っ
た（

44
）。

こ
の
点

に
関
し
て
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
も
同
様
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
特
に
①
の
日
本
の
中
国
政
策
の
進
展
と
、
②
の
ア
メ
リ
カ
の
不
作
為
が
合
わ
さ

っ
て
、
中
国
人
の
対
米0

不
信
感
が
高
ま
っ
て
い
る
と
の
認
識
は
重
要
で
あ
っ
た
。〝
東
ア
ジ
ア
初
の
共
和
国
で
あ
る
中
国
の
擁
護
者
＂
と
い

う
ア
メ
リ
カ
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
が
否
定
さ
れ
か
ね
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ン
グ
は
、
先
述
の
ス
ト
ラ
ウ
ス
と
の
会
談
に
お
い
て
、﹁︹
こ
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れ
ま
で
の
よ
う
に
︺
い
ま
中
国
を
放
棄
し
て
お
く
こ
と
は
⋮
⋮
︹
特
に
︺
未
来
の
中
国
が
も
つ
可
能
性
か
ら
、
政
治
的
に
賢
明
と
は
い
え
な

い
﹂
こ
と
を
日
本
と
の
協
調
の
根
拠
に
あ
げ
て
い
る
。
新
借
款
団
へ
の
参
加
を
通
じ
て
、
日
本
が
大
戦
中
の
大
陸
政
策
の
成
果
を
放
棄
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る（

45
）。

　

自
由
公
債
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
最
中
に
幣
制
改
革
借
款
へ
の
参
加
を
説
い
た
ラ
ン
シ
ン
グ
も
、
こ
う
し
た
政
策
が
﹁
金
融
的
、
経
済
的
理

由
﹂
か
ら
は
不
都
合
な
こ
と
を
率
直
に
認
め
な
が
ら
、﹁
政
治
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
最
も
望
ま
し
い
﹂
こ
と
を
主
張
し
て
い
る（

46
）。

ラ
イ
ン
シ

ュ
が
最
も
強
く
本
国
に
求
め
て
い
た
の
も
、
言
葉
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
具
体
的
な
行
動
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
対
華
借
款
事
業
に

お
け
る
日
米
協
調
は
、
大
戦
中
と
い
う
限
ら
れ
た
条
件
の
中
で
、
以
上
の
三
つ
の
政
策
目
標
を
少
し
で
も
達
成
す
る
た
め
に
国
務
省
内
で
許

容
さ
れ
て
い
た
政
策
構
想
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
国
務
省
の
政
策
担
当
者
に
と
っ
て
、
山
東
問
題
で
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
対
日
︿
妥
結
﹀
は
、
こ
の
三
つ
の
政
策
目
標
の
い
ず
れ
に

と
っ
て
も
無
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
状
況
を
よ
り
悪
化
さ
せ
た
。
山
東
鉄
道
の
日
中
合
弁
を
阻
止
で
き
な
か
っ
た
合
意
内
容
は
、
事

実
上
ド
イ
ツ
の
勢
力
範
囲
の
継
承
を
日
本
に
認
め
た
も
の
と
評
価
さ
れ
、
ま
た
五
・
四
運
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
は
ま

た
も
や
（
し
か
も
最
悪
の
形
で
）
中
国
世
論
を
裏
切
る
形
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
シ
ュ
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
い
っ
た
極
東
専
門
家

だ
け
で
な
く
、
大
戦
中
に
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
よ
り
は
る
か
に
柔
軟
な
政
策
態
度
を
取
っ
て
い
た
ラ
ン
シ
ン
グ
や
ロ
ン
グ
ら
国
務
省
首
脳
が
、
パ

リ
講
和
会
議
で
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
政
治
的
決
断
を
受
容
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。

　

こ
の
た
め
、
一
九
一
九
年
五
月
か
ら
始
ま
る
新
借
款
団
設
立
交
渉
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
国
務
省
の
基
本
的
な
政
策
目
標
は
、
さ
き
ほ
ど
指

摘
し
た
パ
リ
講
和
会
議
前
の
三
点
と
基
本
的
に
は
共
通
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
一
つ
は
、
大
戦
中
に
典
型
的
に
見
ら
れ
、
パ
リ
講
和
会
議
で

山
東
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
も
な
っ
た
日
本
の
単
独
主
義
的
な
中
国
進
出
の
抑
制
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
そ
の
山
東
問
題
の
せ
い
で
大

き
く
傷
つ
い
た
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
中
国
の
信
頼
感
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
連
盟
の
成
立
を
優
先
す
る
た
め
に
、
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主
唱
者
で
あ
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
自
身
に
よ
っ
て
犠
牲
に
さ
れ
た
﹁
新
外
交
﹂
の
理
想
を
、
再
び
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
政
策
に
適
用
す
る
試
み

で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
三
つ
目
は
、
日
本
の
侵
略
政
策
の
み
な
ら
ず
、
主
要
列
強
に
よ
る
勢
力
圏
外
交
秩
序
自
体
の
変
革
を
軌
道
に
の
せ

る
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
政
策
構
想
で
最
も
大
き
く
変
化
し
た
の
は
、
政
策
目
標
で
は
な
く
、
政
策
手
段
と
し
て
の
国
務
省
の
対
日

姿
勢
で
あ
っ
た
ろ
う
。
国
務
省
は
、
満
蒙
の
留
保
を
求
め
る
日
本
に
対
し
て
極
め
て
厳
し
い
姿
勢
を
取
り
つ
つ
、
以
上
の
三
つ
の
目
標
を
同

時
に
追
求
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
新
借
款
団
交
渉
が
長
期
化
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
政
策
目
標
は
相
互
に
矛
盾
を
来
す
よ

う
に
な
り
、
国
務
省
は
そ
の
政
策
上
の
優
先
順
位
を
明
確
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
政
策
判
断
は
、
パ
リ
講
和
会
議
で
ウ

ィ
ル
ソ
ン
が
直
面
し
た
問
題
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
結
果
、
国
務
省
内
で
一
旦
は
否
定
さ
れ
た
政
策
手
段
と
し
て
の
対
日
﹁
妥
結
﹂
の
可
能

性
も
ま
た
、
徐
々
に
復
活
す
る
の
で
あ
る
。

二
、
満
蒙
除
外
の
決
定

1
．
日
本
政
府
の
方
針

　

一
九
一
九
年
五
月
一
二
日
、前
日
か
ら
パ
リ
で
開
か
れ
て
い
た
日
米
英
仏
の
四
国
銀
行
家
会
議
で
、﹁
本
国
政
府
ノ
承
認
﹂
を
条
件
と
し
て
、

新
四
国
借
款
団
の
規
約
案
が
決
議
さ
れ
た
（
日
本
側
の
代
表
は
横
浜
正
金
の
巽
孝
之
丞
と
小
田
切
万
寿
之
助（

47
））。

つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
政
府
の

提
議
を
承
認
し
、
旧
借
款
団
と
は
別
個
に
新
団
体
を
組
織
し
て
、
そ
の
事
業
範
囲
に
は
従
来
の
行
政
借
款
だ
け
で
な
く
政
府
関
係
の
実
業
借

款
を
加
え
、
各
銀
行
団
の
保
有
し
て
い
る
優
先
権
を
新
借
款
団
に
提
供
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
の
で
あ
る（

48
）。

た
だ
し
、
実
業
借
款
に
関
す

る
権
利
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
英
仏
政
府
の
事
前
折
衝
の
結
果
、﹁
既
ニ
顕
著
ナ
ル
実
行
︹substantial progress

︺
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
﹂
は

除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

49
）。
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以
上
の
銀
行
家
会
議
の
決
議
内
容
が
外
務
省
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
五
月
一
八
日
（
規
約
案
全
文
は
二
〇
日
）
で
あ
っ
た
が
、
日
本
政
府

は
二
〇
日
に
は
外
務
省
案
を
も
と
に
方
針
を
閣
議
決
定
し
、
詳
細
条
件
に
つ
い
て
の
確
認
事
項
と
と
も
に
、
パ
リ
に
訓
令
し
て
い
る（

50
）。

原
内

閣
は
、
実
業
借
款
の
共
同
事
業
へ
の
包
含
が
﹁
政
治
上
経
済
上
頗
ル
重
要
ナ
関
係
ヲ
有
ス
ル
﹂
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
こ
の
先
ア
メ
リ
カ
の

大
資
本
が
中
国
に
投
下
さ
れ
る
の
は
﹁
蓋
シ
免
レ
難
キ
大
勢
ノ
趨
勢
ナ
ル
﹂
こ
と
を
踏
ま
え
て
、﹁
日
本
ト
シ
テ
ハ
寧
ロ
進
ン
デ
新
借
款
団

ニ
加
ハ
リ
、
対
支
投
資
ニ
関
ス
ル
日
米
ノ
協
同
ヲ
緊
密
ナ
ラ
シ
メ
、
欧
米
ノ
資
本
的
勢
力
ヲ
東
洋
ノ
平
和
及
彼
我
ノ
公
益
ニ
資
ス
ル
方
向
ニ

導
ク
﹂
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
提
議
に
賛
同
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
閣
議
決
定
で
特
に
目
を
引
く
の
は
、
実
業
借
款
の
包
含
に
よ
っ
て
、
列
強
の
鉄
道
政
策
に
よ
る
中
国
の
分
割
を
防
止
す
る
だ
け
で
な

く
、
さ
ら
に
は
新
借
款
団
を
通
じ
て
﹁
現
在
列
国
ノ
関
係
ア
ル
広
大
ナ
ル
支
那
一
般
鉄
道
ニ
対
シ
テ
モ
、
我
発
言
権
ヲ
獲
得
ス
ル
コ
ト
﹂
が

明
確
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
満
蒙
除
外
問
題
へ
の
悪
影
響
を
懸
念
し
て
、﹁
日
本
ヨ
リ
進
デ
斯
ル
申
出
﹂
を
行
う
の
は
得
策
で

は
な
い
と
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
う
し
た
主
張
は
、
勢
力
範
囲
の
撤
廃
が
日
本
に
も
た
ら
す
政
治
的
・
経
済
的
利
益
を
強
調
す
る
小
村
・
第
一

課
の
政
策
構
想
と
発
想
が
共
通
し
て
い
る
。
事
実
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
閣
議
決
定
さ
れ
た
外
務
省
案
の
作
成
に
は
政
務
局
第
一
課
が

深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
が
実
業
借
款
の
包
含
に
賛
成
し
て
い
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
山
東
問
題
よ
り
も
一
層
、
中
国
に
お
け
る
勢

力
圏
シ
ス
テ
ム
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
な
が
ら
も
、
小
村
・
第
一
課
の
政
策
構
想
は
正
式
に
外
務
省
案
と
し
て
閣
議
に
提
出
さ
れ
、
承
認
さ

れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

く
わ
え
て
以
上
の
閣
議
決
定
案
に
は
、
除
外
を
要
求
す
べ
き
日
本
の
権
益
と
し
て
、
小
村
・
第
一
課
が
一
般
的
な
︿
勢
力
範
囲
﹀
と
は
異

な
る
と
主
張
し
て
い
た
﹁
満
蒙
﹂
の
み
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
山
東
省
と
福
建
省
に
つ
い
て
は
何
の
言
及
も
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
外
務

省
は
、
訓
令
と
は
別
電
で
﹁
我
特
殊
関
係
ア
ル
山
東
、
福
建
ニ
関
シ
何
ラ
留
保
ヲ
為
サ
ザ
ル
﹂
こ
と
を
明
確
に
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
①
ア

メ
リ
カ
提
案
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
こ
と
で
、
対
中
国
投
資
で
の
﹁
日
米
ノ
共
同
ヲ
緊
密
ナ
ラ
シ
メ
ル
﹂
こ
と
と
、
②
日
本
の
﹁
開
放
的
﹂
政
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策
に
よ
っ
て
、
他
列
強
に
も
同
一
の
態
度
を
取
ら
せ
る
こ
と
で
、﹁
我
対
支
全
般
ノ
経
済
的
活
動
︹
を
︺
自
由
ナ
ラ
シ
メ
ル
﹂
こ
と
が
目
的

で
あ
る
こ
と
を
、
パ
リ
の
代
表
団
に
説
明
し
て
い
る（

51
）。

大
戦
中
か
ら
の
、
小
村
・
第
一
課
の
主
張
そ
の
も
の
で
あ
り
、
外
務
省
内
で
そ
の
政

策
構
想
が
広
く
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
強
く
伺
え
よ
う
。

　

以
上
の
閣
議
決
定
が
説
明
さ
れ
た
外
交
調
査
会
（
五
月
二
九
日
）
で
も
、
外
務
省
案
に
目
立
っ
た
反
対
の
声
は
あ
が
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
パ
リ
講
和
会
議
直
前
に
牧
野
の
﹁
新
外
交
﹂
呼
応
論
を
激
し
く
非
難
し
た
伊
東
巳
代
治
が
、
勢
力
範
囲
の
﹁
破
壊
﹂
に
よ
っ
て
、

﹁
却
テ
我
帝
国
ハ
其
範
囲
内
ニ
手
足
ヲ
伸
バ
ス
コ
ト
ヲ
得
テ
、
意
外
ノ
利
益
ヲ
収
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
﹂
る
と
、
小
村
・
第
一
課
と
同
様
の
論
法

で
も
っ
て
、
賛
成
の
意
思
を
表
明
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
以
上
の
議
論
は
、
ア
メ
リ
カ
案
に
対
し
て
、
対
象
た
る
中
国
政
府
と
﹁
関
係
列

国
ガ
悉
ク
肯
諾
﹂
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
だ
と
し
て
、
勢
力
圏
外
交
秩
序
の
中
で
の
列
強
協
調
外
交
へ
の
強
い
未
練
を
吐
露
し
て
い

る
。
伊
東
は
、
新
借
款
団
を
通
じ
て
も
ア
メ
リ
カ
の
投
資
攻
勢
を
緩
和
し
、
あ
る
い
は
中
国
の
列
強
共
同
管
理
を
阻
止
で
き
る
か
ど
う
か
、

外
務
省
案
は
楽
観
的
す
ぎ
る
と
不
安
感
を
隠
さ
な
か
っ
た
が
、
彼
に
と
っ
て
も
結
局
は
対
米
協
調
の
必
要
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

た
だ
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
伊
東
は
、
伝
統
的
な
列
強
協
調
主
義
と
は
大
き
く
異
な
る
外
務
省
の
方
針
を
決
し
て
快
く
は
思
っ
て
お
ら
ず
、

そ
の
対
米
態
度
が
﹁
不
甲
斐
ナ
キ
観
﹂
が
あ
る
と
嘆
い
た
イ
ギ
リ
ス
が
﹁
何
等
歟
ノ
条
件
ヲ
提
出
シ
﹂、
最
後
の
抵
抗
を
試
み
る
こ
と
に
期

待
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
外
務
省
が
除
外
対
象
に
あ
げ
て
い
な
か
っ
た
山
東
鉄
道
の
支
線
（
済
順
及
び
高
徐
線
）
に
つ
い
て
も
除
外
を
主

張
し
て
、
外
務
省
は
急
遽
パ
リ
に
追
加
の
指
令
を
送
っ
て
い
る（

52
）。

　

し
か
し
、
訓
令
と
な
っ
た
閣
議
決
定
で
、
小
村
・
第
一
課
の
政
策
構
想
が
最
も
強
く
反
映
さ
れ
て
い
た
の
は
、
日
米
の
最
大
の
対
立
点
と

な
っ
た
満
蒙
の
除
外
に
関
す
る
項
目
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
政
府
は
﹁
日
本
ハ
満
蒙
ニ
対
シ
、
地
理
上
歴
史
上
特
殊
ノ
感
情
及
利

害
関
係
ヲ
有
﹂
し
、
か
つ
以
上
の
こ
と
は
﹁
英
米
露
仏
諸
国
ノ
数
次
承
認
シ
タ
ル
所
﹂
で
あ
る
と
し
て
、
同
地
域
の
共
同
範
囲
か
ら
の
除
外

を
認
め
さ
せ
る
よ
う
に
、
パ
リ
の
日
本
代
表
に
指
示
し
た
の
で
あ
る（

53
）。

満
蒙
に
お
け
る
日
本
の
﹁
特
殊
権
益
﹂
が
、
主
に
経
済
的
利
益
を
主

　
（
一
九
八
九
）
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眼
と
し
た
中
国
﹁
本
土
﹂
に
お
け
る
勢
力
範
囲
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
お
り
、
十
分
に
除
外
を
要
求
で
き
る
と
い
う
の
は
、﹁
新
外
交
﹂

呼
応
論
を
提
唱
し
た
際
の
小
村
・
第
一
課
の
主
張
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
、
日
英
同
盟
や
日
露
協
約
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
勢
力

圏
外
交
秩
序
の
一
部
と
し
て
獲
得
・
維
持
さ
れ
て
き
た
日
本
の
満
蒙
権
益
で
あ
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
提
案
に
積
極
的
に
賛
同
す
る
こ
と
を

基
調
と
し
た
外
務
省
案
は
、
勢
力
圏
外
交
と
は
異
な
る
枠
組
み
に
も
と
づ
い
て
満
蒙
権
益
を
維
持
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
、
閣
議
・
外
交
調

査
会
も
そ
れ
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
外
務
省
（
つ
ま
り
小
村
・
第
一
課
）
が
挙
げ
た
列
強
に
よ
る
﹁
数
次
ノ
承
認
﹂
と
は
、
実
際
に
は
は
な
は
だ
心
許
な
く
、
確

固
と
し
た
﹁
承
認
﹂
と
呼
べ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
条
約
や
取
り
決
め
は
か
な
り
少
な
く
、
ロ
シ
ア
と
の
秘
密
協
定
と
石
井
・
ラ

ン
シ
ン
グ
協
定
、
そ
し
て
大
戦
中
の
日
中
間
の
条
約
（
南
満
東
蒙
条
約
）
を
除
け
ば
、
日
本
か
ら
の
通
知
や
一
方
的
な
意
思
表
示
で
あ
る（

54
）。

し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
欧
州
﹁
与
国
﹂
が
日
本
の
戦
時
協
力
を
最
優
先
し
て
い
た
大
戦
中
に
行
わ
れ
て
い
た
。
石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協

定
に
し
て
も
、
大
戦
中
の
日
本
と
の
協
力
を
優
先
し
た
ラ
ン
シ
ン
グ
が
、﹁
特
別
な
政
治
的
利
害
﹂
の
承
認
で
は
な
い
と
念
を
押
し
た
上
で
、

地
理
的
近
接
性
に
由
来
す
る
一
般
的
な
﹁
状
態
﹂
と
し
て
、
中
国
の
特
に
﹁
日
本
ノ
所
領
ニ
接
壌
セ
ル
地
方
ニ
オ
イ
テ
﹂、
日
本
が
﹁
特
殊

ノ
利
益
﹂
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
勢
力
圏
外
交
か
ら
の
脱
却
を
前
提
と
し
な
が
ら
、外
務
省
が
満
蒙
権
益
の
除
外
の
た
め
に
掲
げ
た
根
拠
は
、実
際
に
は
﹁
承

認
﹂
と
は
呼
べ
な
い
大
戦
中
の
妥
協
の
産
物
か
、
大
戦
前
の
古
典
的
な
勢
力
圏
外
交
の
遺
物
で
あ
っ
た
。
加
藤
陽
子
が
、
こ
う
し
た
外
務
省

の
姿
勢
を
﹁
根
拠
な
き
楽
観
主
義
﹂
と
呼
ぶ
の
も
至
極
当
然
で
あ
ろ
う（

55
）。

事
実
、
満
蒙
除
外
を
求
め
る
日
本
の
主
張
は
、
ア
メ
リ
カ
は
お
ろ

か
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
も
、
勢
力
範
囲
の
解
消
を
目
指
す
新
借
款
団
の
目
的
に
反
す
る
と
、
強
い
批
判
を
受
け
る
。
た
だ
し
、
外
務
省
が
以
上

の
訓
令
案
を
閣
議
に
提
出
し
た
の
は
、
大
戦
中
の

0

0

0

0

小
村
・
第
一
課
の
政
策
構
想
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
満
蒙
の
概
括
除
外

を
求
め
る
他
省
庁
や
政
治
的
有
力
者
に
配
慮
し
た
﹁
政
府
内
政
治
﹂
の
結
果
で
あ
っ
た
。
小
村
・
第
一
課
の
﹁
新
外
交
﹂
呼
応
論
は
、
大
戦

　
（
一
九
九
〇
）
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の
終
結
に
よ
る
国
際
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
外
務
省
内
で
支
持
を
広
げ
て
い
く
が
、
そ
の
政
策
転
換
の
重
要
な
根
拠
の
一
つ
で
あ
っ
た
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
勢
力
範
囲
と
日
本
の
満
蒙
権
益
を
明
確
に
区
別
す
る
﹁
満
蒙
特
殊
権
益
論
﹂
自
体
は
、
大
戦
の
終
結
に
よ
っ
て
却
っ
て
動

揺
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

2
．﹁
外
務
省
方
針
案
﹂
の
形
成

　

一
九
一
八
年
七
月
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
提
議
を
受
け
た
際
、
新
た
な
借
款
団
の
結
成
と
実
業
借
款
の
包
含
に
難
色
を
示
し
た
外
務
省
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
方
針
は
大
戦
中
か
ら
第
一
課
が
唱
え
て
い
た
﹁
新
外
交
﹂
呼
応
論
に
近
づ
い
て
い
く
。
特
に
実
業
借
款
の
包
含
に
つ
い
て
は
、

新
借
款
団
規
約
を
決
議
し
た
一
九
一
九
年
五
月
の
パ
リ
の
銀
行
家
会
議
ま
で
に
、
ほ
ぼ
積
極
姿
勢
で
固
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
九
一
八
年
八
月
に
は
、
積
極
的
な
賛
成
に
よ
る
列
強
の
﹁
鉄
道
政
策
ノ
緩
和
﹂
を
主
眼
と
す
る
第
一
課
の
意
見
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る

が
、
外
務
省
と
し
て
の
方
針
が
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
同
年
一
一
月
一
六
日
に
大
蔵
省
と
横
浜
正
金
銀
行
に
送
付
さ
れ
た
﹁
外
務

省
方
針
案
﹂
に
お
い
て
で
あ
っ
た（

56
）。

そ
の
内
容
は
、
第
一
課
の
主
張
ほ
ど
積
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
包
含
さ
れ
る
実
業
借
款
の
範
囲
が
ま

だ
明
確
で
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
時
点
で
は
﹁
新
借
款
団
ノ
事
業
ハ
矢
張
政
治
借
款
ニ
限
ル
﹂
と
慎
重
な
考
え
を
ま
ず
は
最
初
に

主
張
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
必
ず
し
も
消
極
姿
勢
一
辺
倒
で
は
な
い
。
実
業
借
款
の
包
含
に
最
も
反
対
す
る
で
あ
ろ
う
イ
ギ
リ
ス
を
通
じ
て
﹁
米
国
政
府
ヲ

動
ス
﹂
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
は
﹁
日
米
関
係
ノ
大
局
ニ
顧
ミ
﹂、
包
含
す
る
実
業
借
款
を
政
府
関
係
の

も
の
に
限
定
す
る
こ
と
で
﹁
米
国
ノ
主
張
ニ
賛
同
ス
ル
モ
一
案
タ
ル
ベ
シ
﹂
と
の
考
え
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
各
国

の
鉄
道
投
資
に
内
容
が
及
ぶ
と
、
最
初
の
ト
ー
ン
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
﹁
各
国
ノ
鉄
道
政
策
ヲ
緩
和
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
﹂
る
の
で
あ
れ
ば
、

﹁
実
業
借
款
ノ
併
合
ハ
一
概
ニ
排
斥
ス
ル
モ
考
物
ナ
リ
﹂
と
の
見
解
が
披
露
さ
れ
て
い
た
。
第
一
課
の
主
張
と
比
べ
る
と
、
必
ず
し
も
論
旨

　
（
一
九
九
一
）
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明
快
と
は
言
え
な
い
記
述
ス
タ
イ
ル
で
は
あ
り
、
外
務
省
内
の
対
応
策
が
ま
だ
十
分
に
固
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
が
、
省
全

体
と
し
て
の
意
見
書
に
も
、
積
極
的
な
対
米
協
調
に
つ
な
が
る
記
述
が
、
す
で
に
講
和
会
議
前
か
ら
現
れ
て
い
た
事
実
は
興
味
深
い
。
恐
ら

く
外
務
省
首
脳
の
不
安
感
を
払
拭
す
る
に
は
、
小
村
・
第
一
課
の
主
張
と
論
理
構
成
は
万
全
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
か
と
い
っ
て

伝
統
的
な
列
強
協
調
主
義
の
み
で
対
処
す
る
に
は
、
大
戦
終
結
後
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
﹁
新
外
交
﹂
攻
勢
は
、
外
務
省
首
脳
に
と
っ
て
も
強
烈

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
提
議
か
ら
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
は
、
ア
メ
リ
カ
案
へ
の
積
極
的
な
呼
応
を
説
く
主
張
と
、
伝
統
的
な
イ
ギ
リ

ス
を
中
心
と
し
た
列
強
協
調
政
策
に
よ
っ
て
問
題
の
拡
大
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
意
見
と
が
、
混
在
・
拮
抗
し
、
明
確
な
方
針
案
を
定
め
ら

れ
ず
に
い
た
外
務
省
で
あ
っ
た
が
、
パ
リ
講
和
会
議
の
進
展
と
ほ
ぼ
同
時
並
行
的
に
そ
の
政
策
態
度
は
よ
り
積
極
的
な
も
の
に
傾
い
て
い

く
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
在
華
英
米
人
に
よ
っ
て
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
、
北
京
政
府
内
部
の
政
策
論
争
に
ま
で
発
展
し
た
中
国
鉄
道
の

国
際
管
理
問
題
で
あ
る
。

　

日
本
に
対
し
て
、
実
業
借
款
の
包
含
に
強
い
難
色
を
示
し
た
イ
ギ
リ
ス
で
あ
っ
た
が
、
実
際
の
反
応
は
や
や
複
雑
で
あ
っ
た
。
ま
ず
旧
借

款
団
で
イ
ギ
リ
ス
銀
行
団
を
代
表
し
て
い
た
香
港
上
海
銀
行
は
、
実
業
借
款
の
共
同
事
業
化
に
す
こ
ぶ
る
乗
り
気
で
あ
っ
た
。
自
身
が
統
括

す
る
イ
ギ
リ
ス
銀
行
団
を
通
じ
て
、
実
業
借
款
で
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
る
イ
ギ
リ
ス
系
企
業
の
活
動
を
管
理
あ
る
い
は
排
除
で
き
る
と
期
待

し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
提
議
当
初
、
イ
ギ
リ
ス
の
外
務
省
が
実
業
借
款
の
包
含
に
極
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
の
に
は
、
勢
力
範
囲
問
題
だ

け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
企
業
の
自
由
活
動
の
確
保
や
、
香
港
上
海
銀
行
の
独
占
に
対
す
る
国
内
か
ら
の
批
判
を
回
避
し
た
い
思
惑
も
強
く
作

用
し
て
い
た（

57
）。

さ
ら
に
ラ
イ
ン
シ
ュ
と
同
じ
く
、
日
本
の
中
国
政
策
に
直
接
さ
ら
さ
れ
て
き
た
駐
華
公
使
の
ジ
ョ
ー
ダ
ン
（John N

. 

Jordan

）
は
、
本
国
の
政
策
担
当
者
と
は
異
な
り
、
日
本
と
協
力
し
て
勢
力
範
囲
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
よ
り
は
、
ア
メ
リ
カ
と
協
同
し
て

　
（
一
九
九
二
）
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中
国
を
国
際
管
理
下
に
置
く
こ
と
を
構
想
し
始
め
て
い
た
。
特
に
重
視
さ
れ
た
の
が
、
列
強
（
米
英
仏
日
）
協
同
管
理
に
よ
る
中
国
鉄
道
の

統
一
で
あ
る
。
資
金
の
ほ
と
ん
ど
を
ア
メ
リ
カ
に
頼
る
こ
と
に
は
な
る
も
の
の
、
日
本
の
単
独
行
動
を
抑
止
で
き
、
ま
た
既
得
権
益
の
多
さ

と
事
業
経
験
の
豊
富
さ
か
ら
、
中
国
鉄
道
の
管
理
組
織
の
中
で
イ
ギ
リ
ス
は
、
重
要
な
地
位
と
権
限
を
保
持
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る（

58
）。

　

大
本
の
提
唱
者
が
誰
で
あ
っ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
中
国
鉄
道
の
国
際
管
理
構
想
は
中
国
現
地
の
英
米
人
や
北
京
政
府
内
で
相

当
の
関
心
を
引
く
。
ま
ず
中
英
公
司
の
イ
ギ
リ
ス
人
支
配
人
メ
イ
ヤ
ー
ス
（M

ayers

）
と
北
京
政
府
交
通
部
の
ア
メ
リ
カ
人
顧
問
の
ベ
ー

カ
ー
（John E

arl B
aker

）
が
別
々
に
私
案
を
ま
と
め
、
各
国
の
外
交
官
を
含
め
た
関
係
者
に
配
布
し
話
題
を
呼
ん
だ
。
さ
ら
に
北
京
政

府
内
で
も
、
交
通
部
の
英
米
留
学
組
が
中
心
と
な
っ
て
検
討
が
進
め
ら
れ
、
つ
い
に
は
大
戦
問
題
の
討
議
の
た
め
に
設
置
さ
れ
て
い
た
外
交

委
員
会
で
、
講
和
会
議
に
要
求
す
べ
き
重
要
項
目
の
一
つ
と
し
て
採
択
さ
れ
、
中
国
全
権
に
打
電
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
こ
の
訓
電
は
内
閣
（
国
務
会
議
）
の
承
認
を
得
て
お
ら
ず
、
決
定
過
程
か
ら
除
外
さ
れ
た
曹
汝
霖
交
通
部
総
長
が
猛
反
対
し
た
た

め
に
、
す
ぐ
に
取
り
消
さ
れ
た
。
ま
た
ジ
ョ
ー
ダ
ン
の
稟
申
が
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
外
交
当
局
者
に
す
ぐ
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
外
交
委
員
会
の
専
行
と
メ
イ
ヤ
ー
ス
や
ベ
ー
カ
ー
の
言
動
は
、
大
戦
中
の
日
本
の
拡
張
政
策
の
成
果
を
嫉
視
す
る
在
華
英

米
人
が
、
北
京
政
府
内
の
親
英
米
派
と
組
ん
で
、
日
本
の
鉄
道
権
益
の
回
収
を
企
て
て
い
る
と
の
印
象
を
、
日
本
側
に
与
え
る
に
十
分
で
あ

っ
た
。

　

特
に
強
い
危
機
感
を
持
っ
た
の
が
、
実
業
関
係
者
と
陸
軍
で
あ
る
。
中
国
で
幅
広
く
事
業
を
展
開
し
て
い
た
大
倉
組
の
幹
部
に
あ
て
ら
れ

た
北
京
の
関
係
者
の
書
簡
は
、﹁
在
支
英
米
人
ノ
提
携
﹂
に
よ
る
、﹁
日
本
利
権
ノ
危
機
﹂
を
強
く
訴
え
て
い
る（

59
）。

陸
軍
か
ら
外
務
省
に
対
し

て
も
、
二
月
八
日
に
は
田
中
義
一
陸
相
か
ら
内
田
康
哉
外
相
に
﹁
陸
軍
大
臣
意
見
﹂
が
、
二
月
一
五
日
に
は
政
務
局
に
参
謀
本
部
の
見
解
が

伝
え
ら
れ
た
が
、
と
も
に
強
い
調
子
の
反
対
意
見
を
表
明
し
て
い
る
。
満
蒙
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中
国
﹁
本
土
﹂
の
鉄
道
国
際
管
理
も
中

国
の
﹁
独
立
ヲ
危
殆
ナ
ラ
シ
メ
﹂、
ひ
い
て
は
日
本
の
﹁
独
立
生
存
﹂
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
、
と
い
う
の
が
陸
軍
側
の
統
一
見
解
で
あ
っ
た（

60
）。

　
（
一
九
九
三
）
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し
か
し
外
務
省
関
係
者
の
反
応
は
異
な
っ
て
い
た
。
確
か
に
駐
華
公
使
の
小
幡
酉
吉
は
、
国
際
管
理
案
の
広
が
り
を
懸
念
し
、
本
省
に
早

急
な
対
応
策
を
要
請
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
米
英
中
を
一
体
視
す
る
こ
と
は
な
く
、
①
ア
メ
リ
カ
の
﹁
多
年
希
望
ス
ル
勢
力
範
囲
打
破
説
乃

至
門
戸
開
放
主
義
ト
、戦
後
ニ
於
ケ
ル
投
資
熱
﹂、②
外
国
鉄
道
（
特
に
満
鉄
な
ど
の
日
本
関
係
）
の
回
収
を
狙
う
中
国
側
の
﹁
勝
手
ナ
欲
望
﹂、

③
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
と
の
﹁
提
携
共
同
﹂
を
強
く
必
要
と
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
、﹁
多
年
ノ
希
望
タ
ル
︹
外
国
人
に
よ
る
︺
支
那
鉄
道
管
理
﹂

と
い
う
三
者
三
様
の
思
惑
が
、
ど
れ
ほ
ど
﹁
融
和
セ
ラ
ル
ベ
キ
ヤ
ハ
疑
問
﹂
と
、
そ
の
根
底
に
あ
る
微
妙
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
冷
静
に
指
摘
し
て

い
る（

61
）。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
大
戦
中
か
ら
中
国
問
題
を
め
ぐ
る
米
英
間
の
潜
在
的
な
利
害
対
立
を
重
視
し
て
い
た
第
一
課
（
お
よ
び
政
務
局
）
の

反
応
は
よ
り
明
確
で
あ
っ
た
。
ま
ず
先
述
し
た
二
月
八
日
の
﹁
陸
軍
大
臣
意
見
﹂
に
関
し
て
は
、
鉄
道
の
国
際
管
理
が
列
強
の
鉄
道
政
策
を

﹁
緩
和
﹂
す
る
内
容
で
あ
れ
ば
、﹁
必
ズ
シ
モ
日
本
ニ
取
リ
不
利
ニ
非
ズ
﹂
と
、
芳
澤
謙
吉
参
事
官
（
政
務
局
長
代
理
）
と
第
一
課
は
陸
軍
側

の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た（

62
）。

さ
ら
に
メ
イ
ヤ
ー
ス
と
ベ
ー
カ
ー
の
私
案
に
対
し
て
も
、
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
、
少
な
く
と
も
芳
澤
と
小

村
・
第
一
課
は
、
ベ
ー
カ
ー
案
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
れ
ば
日
本
に
と
っ
て
﹁
有
利
ト
認
メ
ラ
ル
﹂
と
結
論
し
、
芳
澤
の
意
見
書
と
し
て
内

田
と
幣
原
に
提
出
し
て
い
る
（
以
下
芳
澤
意
見
書
と
す
る
）。
①
日
本
関
係
の
﹁
鉄
道
系
﹂
は
満
州
は
と
も
か
く
﹁
支
那
全
体
ト
シ
テ
ハ
規

模
甚
ダ
小
﹂
で
あ
り
、
ま
た
資
金
に
限
っ
て
み
て
も
中
国
政
府
と
交
渉
中
の
﹁
山
東
二
鉄
道
、
満
蒙
四
鉄
道
ニ
付
テ
ス
ラ
モ
民
間
ニ
於
テ
調

達
ノ
見
込
ミ
ナ
ク
、
大
蔵
省
亦
融
通
ノ
途
ナ
イ
ト
云
フ
実
情
﹂
で
あ
る
こ
と
、
②
各
国
の
鉄
道
政
策
の
結
果
、
勢
力
範
囲
の
画
定
が
行
わ
れ

て
い
る
た
め
に
、
中
国
の
﹁
経
済
活
動
ノ
中
原
タ
ル
揚
子
江
流
域
及
南
支
地
方
ニ
於
テ
、︹
日
本
が
︺
自
由
活
動
ヲ
試
ム
ル
余
地
甚
ダ
狭
小
﹂

で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ア
メ
リ
カ
も
ま
た
同
様
で
あ
る
こ
と
、
③
対
し
て
﹁
広
大
ナ
ル
鉄
道
系
﹂
を
保
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
、

ベ
ー
カ
ー
案
は
﹁
決
シ
テ
有
利
ト
認
メ
ラ
レ
ザ
ル
﹂
内
容
で
あ
る
の
に
賛
成
態
度
を
示
し
て
お
り
、
日
本
と
し
て
は
こ
の
﹁
英
国
ノ
短
見
ハ

0

0

0

0

0

0

奇
貨
措
ク
ベ
キ

0

0

0

0

0

0

﹂
も
の
で
あ
る
こ
と
、
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た（

63
）。

　
（
一
九
九
四
）
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芳
澤
意
見
書
が
、
ベ
ー
カ
ー
案
を
高
く
評
価
し
た
最
大
の
理
由
は
、
中
国
鉄
道
の
監
督
委
員
会
（
中
国
側
の
代
表
を
含
む
）
に
対
し
て
、

関
係
列
強
（
日
米
英
仏
）
か
ら
平
等
に
、
各
一
名
ず
つ
代
表
を
派
遣
す
る
と
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う（

64
）。

つ
ま
り
、
中
国
﹁
本
土
﹂
へ
の

投
資
に
限
っ
て
み
れ
ば
︿
後
進
国
﹀
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
積
極
的
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
鉄
道
問
題
に
関
し
て
、︿
先
進
国
﹀
た
る

イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
と
﹁
当
然
平
等
ノ
発
言
権
ヲ
有
ス
ル
ニ
至
ル
﹂
点
が
重
要
で
あ
っ
た
。

　

対
し
て
、
よ
り
中
国
に
対
す
る
一
方
的
な
国
際
管
理
に
近
い
、
海
関
の
よ
う
な
列
強
主
導
の
管
理
委
員
会
を
想
定
し
、
か
つ
各
国
の
発
言

権
を
﹁
現
在
鉄
道
ニ
対
シ
テ
有
ス
ル
各
国
ノ
利
害
関
係
ノ
厚
薄
ニ
ヨ
リ
、
軽
重
ヲ
設
ケ
ム
ト
ス
ル
﹂
メ
イ
ヤ
ー
ス
案
は
好
ま
し
い
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
メ
イ
ヤ
ー
ス
は
、
中
国
全
土
の
鉄
道
を
一
三
系
統
に
分
類
し
、
各
系
統
の
総
支
配
人
ポ
ス
ト
を
ほ
ぼ
勢
力
範
囲
の
区
画
に
則
っ

て
各
国
に
割
り
振
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
湖
広
鉄
道
を
与
え
ら
れ
る
な
ど
、
明
ら
か
に
厚
遇
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
を
除
く
）。
な
お
重
要
ポ

ス
ト
は
全
て
外
国
人
で
あ
り
、
特
に
会
計
主
任
の
ほ
ぼ
半
数
は
イ
ギ
リ
ス
人
と
さ
れ
て
い
た（

65
）。

　

以
上
の
ベ
ー
カ
ー
案
、
メ
イ
ヤ
ー
ス
案
と
も
に
私
案
に
す
ぎ
ず
、
両
国
の
駐
華
公
使
は
と
も
か
く
、
本
国
政
府
の
政
策
志
向
を
直
接
指
し

示
す
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
か
っ
た
。
し
か
し
対
中
国
事
業
を
共
同
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
メ
イ
ヤ
ー
ス
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
各
列
強
の

発
言
権
に
既
得
の
権
益
や
勢
力
範
囲
を
反
映
さ
せ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ベ
ー
カ
ー
が
提
案
す
る
よ
う
に
、
各
国
平
等
の
権
利
を
保
障
す
る
の

か
は
、
実
業
借
款
の
包
含
を
前
提
と
し
た
新
四
国
借
款
団
の
設
立
が
具
体
化
す
れ
ば
、
必
ず
生
起
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
両
者
の
︿
私
案
﹀

に
こ
れ
ほ
ど
の
注
意
が
払
わ
れ
た
の
も
、
新
四
国
借
款
団
の
設
立
問
題
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
実
際
に
先
述
の
芳

澤
意
見
書
は
、
各
国
の
態
度
を
見
極
め
る
た
め
に
、
し
ば
ら
く
の
傍
観
を
勧
告
し
な
が
ら
も
、
国
際
共
同
管
理
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
提
案
の
新
借
款
団
に
鉄
道
事
業
を
包
含
さ
せ
る
こ
と
が
﹁
得
策
﹂
で
あ
る
と
勧
告
し
て
い
る
。
ま
た
メ
イ
ヤ
ー
ス
案
の
よ
う
な
内

容
を
避
け
る
た
め
に
、
鉄
道
政
策
の
共
同
化
で
は
、
列
強
の
利
益
保
持
で
は
な
く
、﹁
支
那
本
意
ノ
仕
組
﹂
と
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。

　

鉄
道
借
款
の
包
含
を
通
じ
て
、
列
強
の
鉄
道
政
策
を
﹁
緩
和
﹂
す
る
構
想
は
、
前
年
七
月
の
ア
メ
リ
カ
の
提
議
以
来
、
第
一
課
が
主
張
し

　
（
一
九
九
五
）
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て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
ベ
ー
カ
ー
案
へ
の
高
い
評
価
も
当
然
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
、
芳
澤
意
見
書
の

起
草
が
、
単
に
第
一
課
や
政
務
局
の
意
見
表
明
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
蔵
省
と
日
本
銀
行
（
つ
ま
り
は
横
浜
正
金
も
）
の
基
本
的
な
同
意
を
前

提
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
芳
澤
意
見
書
の
欄
外
に
は
、﹁
大
蔵
省
モ
大
体
同
意
見
ナ
リ
。
井
上
︹
準
之
助
︺
日
銀
総
裁
亦
然
リ
﹂

と
の
小
村
に
よ
る
書
き
込
み
が
あ
る
。
さ
ら
に
﹁
小
官
︹
芳
澤
︺
意
見
書
ト
併
セ
御
覧
儀
ア
リ
度
シ
﹂
と
し
て
、
埴
原
政
務
局
長
を
経
て
幣

原
に
提
出
さ
れ
た
覚
書
に
は
、﹁
各
国
平
等
ノ
発
言
権
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
﹂
を
条
件
と
し
て
中
国
鉄
道
の
国
際
共
同
管
理
の
実
現
を
図
る
こ
と

が
﹁
得
策
﹂
で
あ
る
こ
と
を
、
大
蔵
省
の
責
任
者
も
認
め
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
実
業
借
款
の
包
含
に
関
し
て
政
務
局
（
つ
ま
り

第
一
課
）
は
、
省
内
の
合
意
形
成
に
先
ん
じ
る
形
で
、
自
身
の
政
策
構
想
に
対
す
る
関
係
省
庁
か
ら
の
基
本
的
な
支
持
を
取
り
付
け
て
い
た

の
で
あ
る（

66
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
大
戦
の
終
結
を
う
け
て
自
身
の
主
張
に
対
す
る
支
持
を
省
内
外
で
広
め
つ
つ
あ
っ
た
第
一
課
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
、

満
蒙
の
除
外
に
関
し
て
は
、
大
戦
中
の
よ
う
な
楽
観
主
義
か
ら
は
徐
々
に
後
退
し
て
い
く
。
あ
る
い
は
、
実
業
借
款
包
含
問
題
と
は
異
な
り
、

そ
の
楽
観
主
義
が
外
務
省
内
で
完
全
に
支
持
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
が
包
含
に
強
く
反
対
す
る
で
あ
ろ
う
実
業
借
款
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
鉄
道
借
款
を
分
離
し
て
で
も
、
そ
の
共
同
事
業
化
を
行
う

こ
と
を
強
く
主
張
し
た
第
一
課
で
あ
っ
た
が
、
当
然
な
が
ら
、
満
蒙
の
日
本
の
鉄
道
権
益
に
つ
い
て
は
﹁
特
殊
ノ
取
扱
ヲ
求
メ
ル
﹂
腹
づ
も

り
で
あ
っ
た
。
従
来
と
同
じ
く
、
満
蒙
に
対
す
る
日
本
の
特
殊
関
係
は
、
列
強
に
よ
り
す
で
に
承
認
さ
れ
た
と
の
立
場
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る（

67
）。

し
か
し
な
が
ら
、
パ
リ
講
和
会
議
前
に
第
一
課
が
ま
と
め
方
針
案
を
見
る
と
、﹁
各
国
ノ
条
約
上
ノ
明
文
ニ
基
ク
権
利
ニ
何
等
ノ
影
響
及
ボ

サ
ザ
ル
旨
ノ
留
保
ノ
下
ニ
﹂、
勢
力
範
囲
の
撤
廃
を
実
現
す
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
日
本
の
権
益
で
い
え
ば
、
①
満
蒙
に
お
け
る
﹁
鉄

道
及
課
税
担
保
借
款
﹂
の
優
先
権
（
一
九
一
五
年
の
南
満
東
蒙
条
約（

68
））、

②
満
鉄
平
行
線
の
建
設
禁
止
（
一
九
〇
五
年
の
日
清
条
約
会
議
議

事
録
）、
③
山
東
省
に
お
け
る
一
般
投
資
優
先
権
（
中
独
間
の
膠
州
湾
租
借
条
約
）
の
三
つ
が
、
そ
の
対
象
と
な
る
。

　
（
一
九
九
六
）
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も
っ
と
も
そ
の
全
て
を
対
象
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、第
一
課
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
も
満
蒙
の
除
外
で
あ
っ
た
。
ま
た
、中
国
﹁
本

土
﹂
に
お
け
る
勢
力
範
囲
の
撤
廃
と
い
う
政
策
目
標
に
も
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
各
国
が
除
外
を
主
張
で
き
る
権
益
を
、
ま
ず
条

約
上
の
権
利
に
限
っ
た
う
え
で
、﹁︹
条
約
上
の
根
拠
も
な
い
の
に
︺
漠
然
勢
力
範
囲
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
対
抗
主
張
シ
テ
、
他
国
ノ
経
済
的
活
動
ヲ

排
斥
ス
ル
コ
ト
ヲ
﹂
ま
ず
は
や
め
さ
せ
る
。
揚
子
江
流
域
で
イ
ギ
リ
ス
が
﹁
排
外
的
主
張
﹂
を
行
い
な
が
ら
、
鉄
道
を
含
め
た
概
括
的
な
投

資
優
先
権
を
、
条
約
上
は

0

0

0

0

保
有
し
て
い
な
い
事
実
を
、
第
一
課
は
十
分
に
認
識
し
て
い
た（

69
）。

つ
い
で
、
ア
メ
リ
カ
が
最
も
問
題
視
し
て
い
る

山
東
省
に
お
け
る
投
資
優
先
権
を
、
各
列
強
が
勢
力
範
囲
の
撤
廃
に
同
意
す
る
こ
と
を
条
件
に
、﹁︹
講
和
会
議
で
︺
独
逸
ヨ
リ
継
承
シ
タ
ル

上
ニ
テ
放
棄
ス
ル
﹂
こ
と
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
と
の
間
に
﹁
不
快
ナ
ル
問
題
ヲ
惹
起
ス
﹂
る
事
態
を
避
け
る
と
同
時
に
、
条
約
上
の
権
利
に

基
づ
く
各
列
強
の
排
他
的
権
利
を
撤
廃
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
を
初
め
と
し
た
列
強
の
従
来
の
態
度
か
ら
、
満
蒙
権
益
の
除
外
を
﹁
左
迄
困
難
ナ
ラ
ズ
﹂
と
楽
観
視
す
る
点
で
は
、
確
か
に
第

一
課
の
従
来
の
立
場
や
政
策
構
想
と
そ
う
大
き
な
変
化
は
な
い
。
し
か
し
除
外
の
根
拠
を
、
第
一
に
は
条
約
上
の
権
利
に
置
い
た
た
め
に
、

そ
れ
以
外
の
も
の
は
、
当
然
﹁
満
蒙
及
ビ
福
建
モ
、
支
那
ノ
其
他
ノ
地
方
ト
同
様
、
経
済
上
均
等
主
義
ノ
下
ニ
支
配
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
ル
﹂
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
満
蒙
の
﹁
特
殊
性
﹂
を
最
大
限
強
調
す
る
従
来
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
第
一
課
の
主
張
は
確
か
に
後
退
し
つ
つ
あ
っ

た
。

　

以
上
の
微
妙
な
変
化
が
、
具
体
的
な
既
得
の
権
益
（
鉄
道
路
線
）
を
挙
げ
て
、
満
蒙
の
留
保
を
行
う
﹁
列
挙
主
義
﹂
に
つ
な
が
っ
た
と
考

え
る
こ
と
は
や
や
早
計
で
あ
ろ
う
。
条
約
上
の
権
利
に
限
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
中
に
は
鉄
道
を
含
め
た
一
般
的
な
投
資
優
先
権
が
含

ま
れ
て
お
り
、
新
借
款
団
の
共
同
範
囲
か
ら
満
蒙
全
体
を
除
外
す
る
こ
と
と
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
大
戦
中
の

日
中
条
約
を
認
め
な
い
と
す
る
、
ア
メ
リ
カ
の
方
針
に
も
反
し
て
い
た
。
し
か
し
、
満
蒙
の
﹁
特
殊
性
﹂
を
前
面
に
押
し
出
し
て
、
ス
ト
レ

ー
ト
に
満
蒙
の
除
外
を
要
求
す
る
の
で
は
な
く
、
同
様
の
効
果
を
得
る
た
め
に
、
満
蒙
の
特
殊
性
を
一
部
犠
牲
に
し
て
で
も
、
初
め
に
条
約

　
（
一
九
九
七
）
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上
の
権
利
の
一
律
除
外
を
主
張
し
た
上
で
、
最
終
的
に
は
満
蒙
の
権
益
の
み
を
確
保
す
る
と
い
う
、
や
や
こ
し
い
二
段
階
方
式
を
構
想
し
た

時
点
で
、
も
は
や
第
一
課
は
大
戦
中
の
よ
う
な
楽
観
的
な

0

0

0

0

﹁
満
蒙
特
殊
権
益
論
﹂
者
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

　

そ
の
一
つ
の
理
由
は
、
大
戦
末
期
に
小
村
欣
一
が
大
戦
後
の
石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
の
空
文
化
を
予
想
し
た
（
一
九
一
八
年
一
〇
月
）

よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
政
策
の
積
極
化
に
あ
っ
た
ろ
う
。
同
時
に
、
以
上
の
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
日
本
に
と
っ
て
の
勢
力
範
囲
の

撤
廃
の
利
益
や
必
要
性
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
勢
力
圏
外
交
秩
序
な
き
状
態
で
の
満
蒙
権
益
の
維
持
に
関
し
て
は
、
結
局
小
村
・
第
一
課

は
外
務
省
首
脳
を
十
分
に
説
得
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

以
上
の
満
蒙
除
外
を
め
ぐ
る
外
務
省
内
の
混
乱
を
推
測
さ
せ
る
の
が
、
先
述
の
新
借
款
団
問
題
に
関
す
る
外
務
省
方
針
案
（
一
九
一
八
年

一
一
月
）
で
あ
る
。
こ
の
方
針
案
で
は
、
新
借
款
団
に
譲
渡
さ
れ
る
べ
き
優
先
権
に
つ
い
て
、
ま
ず
各
国
の
条
約
上
の
権
利
に
つ
い
て
は
一

律
除
外
す
る
消
極
案
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
段
で
は
、﹁
勢
力
範
囲
撤
廃
論
ハ
早
晩
米
国
側
ヨ
リ
提
唱
ヲ
見
ル
﹂
可
能
性
が

高
い
と
し
て
、﹁
容
易
ニ
米
国
ノ
同
意
ヲ
得
ベ
キ
﹂
満
蒙
は
別
と
し
て
、
山
東
省
で
の
日
本
の
優
先
権
を
放
棄
す
る
代
わ
り
に
、
揚
子
江
流

域
と
中
国
南
部
に
お
け
る
英
仏
の
優
先
権
を
放
棄
さ
せ
る
の
は
、
中
国
の
﹁
保
全
﹂
上
、
好
ま
し
い
と
主
張
は
一
変
す
る
。
さ
ら
に
、
新
借

款
団
に
共
同
化
さ
れ
る
以
外
の
事
業
に
つ
い
て
は
、﹁
支
那
全
土
ヲ
挙
ゲ
テ
自
由
活
動
ノ
地
域
ト
ナ
ス
ハ
考
慮
ニ
値
ス
ル
﹂
と
、
勢
力
範
囲

の
撤
廃
を
一
気
に
進
め
る
考
え
さ
え
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
先
ほ
ど
の
第
一
課
の
二
段
階
方
式
と
ほ
ぼ
同
様
だ
が
、
記
述

の
仕
方
は
む
し
ろ
条
約
上
の
権
利
除
外
案
と
、
積
極
的
な
勢
力
範
囲
撤
廃
案
の
両
論
併
記
に
近
く
、
外
務
省
内
の
政
策
論
争
が
そ
の
ま
ま
反

映
さ
れ
た
よ
う
な
印
象
さ
え
受
け
る
。
関
係
省
庁
に
送
付
さ
れ
た
方
針
案
に
、
対
米
協
調
を
主
要
な
理
由
と
す
る
勢
力
範
囲
撤
廃
論
が
明
記

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
考
え
方
が
外
務
省
首
脳
か
ら
も
一
定
の
支
持
を
獲
得
し
つ
つ
あ
っ
た
証
左
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
論
拠
の
一
つ
で
あ
っ
た
﹁
満
蒙
特
殊
権
益
﹂
論
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
満
蒙
と
日
本
の
関
係
が
、

中
国
﹁
本
土
﹂
に
お
け
る
他
列
強
の
勢
力
範
囲
と
は
性
格
を
根
本
的
に
異
に
し
て
お
り
、
同
地
域
の
権
益
が
日
本
の
経
済
的
生
存
や
国
防
に

　
（
一
九
九
八
）
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と
っ
て
死
活
的
に
重
要
と
の
認
識
で
は
、
当
然
外
務
省
首
脳
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
﹁
特
殊
性
﹂
が
列
強
か
ら

十
分
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
﹁
特
殊
権
益
論
﹂
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
分
か
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
の
主
張
が
ど

う
で
あ
れ
、
満
蒙
権
益
は
、
こ
れ
ま
で
一
貫
し
て
勢
力
圏
外
交
秩
序
の
中
で
獲
得
さ
れ
、
維
持
・
強
化
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
勢
力
圏
外
交
へ
の
回
帰
も
厳
し
い
情
勢
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
が
早
晩
、
勢
力
範
囲
撤
廃
を
提
唱
す
る
と
の
第
一
課
の

主
張
は
、
新
借
款
団
の
結
成
提
議
や
、
大
戦
の
終
結
で
具
体
性
を
帯
び
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
対
米
関
係
の
調
整
と
満
蒙
確
保
の
両
立

を
め
ぐ
っ
て
外
務
省
は
、
列
強
協
調
主
義
に
回
帰
す
る
こ
と
は
も
は
や
現
実
的
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
勢
力
圏
外
交
秩
序
か
ら
切
り
離
さ

れ
た
状
態
で
、
満
蒙
権
益
を
維
持
す
る
こ
と
に
は
、
い
ま
だ
十
分
な
見
通
し
が
持
て
な
い
で
い
た
。
外
務
省
は
、
政
策
上
の
〝
ジ
レ
ン
マ
＂

に
陥
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

満
蒙
除
外
に
関
す
る
外
務
省
内
の
政
策
構
想
は
、
パ
リ
講
和
会
議
が
始
ま
る
と
さ
ら
に
後
退
し
て
い
く
。
先
述
し
た
芳
澤
意
見
書
に
は
、

満
蒙
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
が
な
く
、
わ
ず
か
に
触
れ
て
い
る
の
は
、
同
時
に
提
出
さ
れ
た
大
蔵
省
の
意
向
を
記
し
た
覚
書
だ

け
で
あ
る
。
そ
の
調
子
は
、
満
蒙
の
除
外
を
﹁
左
迄
困
難
ノ
コ
ト
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
﹂﹁
容
易
ニ
米
国
ノ
同
意
ヲ
得
ベ
キ
﹂
と
楽
観
視
し
て
い

た
前
年
と
は
異
な
っ
て
お
り
、﹁
出
来
得
ベ
ク
ン
バ
、
満
蒙
ヲ
除
外
ス
ル
コ
ト
。
若
シ
困
難
ト
ス
レ
バ
少
ク
ト
モ
満
鉄
丈
ヲ
除
外
ス
ル
コ
ト
﹂

と
か
な
り
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
。
以
上
の
文
章
は
、
大
蔵
省
の
意
向
を
記
し
た
も
の
だ
が
、
埴
原
、
芳
澤
、
小
村
の
花
押
を
付
し
て
、

幣
原
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
務
局
・
第
一
課
と
し
て
も
異
論
が
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
借
款
団

へ
の
鉄
道
事
業
の
包
含
を
得
策
と
す
る
芳
澤
意
見
書
が
提
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
本
格
的
な
国
際
交
渉
が
始
ま
る
一
九
一
九
年
五
月
以

前
か
ら
、
外
務
省
と
大
蔵
省
の
少
な
く
と
も
実
務
担
当
者
が
、
満
蒙
の
概
括
除
外
要
求
が
難
航
す
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
ア
メ
リ
カ
案
に

沿
う
形
で
新
借
款
団
に
参
加
す
る
意
向
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
（
な
お
、
井
上
準
之
助
は
満
蒙
の
囲
い
込
み
に
極
め
て

批
判
的
で
あ
っ
た（

70
））。

　
（
一
九
九
九
）
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以
上
の
﹁
満
蒙
特
殊
権
益
論
﹂
の
動
揺
が
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
変
化
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
対
米
関
係
へ
の
関
心
か
ら
生
起
し
て
い
た

点
は
重
要
で
あ
る
。
一
九
一
八
年
一
一
月
の
外
務
省
方
針
案
に
し
て
も
、対
象
外
と
す
る
優
先
権
を
条
約
上
の
権
利
に
限
っ
て
い
た
こ
と
は
、

同
省
首
脳
に
と
っ
て
も
揚
子
江
流
域
の
イ
ギ
リ
ス
の
勢
力
範
囲
の
開
放
が
、
既
定
路
線
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
す
で
に
パ
リ
講
和
会
議
前

か
ら
有
力
な
政
策
選
択
肢
と
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
般
的
に
日
本
の
方
針
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
、

実
業
借
款
の
包
含
に
賛
成
す
る
旨
の
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
通
告
は
、
そ
の
後
の
一
九
一
九
年
三
月
二
二
日
の
こ
と
で
あ
っ
た（

71
）。

ま
た
鉄
道
事

業
の
共
同
化
に
抵
抗
の
姿
勢
を
見
せ
な
い
同
盟
国
イ
ギ
リ
ス
の
態
度
を
﹁
短
見
﹂
と
評
価
す
る
芳
澤
意
見
書
か
ら
は
、
勢
力
圏
外
交
秩
序
や

日
英
同
盟
関
係
の
変
化
に
対
す
る
深
刻
な
危
機
感
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
パ
リ
講
和
会
議
の
開
幕
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
外
交
の
特
に
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
ア
メ
リ
カ
の
﹁
新
外
交
﹂
に
近
づ
き
つ
つ
あ

っ
た
。
大
戦
の
終
結
に
よ
っ
て
日
本
と
の
戦
時
協
力
の
必
要
性
か
ら
開
放
さ
れ
た
こ
と
と
、
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
の
円
滑
な
処
理
の

た
め
に
、
対
米
関
係
が
一
層
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
実
業
借
款
の
包
含
賛
成
は
そ
の
一
例
で
あ
り
、
そ
の

他
に
二
月
一
八
日
に
は
ウ
ェ
ル
ズ
レ
ー
（V

ictor A
. A

. H
. W

ellesley

）
極
東
部
長
（
次
官
補
。
一
九
一
九
年
一
月
就
任
）
が
、
ア
メ
リ
カ

主
張
の
勢
力
範
囲
撤
廃
論
に
賛
成
す
る
意
向
を
、
永
井
松
三
駐
英
代
理
大
使
に
示
唆
し
て
い
る（

72
）。

パ
リ
講
和
会
議
で
の
勢
力
範
囲
撤
廃
を
め

ぐ
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
（D

avid L
oyd G

eorge

）
の
論
争
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ェ
ル
ズ
レ
ー
の
︿
内
話
﹀
は
必

ず
し
も
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
方
針
と
同
義
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
大
戦
の
終
結
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
﹁
新
外
交
﹂
攻
勢
を
受
け
て
、
イ
ギ
リ
ス

外
務
省
も
ま
た
独
自
の
﹁
新
外
交
﹂
呼
応
策
を
検
討
し
つ
つ
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
外
務
省
、
特
に
政
務
局
の
芳
澤
や
小
村
・
第
一
課
は
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
外
交
の
変
化
に
過
剰
反
応
し
た
り
、
米
英
を
安
易
に
同

一
視
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
双
方
の
政
策
意
図
の
分
析
を
慎
重
に
行
っ
た
。
と
も
に
中
国
鉄
道
の
国
際
共
同
管
理
を
唱
え
な
が
ら
、
ベ

ー
カ
ー
案
と
メ
イ
ヤ
ー
ス
案
の
内
実
が
相
当
に
異
な
っ
て
い
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
中
国
問
題
で
の
利
害
・
関
心
が
大
き
く
異
な
る
米
英
の

　
（
二
〇
〇
〇
）
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政
策
や
そ
の
予
測
さ
れ
る
影
響
を
厳
密
に
判
断
す
る
こ
と
は
、
大
戦
後
の
﹁
国
際
協
調
外
交
﹂
の
方
向
性
を
定
め
る
上
で
必
要
不
可
欠
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、﹁
満
蒙
特
殊
権
益
論
﹂
と
は
対
照
的
に
、
イ
ギ
リ
ス
を
主
眼
と
し
た
列
強
の
鉄
道
政
策
を
﹁
緩
和
﹂
す
る

と
の
方
針
案
は
、
五
月
二
〇
日
の
閣
議
決
定
に
至
る
ま
で
、
外
務
省
内
で
強
ま
り
は
す
れ
ど
揺
る
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
外
務
省
の
最
大
の

関
心
は
あ
く
ま
で
も
対
米
関
係
の
調
整
と
満
蒙
除
外
の
両
立
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

3
．
概
括
除
外
案
の
決
定

　

一
九
一
九
年
五
月
六
日
、
外
務
省
は
前
年
の
一
一
月
以
来
、
二
度
目
と
な
る
新
借
款
団
問
題
に
関
す
る
方
針
案
を
高
橋
蔵
相
に
送
付
し
、

大
蔵
省
の
見
解
を
求
め
た
。
閣
議
決
定
に
備
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
、
包
含
す
る
実
業
借
款
を
未
着
手
か
つ
政
府
関
係
の
も
の

に
限
定
す
る
こ
と
が
英
米
間
で
合
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
細
か
い
条
件
を
抜
き
に
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
提
議
に
対
す
る
積
極
的

な
賛
成
案
で
あ
っ
た
。
特
に
新
借
款
団
の
共
同
事
業
中
に
鉄
道
借
款
を
包
含
し
、﹁
列
国
ノ
鉄
道
政
策
乃
至
我
ニ
不
利
ヲ
来
ス
ベ
キ
共
同
管

理
説
ヲ
阻
止
ス
ル
コ
ト
﹂
が
明
確
に
謳
わ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
満
蒙
除
外
に
つ
い
て
は
甚
だ
歯
切
れ
が
悪
い
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
新
借
款
団
に
譲
渡
す
る
借
款
優
先
権
か
ら
﹁
条
約
上
有

ス
ル
権
利
ニ
ハ
何
等
影
響
無
キ
コ
ト
ヲ
明
白
ニ
ス
ル
ヲ
要
ス
﹂
と
、
勢
力
範
囲
撤
廃
論
か
ら
見
れ
ば
相
当
に
消
極
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て

い
る
。
し
か
も
以
上
の
主
張
を
な
す
た
め
の
﹁
有
力
ナ
論
拠
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
篤
ト
研
究
ヲ
要
ス
﹂
と
か
な
り
心
許
な
く
、
結
局
は
山
東
省

は
と
も
か
く
、
満
蒙
に
つ
い
て
は
特
殊
関
係
と
特
殊
の
歴
史
を
主
張
し
て
理
解
を
求
め
る
し
か
な
い
と
、
最
後
に
は
﹁
満
蒙
特
殊
権
益
論
﹂

を
か
な
り
自
信
な
さ
げ
に
記
述
し
て
い
る
。
結
局
、
政
府
方
針
の
決
定
直
前
に
い
た
っ
て
も
外
務
省
は
、
満
蒙
の
除
外
方
法
に
つ
い
て
明
確

な
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、﹁
特
殊
権
益
論
﹂
と
条
約
上
の
権
利
除
外
論
の
両
論
併
記
を
採
っ
た
の
で
あ
る（

73
）。

　

以
上
の
外
務
省
案
の
二
本
柱
で
あ
っ
た
列
強
の
鉄
道
政
策
の
緩
和
論
と
、
消
極
的
満
蒙
除
外
案
の
ど
ち
ら
に
も
大
蔵
省
か
ら
注
文
が
つ

　
（
二
〇
〇
一
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く
。
前
者
に
つ
い
て
は
完
全
に
削
除
す
る
こ
と
を
、
ま
た
後
者
に
関
し
て
は
、
日
本
と
満
蒙
の
あ
い
だ
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
勢

力
範
囲
と
は
異
な
り
﹁
特
殊
ノ
利
害
関
係
﹂
が
あ
り
、
こ
の
関
係
を
﹁
英
国
ハ
数
次
﹂
に
わ
た
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
も
﹁
石
井
﹃
ラ
ン
シ
ン
グ
﹄

ノ
宣
言
﹂
に
よ
っ
て
承
認
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
新
借
款
団
の
﹁
共
同
範
囲
ヨ
リ
除
外
ス
ル
コ
ト
﹂
を
堂
々
と
主
張
す
る
よ
う
に
求
め

た
の
で
あ
る（

74
）。

　

そ
の
真
意
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
芳
澤
意
見
書
に
対
す
る
大
蔵
省
の
好
意
的
な
反
応
と
、
翌
年
の
九
月
に
は
高
橋
蔵

相
が
満
蒙
に
関
し
て
﹁
特
殊
ノ
事
情
ガ
存
ス
ト
雖
モ
、
徒
ニ
紙
上
ノ
空
権
﹂
を
振
り
回
す
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
そ
の

意
図
は
、︿
列
強
協
調
主
義
﹀
を
重
視
す
る
伊
東
や
満
蒙
権
益
の
絶
対
的
な
維
持
に
こ
だ
わ
る
陸
軍
な
ど
の
立
場
に
配
慮
し
て
、
政
策
決
定

過
程
で
の
紛
糾
を
避
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る（

75
）。

ま
た
、
日
本
か
ら
鉄
道
事
業
の
共
同
化
を
積
極
的
に
持
ち
出
す
こ
と
で
、
満
蒙
問

題
に
飛
び
火
す
る
や
ぶ
蛇
を
警
戒
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
対
し
て
外
務
省
は
、
ま
ず
満
蒙
除
外
問
題
に
つ
い
て
は
大
蔵
省
の
意
見
を
全
面

的
に
採
用
し
、
率
直
な
﹁
満
蒙
特
殊
権
益
論
﹂
に
書
き
改
め
た
。
し
か
し
鉄
道
政
策
の
﹁
緩
和
﹂
を
主
張
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、﹁
単
ニ

我
代
表
者
ニ
於
テ
含
ミ
置
ク
ニ
止
メ
度
シ
﹂
と
注
意
書
き
を
追
加
は
し
た
も
の
の
、
根
幹
部
分
は
そ
の
ま
ま
閣
議
に
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
閣
議
決
定
案
の
修
正
経
緯
か
ら
、
満
蒙
の
概
括
除
外
を
望
み
な
が
ら
も
、
そ
の
実
現
に
外
務
省
が
決
し
て
楽
観
的
で
な
か
っ
た
こ

と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
し
か
も
外
務
省
や
大
蔵
省
の
政
策
担
当
者
は
、
満
蒙
に
関
す
る
日
本
の
主
張
が
﹁
満
鉄
丈
﹂
の
線
ま
で
後
退
す
る
事

態
ま
で
覚
悟
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
同
時
に
重
要
な
点
は
、
こ
う
し
た
﹁
満
蒙
特
殊
権
益
論
﹂
の
動
揺
が
、
勢
力
圏
外
交
へ
の
回
帰
に
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
む
し
ろ
大
蔵
省
の
反
対
を
は
ね
つ
け
て
ま
で
、
列
強
の
鉄
道
政
策
の
緩
和
を
閣
議
決
定
案
に
明
記
し
た
よ
う
に
、
小
村
・
第
一
課
が

唱
え
た
勢
力
範
囲
撤
廃
論
は
、
外
務
省
内
で
確
固
た
る
地
位
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
。
伊
東
巳
代
治
と
は
違
い
、
イ
ギ
リ
ス
の
抵
抗
（
勢
力

圏
外
交
）
に
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
新
借
款
団
設
立
交
渉
に
お
け
る
満
蒙
の
除
外
は
、︿
勢
力
圏
外
交
﹀

　
（
二
〇
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と
は
全
く
異
な
っ
た
政
策
判
断
に
も
と
づ
い
て
追
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
対
日
圧
力
の
増
大

1
．
イ
ギ
リ
ス
の
︿
変
節
﹀

　

日
本
政
府
の
訓
令
を
受
け
て
満
蒙
の
概
括
除
外
を
提
案
し
た
日
本
銀
行
代
表
団
は
、
ア
メ
リ
カ
側
は
も
と
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
も
強

い
反
対
に
あ
っ
た
。
日
本
政
府
の
意
向
を
聞
か
さ
れ
た
ラ
モ
ン
ト
は
﹁
意
外
ナ
リ
ト
ノ
気
色
﹂
を
見
せ
、
数
度
の
会
談
で
、
一
貫
し
て
ア
メ

リ
カ
政
府
の
承
認
を
得
る
こ
と
は
困
難
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
銀
行
団
代
表
の
ア
デ
ィ
ス
（C

harles A
ddis

）
香
港
上

海
銀
行
頭
取
は
、
新
借
款
団
設
立
問
題
と
は
各
国
の
﹁
勢
力
範
囲
を
打
破
し
て
、
新
た
な
覚
悟
で
始
め
よ
う
と
す
る
計
画
﹂
で
あ
り
、
イ
ギ

リ
ス
政
府

0

0

に
と
っ
て
も
﹁unacceptable
﹂
だ
と
主
張
し
て
、
満
蒙
の
除
外
要
求
を
取
り
下
げ
る
よ
う
に
は
っ
き
り
と
要
求
し
た（

76
）。

代
表
の

一
人
の
巽
孝
之
丞
正
金
ロ
ン
ド
ン
支
店
長
は
、
両
者
が
﹁
本
除
外
反
対
ニ
関
シ
、
打
合
ス
処
ア
リ
﹂
と
の
印
象
を
伝
え
て
い
る
。

　

以
上
の
米
英
共
同
歩
調
に
よ
る
強
い
圧
力
を
受
け
た
結
果
で
あ
ろ
う
か
、
ラ
モ
ン
ト
ら
の
求
め
に
応
じ
て
満
蒙
除
外
の
詳
細
を
書
面
で
通

知
し
た
小
田
切
ら
は
、
そ
の
内
容
を
﹁
日
本
が
特
殊
権
益
を
有
す
る
満
州
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
地
域
に
お
い
て
、
日
本
が
保
有
し
て
い
る
全
て

の
権
利
と
優
先
権
﹂
を
除
外
す
る
こ
と
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
た
。
日
本
が
一
般
的
な
投
資
優
先
権
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
実

質
的
な
意
味
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
特
殊
関
係
を
理
由
に
満
蒙
全
域
を
﹁
新
借
款
団
ノ
共
同
範
囲
ヨ
リ
除
外
ス
ル
コ
ト
﹂
と

定
め
た
政
府
訓
令
か
ら
は
、
現
地
の
銀
行
家
た
ち
は
す
で
に
後
退
を
始
め
て
い
た
（
た
だ
し
、
政
府
の
指
示
に
従
っ
て
、
除
外
要
求
の
根
拠

の
一
つ
と
し
て
、
特
に
石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
に
ラ
モ
ン
ト
ら
の
注
意
を
促
し
て
い
る（

77
））。

ま
た
山
東
鉄
道
延
長
線
に
つ
い
て
は
、
最
初

の
訓
令
に
従
っ
て
す
で
に
﹁
開
放
ノ
意
ヲ
洩
ラ
シ
﹂
て
し
ま
っ
た
と
し
て
、
提
議
さ
え
行
っ
て
い
な
い（

78
）。

日
本
の
満
蒙
除
外
要
求
は
、
極
め

　
（
二
〇
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三
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て
厳
し
い
状
況
に
あ
っ
た
。

　

米
英
の
〝
打
ち
合
わ
せ
＂
は
、
ラ
モ
ン
ト
と
ア
デ
ィ
ス
の
個
人
間
に
と
ど
ま
ら
ず
、
政
府
間
レ
ベ
ル
で
も
急
速
に
進
展
を
見
せ
て
い
た
。

大
戦
の
終
結
に
よ
っ
て
、
日
本
と
の
戦
時
協
力
の
必
要
性
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
と
、
日
本
に
融
和
的
な
バ
ル
フ
ォ
ア
（A

rthur Jam
es 

B
alfour

）
に
か
わ
っ
て
、
強
硬
な
対
日
政
策
を
志
向
す
る
カ
ー
ゾ
ン
（G

eorge N
. C

urzon

）
が
外
相
代
理
と
し
て
極
東
政
策
を
指
揮
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
方
針
も
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る（

79
）。

在
華
外
交
官
や
本
省
の
極
東
専
門
家
を
中
心
に
、
大
戦

中
の
日
本
の
中
国
政
策
に
対
す
る
不
信
感
は
根
強
く
、
日
英
同
盟
の
改
廃
を
含
め
た
極
東
政
策
全
般
の
見
直
し
を
主
張
す
る
見
解
も
イ
ギ
リ

ス
外
務
省
内
で
は
現
れ
つ
つ
あ
っ
た（

80
）。

こ
う
し
た
中
、
七
月
一
四
日
に
ア
メ
リ
カ
政
府
か
ら
、
日
本
が
主
張
す
る
満
蒙
除
外
を
﹁
許
容
し
が

た
い
﹂
と
す
る
原
則
へ
の
支
持
を
求
め
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
、
カ
ー
ゾ
ン
の
発
言
と
し
て
、
日
本
の
主
張
が
﹁
完
全
に

0

0

0

許
容
し
が
た

い
﹂
と
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
立
場
を
回
答
し
て
い
る
（
七
月
一
七
日（

81
））。

伊
東
巳
代
治
が
期
待
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
何
ら
か
の
﹁
抵
抗
﹂

は
全
く
実
現
し
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
同
盟
国
の
︿
変
節
﹀
が
、
は
っ
き
り
と
日
本
政
府
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
は
、
七
月
一
八
日
と
二
二
日
に
持
た
れ
た
、
カ

ー
ゾ
ン
と
珍
田
捨
己
駐
英
大
使
の
会
談
で
あ
っ
た
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
厳
し
い
対
日
態
度
を
示
す
よ
う
に
、
当
時
国
際
社
会
の
高
い
関
心

を
引
き
つ
つ
あ
っ
た
朝
鮮
問
題
（
三
・
一
独
立
運
動
の
弾
圧
）
ま
で
議
題
に
上
っ
て
い
る
。

　

会
議
初
日
の
冒
頭
、
イ
ギ
リ
ス
側
の
記
録（

82
）に

よ
れ
ば
、
カ
ー
ゾ
ン
は
驚
く
べ
き
率
直
さ
で
大
戦
中
か
ら
の
日
本
の
中
国
政
策
を
非
難
し
て

い
る
（
同
盟
国
の
﹁
交
誼
﹂
に
も
と
づ
い
て
﹁
率
直
誠
実
ニ
其
ノ
所
感
ヲ
披
瀝
ス
ベ
キ
﹂
と
カ
ー
ゾ
ン
が
宣
言
し
た
と
い
う（

83
））。

ま
ず
カ
ー

ゾ
ン
は
、
大
戦
中
か
ら
の
日
本
の
目
的
は
﹁
中
国
を
完
全
に
従
属
さ
せ
る
と
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
⋮
⋮
中
国
の
資
源
に
対
す
る
支
配
権

を
掌
握
す
る
こ
と
に
あ
﹂
り
、
こ
の
戦
術
は
﹁
最
大
限
に
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
か
つ
恥
知
ら
ず
な
や
り
方
で
追
求
さ
れ
た
﹂
と
断
定
し
た
。

た
め
に
日
本
に
対
す
る
中
国
の
敵
対
感
情
は
拡
大
し
、
ア
メ
リ
カ
で
も
激
し
い
批
判
を
呼
び
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
状

　
（
二
〇
〇
四
）
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況
が
続
け
ば
﹁
実
際
の
と
こ
ろ
日
本
は
、
極
東
で
孤
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
﹂
と
、
同
盟
国
イ
ギ
リ
ス
の
忍
耐
も
無
限
で
は
な
い
こ
と
を
は

っ
き
り
と
表
明
し
て
い
る
。

　

確
か
に
欧
州
列
強
も
同
じ
よ
う
な
政
策
を
追
求
し
て
き
た
。
し
か
し
カ
ー
ゾ
ン
に
よ
れ
ば
、﹁
こ
う
し
た
日
々
は
過
去
の
も
の
で
あ
り
、

将
来
の
中
国
は
こ
う
し
た
分
割
競
争
の
中
に
は
な
い
。
日
本
に
よ
る
極
東
支
配
の
中
に
も
な
い
﹂。
創
設
が
決
ま
っ
た
連
盟
の
中
で
、
列
強

と
対
等
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
中
国
は
、
自
ら
の
権
利
と
独
立
を
守
る
た
め
に
国
際
的
な
協
調
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら

に
﹁
復
活
し
つ
つ
あ
る
﹂
中
国
の
国
民
感
情
を
こ
れ
以
上
刺
戟
す
る
こ
と
は
、
極
東
の
平
和
に
と
っ
て
﹁
大
変
危
険
﹂
で
あ
る
こ
と
も
主
張

し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
激
し
い
日
本
非
難
は
、
直
接
的
に
は
な
か
な
か
進
展
し
な
い
山
東
権
益
の
中
国
返
還
を
促
す
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
が
、
そ
の
矛

先
は
日
本
の
中
国
政
策
全
体
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
日
本
が
こ
れ
ま
で
追
求
し
て
き
た
﹁
広
大
で
救
い
が
た
い
隣
国
﹂（
カ
ー
ゾ
ン
は
中
国

自
身
を
尊
重
す
る
よ
う
な
発
言
は
一
切
行
っ
て
い
な
い
）
と
の
特
別
の
関
係
を
求
め
る
政
策
は
、
も
は
や
﹁
現
在
人
類
を
動
か
し
て
い
る
理

念
や
原
則
﹂
と
は
一
致
し
な
い
と
、
カ
ー
ゾ
ン
は
言
明
し
て
い
る
。﹁
地
理
的
近
接
性
﹂
を
理
由
と
す
る
特
殊
関
係
は
否
定
し
な
か
っ
た
も

の
の
、
そ
れ
が
特
定
の
地
域
で
﹁
特
権
的
な
地
位
﹂
を
占
め
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
カ
ー
ゾ

ン
は
、
例
え
ば
現
在
各
方
面
で
検
討
さ
れ
て
い
る
中
国
鉄
道
の
国
際
管
理
か
ら
、
日
本
の
﹁
勢
力
範
囲
﹂
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
満
蒙
と

山
東
を
除
外
す
る
こ
と
は
﹁
よ
か
ら
ぬ
シ
ス
テ
ム
の
永
続
化
﹂
に
つ
な
が
る
と
、
日
本
の
出
方
を
牽
制
し
て
い
る
。
新
借
款
団
設
立
交
渉
で

の
、
満
蒙
除
外
問
題
が
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
珍
田
に
よ
れ
ば
、
会
談
中
の
折
々
に
カ
ー
ゾ
ン
は
﹁
新
借
款
団
ニ
言
及
シ
、

満
蒙
除
外
ニ
対
シ
頗
ル
不
満
ノ
口
調
ヲ
以
テ
ソ
ノ
不
都
合
ヲ
鳴
ラ
シ
﹂
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
﹁
現
在
の
︹
国
際
政
治
の
︺
精
神
﹂
の
尊
重
を
強
調
し
、﹁
新
外
交
﹂
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
用
し
た
カ
ー
ゾ

ン
で
あ
っ
た
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
は
異
な
り
、
そ
の
関
心
は
徹
底
し
て
現
実
的
、
実
利
的
で
あ
っ
た
。
山
東
問
題
で
、
中
国
の
国
民
感
情
へ

　
（
二
〇
〇
五
）
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の
配
慮
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
国
民
感
情
も
同
様
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と
訴
え
た
珍
田
に
対
し
て
、
こ
の
問
題
は
﹁
一
国
の
名
誉
の

問
題
﹂
で
は
な
く
、﹁
政
治
的
な
利
便
性
（political expediency

）
の
問
題
で
あ
り
、
寛
大
な
政
治
技
術
（statesm

anship

）
の
問
題
で

あ
る
﹂
と
カ
ー
ゾ
ン
は
切
り
返
し
て
い
る
。
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
を
現
実
と
し
て
受
け
入
れ
た
上
で
、
極
東
情
勢
の
安
定
の

た
め
に
大
国
ら
し
く
長
期
的
な
視
野
に
た
っ
た
政
策
を
行
え
と
、
カ
ー
ゾ
ン
は
諭
し
た
の
で
あ
る
。

　

カ
ー
ゾ
ン
の
具
体
的
な
目
的
は
、
列
強
間
関
係
の
抜
本
的
な
改
革
と
い
う
よ
り
も
、
長
年
に
わ
た
っ
て
イ
ギ
リ
ス
が
中
国
で
築
き
上
げ
て

き
た
自
国
優
位
の
大
国
間
協
調
の
シ
ス
テ
ム
を
、
ア
メ
リ
カ
の
﹁
新
外
交
﹂
と
中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
適
合
さ
せ
な
が
ら
、
可
能
な
限

り
〝
修
復
＂
し
、
保
持
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
山
東
問
題
で
最
も
強
く
要
求
し
た
の
は
、
日
本
が
独
自
に
設
定
し
た
青
島
の
関

税
委
員
会
を
撤
廃
し
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
一
貫
し
て
総
税
務
司
を
務
め
て
き
た
海
関
制
度
の
原
則
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た（

84
）。

ま
た
チ
ベ

ッ
ト
近
く
の
四
川
省
で
日
本
企
業
が
無
線
基
地
を
建
設
中
と
の
不
確
か
な
情
報
を
取
り
上
げ
、﹁
国
防
の
見
地
か
ら
、
到
底
黙
視
で
き
な
い
﹂

と
、
勢
力
圏
外
交
の
マ
ナ
ー
に
忠
実
に
激
し
く
抗
議
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
鉄
道
の
国
際
管
理
案
の
力
点
も
満
州
で
は
な
く
、
北
京
と
揚

子
江
流
域
の
中
間
に
位
置
す
る
山
東
に
あ
っ
た
。
講
和
会
議
で
日
中
の
共
同
経
営
が
認
め
ら
れ
た
山
東
鉄
道
を
起
点
に
し
て
、
日
本
の
影
響

力
が
北
京
と
揚
子
江
流
域
に
拡
大
す
る
事
態
を
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

85
）。

　

カ
ー
ゾ
ン
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
、
中
国
問
題
に
関
す
る
日
本
外
交
の
政
策
変
化
を
ほ
と
ん
ど
認
識
で
き
ず
、
山
東
還
附
の
遅
延

も
、
同
地
の
勢
力
範
囲
化
を
狙
う
日
本
の
野
心
の
表
れ
と
警
戒
し
て
い
た
。
事
実
、
カ
ー
ゾ
ン
は
自
身
が
示
し
た
の
は
﹁
中
国
で
権
益
を
保

有
す
る
全
て
の
大
国
が
同
意
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
好
ま
し
い
と
私
が
考
え
る
一
般
原
則
﹂
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
ケ
ー
ス
に
厳
密
に
適
応
す

る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
、
特
に
南
満
州
に
関
し
て
は
一
定
の
配
慮
を
示
し
て
い
る
（
二
二
日（

86
））。

　

以
上
の
よ
う
に
、
満
蒙
に
限
っ
て
除
外
を
行
う
こ
と
を
望
ん
で
い
た
日
本
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
カ
ー
ゾ
ン
の
主
張
は
や
や
ピ
ン
ト

が
ず
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
日
英
両
国
が
勢
力
圏
外
交
的
な
手
法
で
歩
み
寄
る
余
地
も
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
﹁
本

　
（
二
〇
〇
六
）
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土
﹂
に
関
す
る
日
本
政
府
（
特
に
外
務
省
）
の
政
策
目
標
が
、
各
勢
力
範
囲
の
︿
自
由
化
﹀
に
あ
り
勢
力
圏
外
交
か
ら
の
脱
却
が
進
ん
で
い

た
こ
と
と
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
政
策
転
換
を
珍
田
に
観
念
さ
せ
た
そ
の
﹁
新
外
交
﹂
的
な
厳
し
い
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
カ
ー
ゾ
ン
の
対

日
要
求
は
、
政
策
上
の
立
場
を
問
わ
ず
、
満
蒙
除
外
要
求
の
拒
否
と
日
本
の
政
策
決
定
者
に
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る（

87
）。

2
．
満
蒙
除
外
か
ら
満
蒙
留
保
へ―

伊
東
巳
代
治
の
挫
折

　

日
本
政
府
の
満
蒙
除
外
要
求
に
対
し
て
は
、
交
渉
相
手
の
米
英
仏
だ
け
で
な
く
、
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
で
交
渉
を
担
当
し
て
い
る
銀
行
家
や

外
交
官
か
ら
も
変
更
を
要
求
す
る
意
見
具
申
が
届
き
つ
つ
あ
っ
た
。
最
も
有
名
な
の
は
出
淵
勝
二
駐
米
臨
時
代
理
大
使
に
よ
る
、
満
蒙
除
外

撤
回
論
で
あ
ろ
う
（
六
月
二
九
日
）。
か
な
り
の
長
文
で
あ
る
が
、そ
の
論
拠
は
、①
ア
メ
リ
カ
の
根
本
的
動
機
は
経
済
的
な
も
の
で
は
な
く
、

﹁
感
情
的
理
想
的
動
機
ニ
出
デ
タ
ル
モ
ノ
﹂
で
あ
り
、
日
本
が
い
た
ず
ら
に
固
執
す
れ
ば
、
実
益
を
越
え
て
交
渉
が
紛
糾
し
て
し
ま
う
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
、
②
帝
政
ロ
シ
ア
の
崩
壊
や
英
仏
の
経
済
力
の
退
潮
で
﹁
共
通
ノ
利
害
関
係
ニ
ヨ
リ
我
ト
提
携
ス
ベ
キ
国
無
キ
﹂
こ
と
、
③

南
満
州
に
お
い
て
は
、
す
で
に
十
分
な
﹁
経
済
的
発
展
ノ
基
礎
略
ソ
固
マ
﹂
っ
て
い
る
の
で
、
満
蒙
五
鉄
道
を
借
款
団
に
提
供
し
て
も
大
き

な
損
失
で
は
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
出
淵
は
、﹁
潮
時
ヲ
見
計
ラ
ヒ
之
︹
満
蒙
除
外
の
要
求
︺
ヲ
撤
回
シ
、
其
ノ
条
件
ト

シ
テ
英
仏
ヲ
シ
テ
斉
シ
ク
勢
力
範
囲
撤
廃
ヲ
確
約
セ
シ
メ
﹂
る
と
同
時
に
、﹁
関
係
国
、
殊
ニ
米
国
ノ

0

0

0

0

0

感
情
ヲ
和
ゲ
﹂
る
こ
と
で
、
新
借
款

団
の
実
際
の
運
営
で
主
導
権
を
確
保
す
る
方
が
得
策
で
は
な
い
か
と
主
張
し
た
の
で
あ
る（

88
）。

ロ
シ
ア
の
退
場
を
強
調
す
る
な
ど
、
勢
力
圏
外

交
の
ル
ー
ル
か
ら
言
っ
て
も
、
満
蒙
除
外
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
冷
静
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
小
村
・
第
一
課
に
よ
る

﹁
新
外
交
﹂
呼
応
論
を
徹
底
さ
せ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

同
じ
く
パ
リ
の
銀
行
団
も
、
特
定
の
地
域
を
囲
い
込
む
よ
う
な
割
拠
主
義
は
す
で
に
時
代
遅
れ
で
、
し
か
も
﹁
支
那
富
源
ノ
中
心
ノ
揚
子

江
流
域
﹂
を
イ
ギ
リ
ス
が
自
ら
開
放
し
よ
う
と
い
う
の
に
、
こ
れ
を
見
過
ご
す
の
か
と
、
満
蒙
除
外
の
撤
回
を
求
め
て
き
た（

89
）。

そ
の
ほ
か
ロ

　
（
二
〇
〇
七
）
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ン
ド
ン
の
巽
や
、
国
内
の
日
本
銀
行
団
代
表
者
も
同
様
の
稟
申
を
送
っ
て
き
て
い
た（

90
）。

し
か
も
巽
と
小
田
切
は
、
留
保
に
反
対
す
る
自
身
の

意
見
を
政
府
に
強
く
訴
え
た
と
、
ラ
モ
ン
ト
に
打
ち
明
け
て
い
る（

91
）。

　

以
上
の
在
外
使
臣
な
ど
か
ら
の
撤
回
要
求
に
続
く
よ
う
に
、
七
月
末
に
は
ア
メ
リ
カ
政
府
か
ら
も
日
本
の
主
張
は
受
け
入
れ
が
た
い
と
す

る
す
る
覚
書
が
届
い
た
た
め（

92
）、

日
本
政
府
は
よ
う
や
く
重
い
腰
を
あ
げ
新
借
款
団
政
策
の
再
検
討
に
入
る
（
た
だ
し
、
山
東
還
附
に
つ
い
て

の
再
声
明
案
に
注
力
し
て
い
た
事
情
も
あ
っ
た
）。

　

八
月
七
日
の
外
交
調
査
会
で
、
内
田
外
相
は
、
日
本
の
満
蒙
除
外
要
求
が
﹁
竟
ニ
英
米
両
国
政
府
ノ
排
斥
ス
ル
所
ト
ナ
﹂
っ
た
こ
と
を
報

告
し
、
新
た
な
方
針
案
を
提
示
し
て
い
る
。
外
務
省
は
﹁
南
満
州
及
東
部
内
蒙
古
ニ
関
シ
、
日
本
ガ
日
支
間
現
行
ノ
諸
条
約
及
取
極
ニ
遵
拠

シ
テ
有
ス
ル
何
等
権
利
ノ
抛
棄
ヲ
表
示
ス
ル
ノ
意
義
ト
解
釈
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
﹂
と
の
甲
案
と
、﹁
南
満
州
及
東
部
内
蒙
古
ニ
於
ケ
ル

日
本
ノ
特
殊
権
利
及
利
益
ニ
何
等
不
利
ノ
影
響
ヲ
及
ボ
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
解
釈
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
﹂
と
の
乙
案
を
用

意
し
て
い
た
。
原
に
よ
れ
ば
前
者
（
甲
案
）
は
﹁
我
得
た
る
各
鉄
道
を
列
挙
﹂
す
る
こ
と
で
、
対
し
て
後
者
（
乙
案
）
は
﹁
一
般
的
に
地
理

的
関
係
と
し
﹂、
そ
れ
ぞ
れ
﹁
我
特
種
の
関
係
﹂
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た（

93
）。

　

一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
乙
案
の
内
容
は
、
す
で
に
米
英
仏
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
概
括
除
外
案
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
注
意
す
べ
き

は
、
甲
乙
ど
ち
ら
に
せ
よ
、﹁
各
国
銀
行
団
者
会
議
ヲ
シ
テ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

満
蒙
ノ
除
外
ヲ
決
議
セ
シ
メ
ム
コ
ト
ハ
従
来
ノ
経
緯
ニ
徴
シ
困
難
﹂
と
の
認
識

を
前
提
に
、
借
款
団
の
対
象
範
囲
か
ら
満
蒙
地
域
や
満
蒙
権
益
を
明
確
に
﹁
除
外
﹂
す
る
こ
と
は
あ
き
ら
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

満
蒙
問
題
を
政
府
間
の
協
議
に
移
し
て
﹁︹
銀
行
団
で
は
な
く
日
本
政
府
が
︺
適
当
ノ
留
保

0

0

ヲ
ナ
ス
ト
共
ニ
、
我
銀
行
団
ニ
於
テ
新
借
款
団

成
立
促
進
ニ
協
力
﹂
さ
せ
る
の
が
﹁
大
局
上
得
策
﹂
と
の
判
断
で
あ
っ
た（

94
）。

　

以
上
の
〝
理
屈
＂
が
ど
こ
ま
で
通
用
す
る
か
は
と
も
か
く
、﹁
除
外
﹂
を
﹁
留
保
﹂
に
格
下
げ
し
た
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
内
田
に
と
っ

て
は
譲
歩
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
内
田
は
、
も
う
一
歩
譲
っ
て
、
乙
案
の
よ
う
な
﹁
一
定
ノ
地
域
内
ニ
於
ケ
ル
広
汎
ナ
ル
概

　
（
二
〇
〇
八
）
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括
的
除
外
主
義
﹂
こ
そ
が
英
米
の
反
対
の
﹁
主
因
﹂
で
あ
る
と
し
て
、
列
挙
す
る
以
外
の
権
利
を
借
款
団
に
譲
渡
す
る
こ
と
で
﹁
比
較
的
寛

大
ナ
ル
態
度
﹂
を
示
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
従
っ
て
﹁
英
米
両
国
ノ
反
対
ヲ
緩
和
ス
ル
コ
ト
ト
信
﹂
じ
ら
れ
る
甲
案
の
採
用
を
、
外
交
調

査
会
委
員
に
促
し
た
の
で
あ
る（

95
）。

　

以
上
の
内
田
の
列
挙
﹁
留
保
﹂
案
に
対
し
て
、
そ
の
認
識
の
甘
さ
を
強
く
非
難
し
た
の
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
伊
東
巳
代
治
で
あ

っ
た
。
そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
甲
案
・
乙
案
に
外
交
政
策
上
の
差
異
な
ど
全
く
な
く
、
日
本
は
﹁
当
ニ
新
借
款
団
ノ
脱
退
ヲ
賭
シ
テ
飽
マ
デ

満
蒙
除
外
ヲ
主
張
ス
ベ
キ
乎
、
将
ハ
其
主
張
ヲ
抛
棄
ス
ル
モ
猶
ホ
英
米
ト
協
調
ヲ
維
持
シ
テ
、
新
借
款
団
ニ
加
入
ス
ベ
キ
歟
﹂
の
﹁
二
者
其

一
ヲ
択
バ
ザ
ル
ヲ
得
ザ
ル
境
遇
ニ
陥
﹂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
満
蒙
権
益
の
留
保
を
主
張
す
る
以
上
、
英

米
と
の
交
渉
の
妥
結
は
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。

　

五
月
の
閣
議
決
定
の
際
、
外
務
省
案
に
賛
成
し
た
だ
け
で
な
く
、
山
東
の
除
外
も
主
張
し
た
伊
東
が
全
面
的
に
そ
の
態
度
を
ひ
る
が
え
し

た
の
は
、
そ
の
際
に
重
視
し
て
い
た
前
提
が
全
て
崩
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
①
政
府
関
係
の
借
款
を
独
占
す
る
新
借
款
団
に
、
中
国

は
﹁
極
力
反
抗
ノ
態
度
﹂
を
と
る
で
あ
ろ
う
と
の
自
身
の
想
像
、
②
イ
ギ
リ
ス
が
﹁
積
年
ノ
苦
労
ニ
成
レ
ル
勢
力
範
囲
ノ
利
益
ヲ
、
果
タ
シ

テ
一
朝
ニ
シ
テ
抛
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
肯
ン
ズ
ベ
キ
カ
ヲ
︹
自
身
が
︺
疑
訝
﹂
し
た
こ
と
、
③
そ
し
て
﹁
満
蒙
ニ
於
ケ
ル
我
特
殊
地
位
ハ
、
夙
ニ

列
強
ノ
確
乎
タ
ル
承
認
ヲ
与
ヘ
居
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
外
務
当
局
ノ
説
明
ニ
信
用
ヲ
置
キ
タ
ル
コ
ト
﹂
の
三
つ
で
あ
る（

96
）。

三
点
目
以
外
は
伊
東

の
勝
手
な
期
待
で
あ
る
が
、
中
国
は
山
東
問
題
に
か
ま
け
て
積
極
的
な
動
き
を
見
せ
ず
、
大
戦
で
疲
弊
し
た
イ
ギ
リ
ス
も
、﹁
竟
ニ
自
家
ノ

勢
力
範
囲
撤
廃
ニ
決
心
﹂
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
満
蒙
の
特
殊
地
位
に
つ
い
て
も
、
列
強
の
承
認
を
得
て
き
た
と
す
る
﹁
外
務
当
局
ノ
所

見
、
必
シ
モ
的
確
ナ
リ
ト
認
ム
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
︹
伊
東
は
︺
発
見

0

0

﹂
し
た
の
で
あ
る（

97
）。

　

以
上
の
主
張
を
な
し
た
伊
東
に
対
し
て
は
、
国
際
情
勢
の
流
れ
を
鋭
敏
に
感
じ
取
り
、
日
本
政
府
の
方
針
を
列
挙
主
義
と
い
う
〝
現
実
的

な
も
の
＂
に
変
更
さ
せ
た
と
高
い
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た（

98
）。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
伊
東
自
身
の
態
度
変
化
を
説
明
す
る
上
で
も
、
あ
る

　
（
二
〇
〇
九
）
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い
は
日
本
の
政
策
決
定
を
分
析
す
る
上
で
も
正
し
い
理
解
と
は
い
え
な
い
。

　

ま
ず
伊
東
が
迫
っ
た
の
は
あ
く
ま
で
も
、
満
蒙
の
概
括
除
外
か
完
全
な
撤
回
か
の
二
者
択
一
で
あ
っ
た
。
勢
力
範
囲
撤
廃
を
主
張
す
る
ア

メ
リ
カ
の
﹁
絶
叫
﹂（
伊
東
）
と
、
そ
れ
に
完
全
に
従
う
イ
ギ
リ
ス
の
︿
変
節
﹀
を
目
に
し
て
も
な
お
、
中
途
半
端
な
列
挙
主
義
に
こ
だ
わ

る
外
務
省
の
認
識
は
、
伊
東
に
と
っ
て
は
〝
非
現
実
的
＂
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
伊
東
の
﹁
絶
叫
﹂
が
、
日

本
政
府
の
政
策
に
ほ
と
ん
ど
何
の
影
響
も
与
え
な
か
っ
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
態
度
変
化
か
ら
伊
東
が
感
じ
た
︿
衝

撃
﹀
を
、
内
田
や
原
、
あ
る
い
は
陸
相
の
田
中
も
ほ
と
ん
ど
共
感
で
き
な
か
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
対
外
強
硬
論
者
で
な
ら
し
て
き
た

伊
東
が
﹁
満
蒙
除
外
を
抛
棄
す
べ
し
と
の
軟
論
を
主
張
し
﹂
た
素
直
な
驚
き
を
、
原
は
日
記
に
書
き
留
め
て
い
る（

99
）。

　

伊
東
の
︿
変
説
﹀
の
原
因
は
、
自
ら
が
あ
げ
た
三
つ
の
理
由
の
う
ち
、
他
の
ど
れ
で
も
な
く
、
明
ら
か
に
イ
ギ
リ
ス
の
︿
変
節
﹀
に
あ
っ

た
。
憲
法
の
生
み
の
親
の
一
人
と
し
て
、
国
際
社
会
に
お
け
る
明
治
国
家
の
成
長
を
文
字
通
り
共
に
体
験
し
て
き
た
伊
東
に
と
っ
て
、
大
国

の
中
の
大
国
で
あ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
が
自
ら
の
勢
力
範
囲
を
開
放
し
た
り
、
同
盟
国
の
日
本
の
主
張
に
反
対
し
て
、
勢
力
圏
外
交
秩
序
の
ル
ー

ル
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
﹁
意
外
千
万
﹂
で
あ
り
、
な
か
な
か
信
じ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

100
）。

そ
の
意
味

で
は
確
か
に
伊
東
は
﹁
満
蒙
特
殊

0

0

権
益
論
者
﹂
で
は
な
か
っ
た
。
同
盟
国
イ
ギ
リ
ス
の
支
持
が
失
わ
れ
た
い
ま
、
ど
の
よ
う
に
理
屈
を
こ
ね

よ
う
と
も
、
日
本
の
﹁
勢
力
範
囲
﹂
た
る
満
蒙
権
益
の
保
持
は
困
難
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る（

101
）。

　

対
し
て
五
月
の
政
府
方
針
案
の
策
定
と
決
定
に
際
し
て
、
鉄
道
政
策
の
緩
和
が
明
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
日
本
外
交
に
と
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の

勢
力
範
囲
の
︿
開
放
﹀
は
す
で
に
既
定
路
線
で
あ
り
、
追
求
す
べ
き
政
策
目
標
で
さ
え
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
確
か
に
イ
ギ
リ
ス
の
反
対
は

歓
迎
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
外
務
省
が
列
挙
主
義
を
主
張
す
る
一
つ
の
根
拠
と
も
な
っ
た
が
、
そ
の
政
策
方
針
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
外
務
省
の
関
心
は
、
勢
力
圏
外
交
秩
序
自
体
の
維
持
で
は
な
く
、
同
秩
序
の
な
き
後
に
、

い
か
に
し
て
満
蒙
権
益
を
保
持
す
る
か
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
満
州
を
血
で
あ
が
な
っ
た
陸
軍
を
代
表
す
る
田
中
は
も
ち
ろ
ん
、﹁
日
英

　
（
二
〇
一
〇
）
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同
盟
骨
髄
論
者
﹂
と
さ
れ
る
内
田
も
、
揚
子
江
流
域
な
ど
の
イ
ギ
リ
ス
の
勢
力
範
囲
と
満
蒙
を
同
一
視
す
る
か
の
よ
う
な
伊
東
の
主
張
に
強

く
反
論
し
て
い
る（

102
）。

　

実
際
に
は
伊
東
は
、
大
戦
後
の
国
際
政
治
の
潮
流
を
最
も
敏
感
に
感
じ
取
っ
た
外
政
家
で
は
な
か
っ
た

0

0

0

0

。
小
村
・
第
一
課
が
す
で
に
大
戦

中
か
ら
認
識
し
、
パ
リ
講
和
会
議
か
ら
は
外
務
省
の
政
策
方
針
に
も
反
映
さ
れ
始
め
て
い
た
国
際
政
治
の
︿
現
実
﹀
を
、
こ
の
時
に
い
た
っ

て
よ
う
や
く
実
感
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
︿
衝
撃
﹀
に
際
会
し
て
、
む
し
ろ
日
本
と
し
て
は
、﹁
此
際
英
米
ト
協
調
ヲ
保
持
シ
、
前
途
自
由

競
争
場
裏
ニ
立
チ
テ
、
英
仏
等
ノ
勢
力
範
囲
ト
シ
タ
ル
地
域
ニ
侵
入
﹂
す
る
覚
悟
が
必
要
で
は
な
い
か
と
、
パ
リ
講
和
会
議
前
か
ら
一
貫
し

て
批
判
し
て
き
た
〝﹁
新
外
交
﹂
呼
応
論
＂
を
再
び
口
に
し
た
と
き
、
列
強
協
調
を
旨
と
す
る
伊
東
自
身
の
外
交
構
想
は
現
実
性
を
全
く
失

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う（

103
）。

　

原
首
相
は
、
日
本
政
府
と
し
て
満
蒙
除
外
（
留
保
）
を
初
め
て
提
唱
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
英
米
両
国
と
﹁
忽
チ
衝
突
ヲ
来
ス
﹂
ほ
ど
に

は
﹁
事
情
逼
迫
セ
ル
ニ
非
ズ

0

0

﹂
と
判
断
し
、
ま
た
条
件
闘
争
の
余
地
を
確
保
す
る
意
味
合
い
も
あ
っ
て
、
内
田
の
提
示
し
た
二
案
の
う
ち
の

乙
案
、
つ
ま
り
概
括
﹁
留
保
﹂
主
義
を
ま
ず
は
採
用
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
パ
リ
講
和
会
議
以
来
、
政
府
の
弱
腰
を
非
難
し
て
い
た
世
論

や
、
強
硬
な
立
場
を
崩
し
て
い
な
か
っ
た
田
中
陸
相
へ
の
配
慮
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
伊
東
と
は
違
い
、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
で
の
日
本

の
影
響
力
に
、
原
は
一
定
の
自
信
を
持
っ
て
い
た（

104
）。

事
態
の
切
迫
を
主
張
す
る
伊
東
の
情
勢
分
析
が
、
原
の
判
断
に
全
く
影
響
を
与
え
な
か

っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

内
田
外
相
も
、
四
川
省
で
の
無
線
基
地
の
建
設
に
抗
議
し
て
き
た
カ
ー
ゾ
ン
の
言
動
を
逆
手
に
と
っ
て
、
あ
い
だ
に
チ
ベ
ッ
ト
を
挟
ん
で

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
ち
に
イ
ン
ド
辺
境
防
衛
へ
の
危
惧
を
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
覚
え
る
の
で
あ
れ
ば
、﹁
条
約
上
ノ
規
定
ニ
根
拠
ス
ル

ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
我
本
国

0

0

ニ
近
邇
セ
ル
地
理
的
地
位
ヨ
リ
、
国
防
上
ハ
勿
論
、
我
緊
切
ナ
ル
利
益
ニ
重
大
ナ
ル
関
係
ヲ
有
ス
ル
﹂
満
蒙
に
対
す

る
﹁
我
国
民
ノ
感
覚
鋭
敏
ナ
ル
所
以
モ
必
ズ
ヤ
﹂
十
分
に
理
解
で
き
る
も
の
と
﹁
確
信
﹂
す
る
、
と
の
対
英
逆
襲
案
を
珍
田
に
打
電
し
て

　
（
二
〇
一
一
）
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い
る（

105
）。

　

同
盟
国
イ
ギ
リ
ス
の
︿
変
節
﹀
を
理
由
に
︿
国
際
協
調
﹀
を
説
く
伊
東
の
主
張
が
政
策
決
定
過
程
で
否
定
さ
れ
た
こ
の
瞬
間
、
日
本
外
交

の
勢
力
圏
外
交
か
ら
の
転
換
は
事
実
上
確
定
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
た
だ
し
、
少
な
く
と
も
内
田
は
満
蒙
留
保
の
た
め
に
は
﹁
英
国
政
府

ノ
同
情
ア
ル
了
解
ヲ
得
ル
コ
ト
極
メ
テ
必
要
﹂
と
考
え
て
い
た（

106
））。

カ
ー
ゾ
ン
の
激
し
い
日
本
非
難
は
、
日
本
に
と
っ
て
の
満
蒙
留
保
を
め

ぐ
る
交
渉
の
焦
点
が
対
米
関
係
に
あ
る
こ
と
を
、
日
本
の
政
策
決
定
者
に
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

八
月
一
六
日
、﹁
南
満
州
及
東
部
内
蒙
古
ニ
於
ケ
ル
日
本
ノ
特
殊
権
利
及
利
益
ニ
何
等
不
利
ノ
影
響
及
ボ
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
モ
ノ
ト
解
釈

ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
﹂
と
の
留
保
の
下
で
、
パ
リ
銀
行
家
会
議
の
決
議
を
日
本
政
府
が
承
認
す
る
旨
の
訓
令
が
打
電
さ
れ
た（

107
）。

た
だ

し
早
く
か
ら
満
蒙
除
外
に
不
安
を
持
ち
、
今
回
も
列
挙
主
義
を
推
し
て
い
た
外
務
省
は
、
徐
々
に
概
括
﹁
留
保
﹂
案
を
修
正
し
て
い
く
。

3
．
概
括
﹁
留
保
﹂
要
求
の
修
正

　

列
強
協
調
主
義
を
生
き
て
き
た
欧
州
在
勤
の
ベ
テ
ラ
ン
外
交
官
に
も
、日
本
政
府
の
概
括
﹁
留
保
﹂
要
求
は
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。

講
和
会
議
全
権
の
一
人
で
、
一
九
〇
二
年
の
日
英
同
盟
交
渉
か
ら
す
で
に
外
交
の
第
一
線
で
活
躍
し
て
い
た
松
井
慶
四
郎
駐
仏
大
使
は
、
イ

ギ
リ
ス
政
府
の
撤
回
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
満
蒙
除
外
を
要
求
す
る
﹁
御
趣
旨
﹂
か
と
、
政
府
の
真
意
を
問
い
合
わ
せ
て
き
た
。
実
は
八
月

一
一
日
付
で
、
満
蒙
の
除
外
を
求
め
る
日
本
銀
行
団
の
主
張
を
﹁
認
容
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
﹂
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
覚
書
が
在
英
日
本
大
使

館
に
交
付
さ
れ
て
お
り（

108
）、

そ
の
報
告
と
﹁
行
違
﹂
に
内
閣
・
外
交
調
査
会
の
決
定
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
し
た
か
ら
で
あ
る
（
確
か
に
、

こ
の
考
え
は
あ
た
っ
て
は
い
た（

109
））。

　

こ
の
松
井
電
の
転
電
を
み
た
、
永
井
（
対
カ
ー
ゾ
ン
）
と
出
淵
（
対
ラ
ン
シ
ン
グ
）
は
と
も
に
訓
令
の
執
行
を
見
合
わ
せ
て
い
る
。
さ
ら

に
出
淵
は
、
こ
れ
以
上
満
蒙
に
固
執
す
れ
ば
、
日
本
抜
き
で
新
借
款
団
の
結
成
が
行
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
、
政
府
の
訓
令
自
体
の
見
直

　
（
二
〇
一
二
）
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し
を
訴
え
て
い
た（

110
）。

し
か
し
、
こ
う
し
た
要
請
に
対
し
て
外
務
省
は
、
そ
の
ま
ま
の
執
行
を
改
め
て
指
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ア
メ
リ
カ
に

日
本
の
主
張
を
容
れ
る
様
子
が
な
く
て
も
、
そ
れ
は
﹁
申
入
れ
を
躊
躇
す
べ
き
﹂
理
由
に
な
ら
な
い
、
と
の
原
の
判
断
で
あ
っ
た（

111
）。

　

た
だ
、﹁
日
本
ノ
特
殊
権
利
及
利
益
ニ
不
利
ナ
ル
影
響
ヲ
及
ボ
サ
ズ
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ハ
、
之
ヲ
新
借
款
団
ノ
共
同
活
動
ニ
委
ス
ル
ヲ
辞
セ

ザ
ル
﹂
と
の
一
節
を
、
訓
令
の
説
明
電
に
挿
入
す
る
こ
と
を
本
来
は
望
ん
で
い
た
外
務
省
は
、
訓
令
の
新
た
な
解
釈
を
（
少
な
く
と
も
外
交

調
査
会
に
は
）
独
断
で
指
示
す
る
こ
と
で
、
執
行
担
当
者
の
交
渉
の
余
地
を
広
げ
た（

112
）。

内
田
外
相
は
﹁
日
本
政
府
ハ
実
際
ノ
政
治
問
題
ト
シ

テ
⋮
⋮
︹
訓
令
通
り
の
︺
方
針
ヲ
執
ル
ノ
外
﹂
な
い
が
、﹁
此
ノ
方
針
ハ
固
ヨ
リ
利
益
壟
断
又
ハ
侵
略
主
義
ニ
起
見
ス
ル
﹂
も
の
で
は
な
い

の
で
、
交
渉
に
あ
た
っ
て
は
こ
の
﹁
我
趣
意
ノ
徹
底
﹂
を
求
め
た
の
で
あ
る
（
八
月
二
六
日（

113
））。

三
日
後
に
は
、
日
本
政
府
が
求
め
て
い
る

の
は
、何
が
﹁
我
特
殊
権
利
及
利
益
ニ
不
利
ノ
影
響
ヲ
及
ボ
ス
﹂
か
を
自
由
に
﹁
認
定
﹂
す
る
権
利
で
あ
っ
て
、そ
れ
か
ら
は
ず
れ
れ
ば
﹁
之

ヲ
新
借
款
団
ニpool

ス
ル
ヲ
辞
ス
ル
モ
ノ
﹂
で
は
な
い
、
と
の
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
解
釈
を
打
電
し
て
い
る（

114
）。

つ
ま
り
外
務
省
に
と
っ
て

の
概
括
﹁
留
保
﹂
と
は
、︿
拒
否
権
﹀
の
留
保
で
あ
っ
た
。

　

二
八
日
に
は
出
淵
が
、
早
速
こ
の
趣
旨
に
則
っ
て
訓
令
を
〝
執
行
＂
し
て
い
る
。
第
三
国
務
次
官
の
ロ
ン
グ
に
面
会
し
た
出
淵
は
、
日
本

政
府
の
概
括
﹁
除
外
﹂
要
求
は
﹁
主
義
上
の
問
題
﹂
で
あ
り
、
こ
れ
を
盾
に
﹁
将
来
、
満
蒙
に
お
け
る
一
切
の
事
業
を
独
占
し
よ
う
と
す
る

も
の
﹂
で
は
な
い
と
理
解
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
出
淵
は
満
蒙
で
の
日
米
経
済
提
携
の
可
能
性
を
説
い
て
、
懸
命
の
説
得
を
試
み
て
い
る（

115
）。

　

内
田
の
指
示
で
パ
リ
か
ら
帰
英
し
て
い
た
珍
田
は
、
訓
令
の
〝
趣
旨
＂
を
さ
ら
に
自
由
に
解
釈
し
た
。
日
本
政
府
の
意
図
は
﹁
一
定
の
地

域
を
画
し
て
留
保
を
行
う
﹂
も
の
か
と
の
カ
ー
ゾ
ン
の
問
い
か
け
に
対
し
て
、
即
座
に
そ
れ
を
否
定
し

0

0

0

﹁
満
蒙
ト
雖
モ
借
款
団
活
動
範
囲
ヨ

リ
地
方
的
ニ
之
ヲ
除
外
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
ラ
ズ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
と
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
日
本
の
﹁
緊
切
な
利
益
﹂
に
直
接
関
係
す
る
﹁
現

存
契
約
の
鉄
道
﹂
が
除
外
の
主
た
る
対
象
で
あ
る
と
力
説
し
た
。
事
実
上
の
列
挙
主
義
の
主
張
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
国
防
上
の
問
題

か
ら
日
英
同
盟
の
精
神
に
至
る
ま
で
駆
使
し
て
、
説
得
に
努
め
て
い
る
。
対
し
て
カ
ー
ゾ
ン
は
、
珍
し
く
﹁
終
始
沈
黙
傾
耳
﹂
し
た
だ
け
で

　
（
二
〇
一
三
）
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な
く
﹁
寧
ロ
同
情
ヲ
以
テ
﹂
応
対
し
た
と
い
う（

116
）。

　

こ
の
珍
田
の
成
果
を
、
外
務
省
の
独
自
指
令
の
こ
と
に
は
触
れ
ず
に
、
内
田
は
外
交
調
査
会
で
報
告
し
た
（
九
月
九
日
）。︿
地
方
的
除
外
﹀

で
は
な
い
と
し
た
珍
田
の
説
明
は
﹁
御
訓
令
ノ
趣
旨
ニ
相
違
﹂
は
し
て
い
る
が
、
外
務
省
の
当
初
の
意
向
と
は
合
致
し
て
い
る
た
め
、﹁
折

衝
ニ
余
地
ヲ
存
ス
ル
手
段
﹂
と
し
て
今
の
と
こ
ろ
訂
正
を
命
じ
て
い
な
い
と
理
解
を
求
め
て
い
る
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
態
度
緩
和
に
成
功

し
た
（
と
思
わ
れ
た
）
た
め
で
あ
ろ
う
、
長
々
と
理
由
付
け
を
し
た
上
で
、
伊
東
は
こ
の
交
渉
戦
術
を
受
け
入
れ
て
い
る（

117
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
外
務
省
の
努
力
も
交
渉
の
進
展
、
特
に
ア
メ
リ
カ
の
態
度
軟
化
に
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
。
い
か
に
そ
の
趣

旨
が
﹁
一
切
ノ
事
業
ヲ
独
占
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
﹂
で
は
な
い
と
力
説
し
よ
う
と
も
、
自
ら
の
﹁
特
殊
権
利
及
利
益
﹂
の
存
在
を
根
拠
に
、
満

蒙
に
お
け
る
新
借
款
団
の
活
動
に
、
事
実
上
の
拒
否
権
を
求
め
る
日
本
の
主
張
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
出
淵
の

説
明
を
聞
か
さ
れ
た
ロ
ン
グ
は
、
日
本
政
府
の
主
張
を
満
蒙
に
お
け
る
﹁
政
治
的
支
配
権
﹂
の
公
認
を
要
求
す
る
も
の
と
受
け
取
っ
た（

118
）。

も

っ
ぱ
ら
イ
ギ
リ
ス
の
︿
変
節
﹀
が
話
題
に
な
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
交
渉
で
ア
メ
リ
カ
の
言
動
は
必
ず
し
も
活
発
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
が
、
日
本
政
府
か
か
ら
の
満
蒙
概
括
﹁
留
保
﹂
の
申
し
入
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
政
策
は
大
き
く
変
化
を
始
め
る
。
八
月
二
七
日
の
ロ
ン
グ

と
出
淵
と
の
面
会
を
契
機
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
日
本
を
除
い
た
三
国
借
款
団
案
の
推
進
を
真
剣
に
追
求
し
出
す
の
で
あ
る
。

4
．
三
国
借
款
団
設
立
構
想
の
挫
折

　

八
月
に
い
た
る
ま
で
具
体
的
な
動
き
が
少
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
五
月
に
新
借
款
団
規
約
が
決
議
さ
れ
た
こ
と
で
、
国
務
省
が
事
態
を
楽

観
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
む
し
ろ
、
パ
リ
講
和
会
議
で
の
山
東
問
題
の
﹁
妥
結
﹂
直
後
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、﹁
新
借

款
団
の
活
動
範
囲
か
ら
満
州
、
モ
ン
ゴ
ル
、
山
東
そ
し
て
福
建
を
除
外
す
る
こ
と
を
日
本
は
最
後
ま
で
主
張
す
る
﹂
こ
と
を
当
初
よ
り
予
想

し
て
い
た（

119
）。

こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
、
日
本
が
﹁
勢
力
範
囲
﹂
と
﹁
特
殊
権
益
﹂
の
確
保
に
固
執
す
る
の
は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た

　
（
二
〇
一
四
）
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の
で
あ
る
。
山
東
問
題
で
苦
杯
を
な
め
た
パ
リ
の
ア
メ
リ
カ
代
表
団
も
、﹁
新
借
款
団
の
結
成
だ
け
が
、
中
国
に
お
い
て
日
本
が
フ
リ
ー
ハ

ン
ド
を
持
つ
こ
と
を
防
ぐ
唯
一
の
現
実
的
な
手
段
で
あ
る
﹂
と
考
え
て
い
た（

120
）。

こ
の
た
め
、
六
月
に
入
っ
て
満
蒙
除
外
を
要
求
す
る
日
本
銀

行
団
の
主
張
が
伝
え
ら
れ
る
と
、
二
つ
の
具
体
的
な
対
日
逆
襲
案
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

一
つ
は
、
日
米
両
国
が
中
国
へ
の
あ
ら
ゆ
る
侵
略
行
為
に
反
対
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
、
石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
の
秘
密
議
定
書
を
持

ち
出
し
て
、
日
本
に
要
求
取
り
下
げ
を
迫
る
プ
ラ
ン
で
あ
り
、
ロ
ン
グ
が
中
心
と
な
っ
て
立
案
し
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
が
中
国
に
お
け
る
日

本
の
特
殊
権
益
を
認
め
た
根
拠
と
し
て
、
日
本
銀
行
団
が
同
協
定
を
持
ち
出
し
て
い
た
た
め
で
あ
り
、
ロ
ン
グ
は
、
こ
の
機
会
を
逆
用
し
て
、

﹁
ラ
ン
シ
ン
グ
・
石
井
協
定
を
正
し
く

0

0

0

解
釈
し
﹂、
さ
ら
に
は
﹁︹
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
不
利
益
の
多
い
こ
の
協
定
を
︺
蹴
り
捨
て
る
﹂
と
息

巻
い
て
い
た（

121
）。

石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
と
は
、﹁
相
互
の
地
理
的
近
接
性
が
︹
両
国
間
に
︺〝
特
殊
関
係
＂
を
作
る
こ
と
を
確
認
し
﹂
た
だ

け
で
あ
る
の
に
（
よ
っ
て
、
日
英
仏
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
も
中
国
と
の
あ
い
だ
に
特
殊
関
係
が
あ
っ
た
）、
日
本
は
そ
の
意
味
を
根
本

的
に
﹁
誤
解
﹂
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ン
グ
の
考
え
で
は
、
新
借
款
団
の
共
同
範
囲
か
ら
の
満
蒙
の
除
外
を
認
め
る
こ
と
は
﹁︹
日
本

に
よ
る
︺
覇
権
の
確
立
、
あ
る
い
は
政
治
的
支
配
の
状
態
、
も
し
く
は
少
な
く
と
も
︹
同
地
域
の
︺
政
治
的
財
政
的
な
日
本
へ
の
依
存
状
態

に
至
る
お
そ
れ
が
あ
﹂
っ
た
が
、﹁
以
上
の
こ
と
は
︹
石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
の
秘
密
議
定
書
で
︺
日
米
両
国
が
反
対
す
る
こ
と
に
合
意

し
て
い
る
事
態
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ロ
ン
グ
は
、
ラ
ン
シ
ン
グ
の
承
認
を
も
と
め
て
、
以
上
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
パ
リ
に
送
っ
て

い
る（

122
）。

　

も
う
一
つ
の
対
日
逆
襲
案
は
、
出
淵
ら
が
そ
の
実
現
を
恐
れ
て
い
た
日
本
抜
き
に
よ
る
米
英
仏
の
三
国
借
款
団
の
結
成
に
進
む
可
能
性
を

表
明
す
る

0

0

0

0

こ
と―

つ
ま
り
日
本
に
対
す
る
脅
迫
で
あ
り
、
古
傷
に
余
り
触
ら
れ
た
く
な
い
ラ
ン
シ
ン
グ
は
む
し
ろ
こ
ち
ら
に
乗
り
気
で
あ

っ
た
。
講
和
会
議
代
表
団
の
マ
ー
シ
ャ
ル
（D

. H
. M

arshall

）
か
ら
こ
の
プ
ラ
ン
を
伝
え
ら
れ
た
ロ
ン
グ
は
、
早
速
モ
ル
ガ
ン
（John 

P
ierpont M

organ, Jr

）
の
事
務
所
で
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
の
幹
部
た
ち
と
会
談
を
行
い
﹁
誘
導
し
た
り
説
得
し
た
り
し
て
﹂
こ
の
プ
ラ
ン
へ
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の
同
意
を
取
り
付
け
て
い
る（

123
）。

　

た
だ
し
ロ
ン
グ
が
約
束
し
た
よ
う
に
﹁
日
本
に
参
加
を
促
す
こ
と
を
試
み
る
﹂
こ
と
が
、
も
ち
ろ
ん
大
前
提
で
あ
っ
た
。
く
わ
え
て
、
も

し
本
当
に
日
本
が
参
加
し
な
け
れ
ば
、
マ
ー
シ
ャ
ル
が
冷
静
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
は
﹁
借
款
団
の
活
動
を
限
界
に
ま
で
後
退
さ

せ
る
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
﹂
な
か
っ
た
。
日
本
を
除
け
ば
、
実
質
的
な
資
金
提
供
能
力
が
あ
る
の
は
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
し
か
な
く
、
ま

た
日
本
の
単
独
行
動
を
阻
止
す
る
手
段
も
失
う
か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
そ
れ
に
﹁
見
合
っ
た
責
任
﹂
を
負
う
覚
悟
が
必
要
で
あ
り
、
た

め
に
、
こ
の
脅
迫
を
行
う
に
あ
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
は
﹁
疑
問
な
く
全
て
の
こ
と
を
見
通
し
、
最
初
の
第
一
章
と
同
様
に
、
最
後
の
章
も
書
く

こ
と
が
で
き
﹂
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
マ
ー
シ
ャ
ル
は
強
調
し
て
い
る（

124
）。

日
本
に
満
蒙
除
外
を
取
り
下
げ
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
だ
と
し
て
も
、

そ
の
脅
迫
が
失
敗
し
た
場
合
の
政
治
的
な
結
果
を
全
面
的
に
引
き
受
け
る
覚
悟
が
ア
メ
リ
カ
に
は
必
要
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
を
援
用
す
る
に
せ
よ
、
三
国
借
款
団
案
に
よ
る
脅
迫
を
実
行
す
る
に
せ
よ
、
ア
メ
リ
カ
政

府
内
部
で
は
英
仏
の
支
持
を
確
保
す
る
必
要
性
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。
脅
迫
の
効
果
を
で
き
る
だ
け
高
め
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
山
東

問
題
の
教
訓
か
ら
、
勢
力
範
囲
の
維
持
で
利
害
が
一
致
し
か
ね
な
い
日
英
仏
の
接
近
を
警
戒
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
大
戦
中
の
秘
密
条
約

や
日
英
同
盟
を
背
景
に
、
英
仏
が
日
本
の
主
張
に
な
び
い
た
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
が
〝
敗
北
＂
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
の
苦
い
︿
記
憶
﹀
は
、

国
務
省
関
係
者
に
は
ま
だ
生
々
し
か
っ
た
。

　

結
果
、
満
蒙
の
除
外
に
反
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
主
張
は
英
仏
か
ら
も
原
則
的
な
支
持
を
得
た
が
、
国
務
省
が
用
意
し
た
文
面
に
あ
っ
た
石

井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
へ
の
言
及
は
削
除
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
﹁
英
仏
と
共
通
の
土
台
に
立
っ
て
、
日
本
の
留
保
に
反
対
し
た
方

が
得
策
と
判
断
さ
れ
た
た
め
﹂
で
あ
る（

125
）。

ま
た
三
国
借
款
団
へ
の
言
及
も
見
送
ら
れ
た
。
孤
立
し
た
日
本
が
﹁
ド
イ
ツ
と
の
同
盟
を
追
求
す

る
﹂
危
険
性
が
あ
る
と
し
て
、
日
本
の
参
加
の
可
能
性
を
絶
つ
よ
う
な
﹁
あ
ら
ゆ
る
行
動
や
表
現
﹂
に
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
が
強
い
難
色
を

示
し
た
か
ら
で
あ
る（

126
）。

た
だ
し
、
国
務
省
の
起
草
段
階
で
も
、
三
国
借
款
団
案
は
あ
く
ま
で
も
﹁
追
加
声
明
﹂
案
で
あ
り
、
ま
た
﹁
日
本
の
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完
全
な
参
加
が
望
ま
し
く
、
か
つ
最
も
有
益
﹂
で
あ
る
こ
と
が
最
初
に
断
ら
れ
、
表
現
も
か
な
り
控
え
め
で
あ
っ
た（

127
）。

国
務
省
自
身
も
、
三

国
借
款
団
案
の
使
用
に
は
ま
だ
た
め
ら
い
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
国
務
省
は
、
特
に
日
本
の
同
盟
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
と
の
共
同
歩
調
を
確
立
す
る
こ
と
注
力
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
と

し
て
対
日
圧
力
も
か
な
り
抑
制
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
米
英
仏
に
よ
る
対
日
共
同
通
告
は
（
実
際
に
は
同
時
・
同
文
で
は

な
か
っ
た
が
）、
満
足
す
べ
き
も
の
に
思
わ
れ
た
。
七
月
三
一
日
の
ア
メ
リ
カ
政
府
の
対
日
通
告
に
続
き
、
日
本
の
同
盟
国
で
あ
る
イ
ギ
リ

ス
政
府
が
﹁
強
い
言
葉
遣
い
﹂”storong pharaseology ”

で
満
蒙
除
外
を
非
難
し
（
八
月
一
一
日
）、フ
ラ
ン
ス
政
府
も
そ
れ
に
倣
っ
た
（
同

月
二
〇
日
）
か
ら
で
あ
る（

128
）。

　

し
か
し
国
務
省
が
受
け
取
っ
た
の
は
、
満
蒙
の
概
括
﹁
留
保
﹂
を
求
め
る
日
本
政
府
の
要
求
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
十
分
に
手
続

き
を
踏
ん
で
き
て
お
り
、
事
こ
こ
に
至
っ
て
は
、
三
国
借
款
団
案
の
実
施
が
順
当
に
思
わ
れ
た
。
す
で
に
同
案
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
か
ら
の
提

案
で
、
再
び
国
務
省
の
検
討
課
題
に
上
っ
て
お
り
、
日
本
か
ら
の
概
括
﹁
留
保
﹂
通
告
と
同
日
に
は
早
速
、
英
中
の
意
向
を
﹁
慎
重
に
﹂
探

る
よ
う
に
と
の
指
示
が
打
電
さ
れ
た
の
で
あ
る（

129
）。

　

だ
が
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
反
応
は
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の
誤
算
は
、
珍
田
に
よ
る
日
本
政
府
訓
令
の

〝
修
正
＂
が
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
姿
勢
を
緩
和
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
と
の
協
調
を
破
ら
せ
る
ほ
ど
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
が
、
三
国
借
款
団
案
と
い
う
高
い
リ
ス
ク
を
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
に
た
め
ら
わ
せ
る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
た（

130
）。

財
政
に
窮
し
た

北
京
政
府
が
、
日
本
と
単
独
借
款
を
交
渉
中
と
の
情
報
も
イ
ギ
リ
ス
側
の
焦
り
を
強
め
て
い
た（

131
）。

さ
ら
に
﹁
満
蒙
﹂
の
範
囲
に
つ
い
て
珍
田

か
ら
具
体
的
な
説
明
を
受
け
た
イ
ギ
リ
ス
外
務
省（

132
）は

、
南
満
州
に
限
っ
て
日
本
の
主
張
を
認
め
る
妥
協
案
を
提
案
し
て
き
て
、
国
務
省
を
大

い
に
慌
て
さ
せ
た
。
同
時
に
列
国
共
同
（
つ
ま
り
実
質
的
に
は
日
米
）
で
、
中
国
に
対
し
て
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
の
緊
急
借
款
を
実
施
す
る
こ

と
も
提
案
し
て
い
る（

133
）。

日
本
は
﹁
単
に
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
伝
統
的
な
政
策
を
実
施
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
﹂
と
訴
え
た
ベ
テ
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ラ
ン
外
交
官
珍
田
捨
己
の
﹁
旧
外
交
﹂
は
、
皮
肉
に
も
勢
力
圏
外
交
か
ら
の
脱
却
が
進
む
日
本
外
交
と
は
裏
腹
に
、
中
国
を
め
ぐ
る
列
強
間

関
係
の
〝
修
復
＂
を
望
む
カ
ー
ゾ
ン
に
対
し
て
、
そ
の
効
果
を
発
揮
し
て
い
た（

134
）。

　

し
か
し
、
国
務
省
に
と
っ
て
の
最
大
の
誤
算
は
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
関
与
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
根
深
い
不
安
感
こ
そ
が
、
そ
の
煮
え
切

ら
な
い
政
策
態
度
の
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
だ
け
で
な
く
、
今
後
の
中
国
問
題
で
も
対
米
関

係
が
最
重
要
と
の
考
え
方
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
当
局
者
の
共
通
理
解
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。
親
日
的
と
さ
れ
る
オ
ル
ス
ト
ン
（B

eilby 

F
rancis A

lston

）
駐
日
代
理
大
使
で
さ
え
、
日
英
同
盟
の
更
新
問
題
を
論
じ
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
中
で
、﹁
日
本
と
の
ど
の
よ
う
な
協
定
よ

り
も
、
ア
メ
リ
カ
の
態
度
の
ほ
う
が
我
々
に
と
っ
て
は
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
﹂
と
断
言
し
て
い
る（

135
）。

し
か
し
最
大
の
問
題
は
、
そ
の
ア
メ

リ
カ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
イ
ギ
リ
ス
が
確
信
で
き
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
。

﹁
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
中
国
の
復
興
と
い
う
事
業
を
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
る
覚
悟
で
い
る
だ
ろ
う
か
。
⋮
⋮
も
し
自
ら
に
と
っ
て
好
都
合

で
あ
れ
ば
、︹
過
去
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︺
我
々
を
困
難
な
状
況
に
放
置
す
る
つ
も
り
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
し
我
々
が
終
始
変

わ
ら
ず
ア
メ
リ
カ
の
忠
実
な
助
力
に
頼
る
こ
と
が
で
き
る
と
知
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、︹
中
国
を
め
ぐ
る
︺
状
況
は
よ
り
単
純
化
さ

れ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
﹂。

　

対
米
関
係
と
の
両
立
の
た
め
に
、同
盟
に
代
わ
る
﹁
日
本
と
の
友
好
的
な
了
解
﹂
を
求
め
た
オ
ル
ス
ト
ン
は
、決
し
て
日
本
の
主
張
に
︿
同

情
的
﹀
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
に
完
全
に
与
し
た
結
果
、﹁
敵
対
的
な
陰
謀
を
め
ぐ
ら
す
日
本
﹂
に
イ
ギ
リ
ス
単
独
で

0

0

0

直
面
す

る
事
態
を
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
議
論
は
﹁
連
盟
が
成
立
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
﹂
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、も
っ
と
厳
し
い
対
日
意
見
も
存
在
し
た
。
同
じ
く
日
本
大
使
館
の
ウ
ィ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
（C

. W
ingfield

）
一
等
書
記
官
は
、
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そ
の
効
果
に
未
練
を
残
す
オ
ル
ス
ト
ン
と
は
異
な
り
、
日
英
同
盟
は
﹁
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
価
値
さ
え
失
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
酷
評
し
、﹁
日

本
の
政
策
が
今
後
劇
的
に

0

0

0

変
化
し
な
い
限
り
、
同
盟
は
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
﹂
と
本
国
に
進
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
上
の

意
見
書
で
さ
え
﹁
連
盟
規
約
が
英
米
両
国
を
縛
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
生
じ
る
状
況
﹂
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
た（

136
）。

こ
の
意
見
書
の
日
付

は
九
月
五
日
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
実
現
す
る
可
能
性
が
日
増
し
に
低
下
し
て
い
っ
た
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
過
去
の
ア
メ

リ
カ
の
中
国
政
策
の
﹁
不
作
為
﹂
と
、
連
盟
加
盟
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
国
内
政
治
の
混
乱
は
、
日
本
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
極
東
政
策
の

転
換
を
制
約
し
て
い
た
の
で
あ
る（

137
）。

　

し
か
も
ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
と
の
協
調
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
が
単
独
行
動
を
取
っ
た
結

果
、
日
本
の
主
張
を
支
持
す
る
し
か
な
い
状
況
に
イ
ギ
リ
ス
を
追
い
込
む
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る（

138
）。

　

イ
ギ
リ
ス
の
妥
協
案
に
対
し
て
ラ
ン
シ
ン
グ
は
、
南
満
州
に
限
っ
て
も
、
地
理
的
留
保
を
認
め
る
こ
と
は
、﹁
今
ま
で
以
上
に
勢
力
範
囲

を
躍
進
さ
せ
、
深
化
さ
せ
る
こ
と
だ
﹂
と
提
案
が
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
を
強
く
通
告
し
た
。
し
か
し
同
時
に
、
新
借
款
団
が
日
本
の
﹁
既

得
権
益
﹂
を
決
し
て
侵
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
し
き
り
に
強
調
し
て
い
る
。﹁
顕
著
な
る
進
展
﹂
が
あ
る
事
業
は
そ
も
そ
も
除

外
す
る
こ
と
が
規
約
に
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
本
は
﹁
誤
解
﹂
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
未
着
工
の
延
長
線
で
あ
っ

て
も
そ
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
、
具
体
的
な
満
鉄
の
予
定
線
を
例
示
し
て
、
初
め
て
明
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
、﹁
日
本
の
正
当
な

0

0

0

0

0

0

権
利
あ
る
い
は
利
益
が
犯
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
の
完
全
な
保
障
の
下
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
新
借
款
団
へ
の
日
本
銀
行
団
の
加
入
を
日
本
政
府
が
許
可
す
る

こ
と
が
可
能
﹂
だ
と
い
う
こ
と
を
、﹁
日
本
の
同
盟
国
﹂
と
し
て
説
得
し
て
も
ら
い
た
い
と
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
。
か
ろ

う
じ
て
、
地
理
的
譲
歩
は
認
め
な
い
と
い
う
ア
メ
リ
カ
政
府
の
原
則
的
な
立
場
は
保
持
し
て
い
る
も
の
の
、
国
務
省
に
よ
る
事
実
上
の
譲
歩

宣
言
で
あ
っ
た（

139
）。

　

以
上
の
説
明
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
そ
の
対
日
影
響
力
を
最
大
限
に
行
使
す
る
こ
と
が
、
新
四0

国
借
款
団
の
成
立
に
あ

　
（
二
〇
一
九
）
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た
っ
て
す
こ
ぶ
る
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
に
、
ラ
ン
シ
ン
グ
は
駐
英
大
使
の
デ
ー
ヴ
ィ
ス
（John W

. D
avis

）
に
指
示
し
て

い
る（

140
）。

　

本
稿
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
ア
メ
リ
カ
を
裏
切
っ
て
日
本
の
主
張
を
支
持
し
、
あ
る
い
は
ラ
ン
シ
ン
グ
が

期
待
し
た
よ
う
な
影
響
力
を
日
本
政
府
に
対
し
て
発
揮
で
き
る
可
能
性
は
、
と
も
に
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
た
。
ラ
ン
シ
ン
グ
は
明
ら
か

に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
﹁
新
外
交
﹂
が
東
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
に
も
た
ら
し
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
過
小
評
価
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
﹁
旧
外
交
﹂
を
過

大
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
要
求
拒
否
が
イ
ギ
リ
ス
の
講
和
会
議
脱
退
に
結
び
つ
く
恐
怖
に
さ
い
な
ま
れ
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
苦
悩

を―

ど
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
た
か
は
と
も
か
く―

ラ
ン
シ
ン
グ
ら
国
務
省
の
当
局
者
は
い
ま
よ
う
や
く
体
験
し
つ
つ
あ
っ
た
。

　

以
上
の
対
英
協
調
策
の
あ
と
、
ほ
ぼ
同
内
容
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
、
国
務
省
は
一
〇
月
二
八
日
に
日
本
政
府
に
送
付
す
る（

141
）。

実
に
こ
れ
が
、

八
月
二
七
日
に
日
本
政
府
の
概
括
﹁
留
保
﹂
通
告
を
受
け
て
以
来
、ア
メ
リ
カ
政
府
と
し
て
は
初
め
て
の
公
式
の
態
度
表
明
で
あ
っ
た
。︿
列

強
協
調
﹀
の
確
保
に
慎
重
を
期
す
あ
ま
り
、
現
実
に
は
日
本
政
府
が
最
も
重
視
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
外
交
上
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
ほ
ぼ
二

个
月
も
の
あ
い
だ
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
日
本
と
の
直
接
交
渉
を
経
る
前
か
ら
、
国
務
省
の
主
張
は
後
退
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る（

142
）。

四
、
日
米
直
接
交
渉

1
．
ア
メ
リ
カ
の
方
針
変
化

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
が
〝
解
放
＂
す
る
は
ず
の
中
国
と
の
関
係
で
も
、
国
務
省
の
選
択
肢
は
狭
め
ら
れ

つ
つ
あ
っ
た
。
八
月
の
日
本
政
府
の
概
括
﹁
留
保
﹂
通
告
に
い
た
る
ま
で
、
慎
重
な
態
度
を
維
持
し
て
い
た
国
務
省
で
あ
っ
た
が
、
ラ
イ
ン

　
（
二
〇
二
〇
）



勢
力
圏
外
交
秩
序
の
溶
解

�

一
三
七

同
志
社
法
学　

五
九
巻
四
号

シ
ュ
や
マ
ク
マ
リ
ー
（John V. A

. M
acM

urray

）
極
東
部
長
（
一
九
一
九
年
八
月
就
任
）
ら
、
極
東
専
門
家
は
こ
の
措
置
に
大
い
に
不
満

で
あ
っ
た（

143
）。

し
か
し
、
新
借
款
団
の
成
立
と
中
国
南
北
政
府
の
統
一
が
借
款
実
施
の
前
提
条
件
だ
と
す
る
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
の
意
向
や
、
英

仏
と
の
協
調
関
係
へ
の
配
慮
か
ら
、
ラ
ン
シ
ン
グ
や
ロ
ン
グ
は
単
独
借
款
な
ど
の
実
施
を
求
め
る
極
東
専
門
家
の
主
張
を
一
貫
し
て
押
さ
え

込
ん
で
い
た
。
中
国
に
お
け
る
勢
力
範
囲
シ
ス
テ
ム
を
解
消
す
る
決
め
手
と
し
て
、
か
つ
て
自
ら
が
重
視
し
て
い
た
湖
広
鉄
道
借
款
の
実
施

で
す
ら
、
許
可
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

144
）。

　

た
だ
し
、
一
〇
月
に
入
っ
て
ラ
イ
ン
シ
ュ
か
ら
要
請
の
あ
っ
た
北
京
政
府
と
シ
カ
ゴ
銀
行
の
借
款
契
約
に
は
、
一
転
し
て
許
可
を
出
し
た

（
な
お
、
直
後
に
ラ
イ
ン
シ
ュ
は
離
任
す
る
）。
一
九
一
六
年
一
〇
月
に
同
行
が
行
っ
た
五
〇
〇
万
ド
ル
借
款
の
借
り
換
え
契
約
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
表
向
き
の
理
由
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
中
国
側
か
ら
要
望
の
あ
っ
た
二
五
〇
〇
万
ド
ル
の
優
先
権
行
使
も
支
持
し
て
い
る
。
契
約
成

立
を
ラ
ン
シ
ン
グ
が
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
膠
着
状
態
に
陥
り
つ
つ
あ
っ
た
新
借
款
団
交
渉
で
、
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
再
び
強
化

す
る
こ
と
が
主
な
目
的
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い（

145
）。

　

し
か
し
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
単
独
借
款
は
思
わ
ぬ
理
由
に
よ
っ
て
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
。
契
約
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
北
京
政
府
が
、
担
保

の
変
更
を
申
し
出
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
内
債
の
担
保
と
干
渉
す
る
こ
と
を
嫌
っ
た
国
内
銀
行
の
抵
抗
が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
結
局
、
安

定
し
た
担
保
が
得
ら
れ
な
い
と
分
か
っ
た
シ
カ
ゴ
銀
行
の
取
締
役
会
は
、
こ
の
借
款
契
約
を
承
認
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
〇
〇
〇
万
ド

ル
で
さ
え
、
当
時
急
成
長
を
始
め
て
い
た
中
国
銀
行
界
の
利
害
と
対
立
し
た
の
で
あ
り
、
は
る
か
に
大
規
模
な
借
款
供
与
を
行
う
は
ず
の
新

借
款
団
の
不
透
明
な
先
行
き
を
暗
示
す
る
か
の
よ
う
な
出
来
事
で
あ
っ
た（

146
）。

　

も
っ
と
も
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
シ
カ
ゴ
銀
行
の
契
約
を
引
き
継
ぐ
形
で
太
平
洋
拓
業
公
司
（P

acific D
evelopm

ent 

C
orporation. 

以
下
Ｐ
Ｄ
Ｃ
）
に
よ
る
ほ
ぼ
同
額
の
借
款
契
約
が
成
立
し
、
特
に
日
米
の
単
独
借
款
競
争
を
恐
れ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ

ン
ス
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た（

147
）。

し
か
し
、
そ
の
契
約
は
、
北
京
の
ア
メ
リ
カ
公
使
館
が
主
導
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
務
省
は
蚊
帳
の
外
で

　
（
二
〇
二
一
）
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あ
っ
た（

148
）。

シ
カ
ゴ
銀
行
は
ま
だ
し
も
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
の
一
員
で
は
あ
っ
た
が
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
は
そ
う
で
は
な
く
、
ま
た
契
約
通
り
の
金
融
能
力

が
あ
る
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
は
早
々
に
、
こ
の
借
款
契
約
に
興
味
が
な
い
（
つ
ま
り
肩
代
わ
り
は
し
な
い
）
こ

と
を
国
務
省
に
通
告
し
て
い
る（

149
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
三
国
借
款
団
案
に
せ
よ
、
単
独
借
款
に
せ
よ
、
前
者
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
と
の
共
同
歩
調
の
確
保
が
予
想
以
上
に
難
航

し
、
後
者
は
中
国
側
の
思
わ
ぬ
行
動
や
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
の
消
極
姿
勢
に
よ
っ
て
思
う
に
任
せ
ず
、
国
務
省
が
利
用
可
能
な
圧
力
行
使
策
は

（
そ
の
意
思
と
は
あ
ま
り
関
係
な
く
成
立
し
た
Ｐ
Ｄ
Ｃ
借
款
を
除
い
て
は
）
ほ
と
ん
ど
不
発
に
終
わ
っ
て
い
た（

150
）。

翌
年
の
二
月
に
は
、
病
気

療
養
中
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
許
可
な
く
、
閣
議
を
招
集
し
た
こ
と
を
と
が
め
ら
れ
て
、
ラ
ン
シ
ン
グ
が
国
務
長
官
を
辞
任
し
て
い
る
（
後
任
は

コ
ル
ビ
ー
［B

ainbridge C
olby

］）。
政
権
の
レ
ー
ム
ダ
ッ
ク
化
で
、
こ
の
頃
の
ラ
ン
シ
ン
グ
の
士
気
は
い
た
く
低
下
し
て
い
た（

151
）。

　

多
く
の
時
間
と
労
力
を
費
や
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
務
省
が
掲
げ
た
東
ア
ジ
ア
政
策
の
重
要
な
目
標
は
何
一
つ
達
成
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
日
本
の
中
国
政
策
を
抑
制
し
、
ま
た
中
国
の
勢
力
範
囲
シ
ス
テ
ム
を
抜
本
的
に
解
消
す
る
は
ず
の
新
借
款
団
の
成
立
は
、
日
本

の
満
蒙
﹁
留
保
﹂
問
題
に
進
展
が
見
ら
れ
な
い
た
め
全
く
見
通
し
が
立
っ
て
い
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
に
い
た
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
必

死
の
説
得
で
一
時
の
対
日
融
和
的
な
姿
勢
は
改
め
た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
南
満
州
に
限
っ
て
日
本
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
を
最
後
の
手
段
と

し
て
覚
悟
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た（

152
）。

し
か
も
、
日
本
を
含
め
た
新
借
款
団
の
設
立
を
一
貫
し
て
優
先
し
て
き
た
た
め
、
ア
メ
リ
カ
の
中

国
政
策
の
伝
統
と
も
い
う
べ
き
﹁
不
作
為
﹂
は
、
依
然
と
し
て
続
い
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
年
明
け
す
ぐ
の
二
月
に
会
計
年
度
末
を
迎
え
る

北
京
政
府
は
、
出
処
を
問
わ
ず
に
行
政
借
款
を
受
け
入
れ
る
用
意
を
半
ば
公
然
と
表
明
し
て
い
た
。
さ
ら
に
シ
カ
ゴ
銀
行
借
款
の
失
敗
に
よ

っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
提
唱
し
て
い
た
応
急
借
款
へ
の
賛
同
を
、
す
で
に
ア
メ
リ
カ
は
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、

イ
ギ
リ
ス
や
日
本
の
主
導
で
、
対
華
国
際
借
款
の
た
め
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
事
実
上
構
築
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
中
、
一
二
月
二
〇
日
の
ラ
モ
ン
ト
に
宛
て
た
手
紙（

153
）の

中
で
ロ
ン
グ
は
、
新
借
款
団
へ
の
日
本
の
参
加―

つ
ま
り
現
状
の
打
開

　
（
二
〇
二
二
）
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が
﹁
満
州
と
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
日
本
の
特
殊
権
益
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
で
可
能
に
な
﹂
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
た
。
た
だ
し
、
排
他
的

な
政
治
的
特
権
で
は
な
く
﹁
満
州
・
モ
ン
ゴ
ル
地
域
で
の
経
済
的
産
業
的
特
権
﹂
に
限
っ
て
で
あ
る
。
同
地
や
﹁
他
の
中
国
の
地
域
で
、
日

本
が
何
ら
か
の
政
治
的
な
権
利
を
持
つ
こ
と
を
認
め
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
政
府
を
救
う
﹂
た
め
に
、
以
上
の
承
認
を
行
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
満
鉄
や
﹁
あ
る
い
は
指
定
さ
れ
た
他
の
多
く
の
鉄
道
で
、
実
質
的
な
事
業
の
進
展
が
見
ら
れ
、
あ
る
い
は
⋮
⋮
具
体
的

な
附
随
の
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
、
我
々
は
︹
除
外
を
︺
認
め
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
さ
ら
に
⋮
⋮
特
定
の
ケ
ー
ス
で
、
ま

だ
着
手
さ
れ
て
い
な
い
事
業
に
つ
い
て―

熟
考
の
上―

す
で
に
完
成
し
て
い
る
鉄
道
の
一
区
画
と
み
な
し
て
、
実
際
的
な
進
展
が
あ
る

︹
事
業
だ
︺
と
い
う
意
思
が
あ
﹂
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
列
挙
主
義
に
よ
る
承
認
で
あ
る
。
た
だ
し
、満
蒙
と
日
本
と
の
﹁
特
殊
関
係
﹂

を
根
拠
と
す
る
の
で
は
な
く
、﹁
実
質
的
な
進
捗
の
あ
る
事
業
﹂
を
除
外
す
る
と
し
た
新
借
款
団
規
約
に
あ
く
ま
で
も
基
づ
い
て
、
日
本
の

主
張
と
折
り
合
い
を
付
け
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
ロ
ン
グ
が
い
う
﹁
特
殊
権
益
﹂
の
承
認
と
は
、
日
本
政
府
の
概
括
﹁
留
保
﹂
は
も
と
よ
り
、
満
蒙
と
日
本
の
特
殊
関
係
を

根
拠
に

0

0

0

、
個
別
の
権
益
を
あ
げ
て
留
保
を
行
う
と
す
る
日
本
外
務
省
の
列
挙
主
義
と
も
懸
隔
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
内
容
で
も
ア
メ
リ

カ
政
府
が
直
接
承
認
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
ロ
ン
グ
は
外
交
官
で
は
な
く
﹁
銀
行
家
﹂
で
あ
る
ラ
モ
ン
ト
に
、
政
府
で
は
な
く
、
ア

メ
リ
カ
銀
行
団
の
代
表
と
し
て
東
京
に
赴
い
て
、
日
本
と
の
交
渉
を
ま
と
め
る
よ
う
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
手
紙
の
最
後
を
ロ
ン
グ
は
、
日
本
の
軍
需
物
資
購
入
の
情
報
に
触
れ
な
が
ら（

154
）、﹁

私
の
主
要
な
関
心
は
将
来
の
ト
ラ
ブ
ル
の
可
能
性

を
つ
み
取
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
新
借
款
団
は
や
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
⋮
⋮
﹂
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
多
く
の
問
題
が
未

解
決
な
ま
ま
残
さ
れ
る
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
、
パ
リ
講
和
会
議
に
お
け
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
新
た
な
国
際
政
治
の

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
構
築
を
優
先
し
て
、
限
定
的
と
は
い
え
、
日
本
の
主
張
を
容
認
す
る
〝
不
正
義
＂
を
行
う
こ
と
を
、
ロ
ン
グ
は
決
心
し

た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
二
回
目
は
ア
メ
リ
カ
政
府
に
代
わ
っ
て
、
ラ
モ
ン
ト
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
国
内
政
治
で
敗
退
に
追

　
（
二
〇
二
三
）
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い
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
構
想
の
二
の
舞
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

2
．
ラ
モ
ン
ト
訪
日
と
日
本
の
﹁
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
﹂

　

表
向
き
ラ
モ
ン
ト
は
﹁
ア
メ
リ
カ
政
府
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
た
が
、
ロ
ン
グ
だ
け
で
な
く
、
ラ
ン
シ
ン
グ
や
国
務
長

官
代
理
の
ポ
ー
ク
と
も
会
談
を
行
い
﹁
完
全
に
一
致
に
達
し
た
﹂
上
で
、
二
月
初
め
に
日
本
に
出
発
し
た
（
到
着
は
三
月
二
日
）。
現
地
の

モ
リ
ス
駐
日
大
使
に
対
し
て
も
国
務
省
は
、
そ
の
活
動
に
可
能
な
限
り
の
便
宜
を
提
供
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る（

155
）。

　

ラ
モ
ン
ト
の
到
着
直
前
の
モ
リ
ス
へ
の
指
示
の
中
で
、
新
借
款
団
を
め
ぐ
る
事
態
が
非
常
に
切
迫
し
て
い
る
こ
と
を
国
務
省
は
強
調
し
て

い
る（

156
）。

ア
メ
リ
カ
の
提
議
か
ら
す
で
に
一
八
个
月
が
経
過
し
な
が
ら
、
日
本
政
府
の
満
蒙
概
括
﹁
留
保
﹂
要
求
の
た
め
だ
け
に
、
新
借
款
団

の
設
立
は
い
ま
だ
実
現
し
て
お
ら
ず
、
借
款
を
受
け
ら
れ
な
い
中
国
側
の
不
満
も
大
い
に
高
ま
っ
て
い
た
。﹁
自
由
か
つ
克
己
的
な
精
神
﹂

を
米
英
仏
と
共
有
し
て
い
る
日
本
銀
行
団
と
は
こ
と
な
り
、
協
調
の
姿
勢
を
見
せ
よ
う
と
し
な
い
日
本
政
府
に
対
し
て
国
務
省
は
不
満
を
露

わ
に
し
て
い
る
。
し
か
も
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
す
で
に
﹁
特
定
の
事
業
に
関
す
る
日
本
の
利
益
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
﹂
こ
と
を
表
明

し
て
、
譲
歩
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
の
問
題
の
先
延
ば
し
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
今
回
の
交
渉
が
不
調
に
終
わ
れ
ば
、﹁
競

争
と
紛
争
の
不
利
益
﹂
を
承
知
し
な
が
ら
も
、
中
国
で
の
事
業
展
開
を
望
ん
で
い
る
﹁
全
て
の
ア
メ
リ
カ
の
金
融
機
関
﹂
に
対
し
て
、
ア
メ

リ
カ
政
府
は
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
厳
し
い
口
調
で
日
本
政
府
の
態
度
を
非
難
し
な
が
ら
も
、﹁
日
本
の
正
当
な
権
利
の
安
全
を
保
証
し
、
正
し
く
日
本
の
も
の
で

あ
る
べ
き
も
の
は
放
棄
を
す
る
必
要
が
な
い
﹂
と
の
方
式
の
も
と
で
、﹁
日
本
が
完
全
か
つ
心
か
ら
協
力
す
る
こ
と
﹂
が
依
然
と
し
て
国
務

省
の
希
望
で
あ
っ
た
。
ラ
モ
ン
ト
の
交
渉
が
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば
、﹁
新
借
款
団
の
見
込
み
が
全
く
無
く
な
っ
て
し
ま
う
﹂
こ
と
を
ロ
ン

グ
は
覚
悟
し
て
い
た（

157
）。

国
務
省
の
指
示
が
、
交
渉
が
決
裂
し
た
場
合
に
は
、
三
国
借
款
の
結
成
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
資
本
の
す
べ
て
の
活

　
（
二
〇
二
四
）
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動
を
支
援
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
し
て
い
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ロ
ン
グ
は
、
特
に
国
内
の
銀
行
界
を
ま
と
め
き
れ
な
い
フ
ラ
ン
ス
政

府
に
不
信
感
を
持
っ
て
お
り
、
日
本
の
加
入
が
実
現
し
な
け
れ
ば
、
英
仏
と
の
協
調
行
動
も
う
ま
く
い
か
な
い
と
悲
観
し
て
い
た
の
で
あ
る（

158
）。

　

こ
の
た
め
、
著
名
な
﹁
国
際
金
融
家
﹂
と
し
て
の
ラ
モ
ン
ト（

159
）の

影
響
力
に
期
待
し
て
訪
日
を
依
頼
し
た
国
務
省
で
あ
っ
た
が
、
交
渉
を
完

全
に
委
ね
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
モ
リ
ス
に
は
﹁︹
節
目
ご
と
に
︺
完
全
な
報
告
を
送
る
よ
う
に
﹂
命
じ
て
、
そ
の
都
度
に
﹁︹
国

務
省
が
︺
指
示
を
行
う
﹂
と
釘
を
刺
し
て
い
る（

160
）。

さ
ら
に
ロ
ン
グ
は
個
人
的
に
モ
リ
ス
に
指
示
を
送
り
、ラ
モ
ン
ト
に
よ
る
交
渉
と
は
別
に
、

石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
の
秘
密
議
定
書
を
用
い
て
﹁
日
本
を
揺
さ
ぶ
る
﹂
こ
と
を
計
画
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
﹁
最
も
有
利
﹂

な
時
機
と
方
法
で―

つ
ま
り
日
本
の
譲
歩
を
勝
ち
取
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
ラ
モ
ン
ト
に
も
秘
密
に
す
る
よ
う
に
注

意
し
て
い
る（

161
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ラ
モ
ン
ト
の
訪
日
は
、
日
本
の
加
入
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
新
借
款
団
の
結
成
に
と
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
最
後
の
チ
ャ
ン

ス
だ
と
国
務
省
で
は
認
識
さ
れ
て
い
た
。
相
当
の
危
機
感
の
下
、
ロ
ン
グ
ら
は
ラ
モ
ン
ト
を
送
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
切
迫
感
を
、
日
本
側
は
ほ
と
ん
ど
共
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
日
本
の
概
括
﹁
留
保
﹂
要
求
に
対

す
る
、
一
九
一
九
年
一
〇
月
の
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
回
答
が
、﹁
既
得
権
を
主
と
し
て
英
米
共
に
既
成
の
も
の
を
害
せ
ざ
る
旨

申
越
﹂
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
交
渉
の
妥
結
を
そ
れ
ほ
ど
悲
観
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ラ
モ
ン
ト
訪
日
前
の
一
月
一
二

日
の
閣
議
で
は
﹁
多
少
譲
歩
し
て
本
件
を
決
す
る
事
﹂
で
合
意
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
伊
東
巳
代
治
は
も
っ
ぱ
ら
イ
ギ
リ
ス
の
回
答
文
に
強

く
反
応
し
、
列
挙
主
義
を
推
す
外
務
省
の
〝
非
現
実
性
＂
を
強
く
非
難
し
た
際
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
満
蒙
権
益
の
留
保
に
色
気
を
見
せ

始
め
て
い
る（

162
）。

　

以
上
の
よ
う
に
︿
多
少
の
譲
歩
﹀
に
よ
っ
て
新
借
款
団
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
し
た
日
本
政
府
は
、
お
そ
ら
く
ラ
モ
ン
ト
の
訪
日
に
合

わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
、
三
月
二
日
付
で
、
前
年
一
〇
月
の
ア
メ
リ
カ
の
覚
書
に
対
す
る
返
答
を
送
付
す
る
。
そ
の
内
容
は
満
蒙
地
域
と
日
本

　
（
二
〇
二
五
）
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の
あ
い
だ
の
﹁
死
活
﹂
的
な
関
係
を
理
由
に
、﹁
国
防
﹂
と
﹁
国
家
及
ビ
国
民
ノ
生
存
上
﹂
必
要
不
可
欠
な
留
保
を
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
日

本
の
立
場
に
理
解
を
求
め
た
上
で
、日
本
の
要
求
は
決
し
て
中
国
国
民
の
﹁
志
望
﹂
や
満
蒙
地
域
に
お
け
る
﹁
列
国
ノ
利
益
﹂
を
無
視
し
て
、

地
域
全
体
の
経
済
利
益
を
壟
断
し
た
り
、
政
治
的
か
つ
排
他
的
な
権
利
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
と
明
言
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
と

し
て
、
留
保
を
希
望
す
る
個
々
の
権
益
名
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
い
る
。

　

除
外
対
象
に
あ
げ
ら
れ
た
鉄
道
権
益
は
、
前
年
一
〇
月
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
ラ
ン
シ
ン
グ
が
例
示
し
て
い
た
も
の
よ
り
﹁
過
大
﹂
で
は
あ

っ
た
が
、﹁
す
で
に
完
成
し
て
い
る
鉄
道
の
一
区
画
と
み
な
す
﹂
こ
と
で
、
ロ
ン
グ
が
希
望
し
て
い
た
よ
う
に
、
日
本
の
特
殊
関
係
に
は
言

及
せ
ず
、
新
借
款
団
規
約
の
拡
大
解
釈
だ
け
で
処
理
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
国
務
省
は
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
意
向
を
固

め
る（

163
）。

新
借
款
団
の
結
成
に
と
っ
て
最
後
の
障
害
で
あ
っ
た
、
日
本
の
概
括
﹁
留
保
﹂
要
求
の
撤
回
を
最
優
先
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
対
米
覚
書
と
同
時
に
日
本
政
府
が
提
示
し
た
﹁
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
﹂
に
よ
っ
て
交
渉
は
再
び
紛
糾
す
る
。

﹁
南
満
州
及
東
部
内
蒙
古
ニ
関
ス
ル
借
款
ニ
シ
テ
、
帝
国
ノ
国
防
並
国
民
ノ
経
済
的
生
存
ノ
安
全
ヲ
確
保
ス
ル
上
ニ
於
テ
重
大
ナ
ル
障

害
ヲ
来
タ
ス
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
、
帝
国
政
府
ニ
於
テ
其
ノ
安
全
ヲ
保
障
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
執
ル
ノ
自
由
ヲ
留

保
ス（

164
）﹂。

　

以
上
の
承
認
を
前
提
に
、
日
本
政
府
は
昨
年
五
月
の
新
借
款
団
決
議
を
承
認
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
日
本
政
府
は
、
こ
の
﹁
フ
ォ

ー
ミ
ュ
ラ
﹂
を
、
カ
ー
ゾ
ン
の
求
め
に
応
じ
て
案
出
し
た
と
説
明
し
て
い
た
。
確
か
に
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
、
地
域
的
な
留
保
と
は
異
な
る
、

日
本
の
﹁
国
防
上
﹂
の
安
全
を
保
障
す
る
よ
う
な
方
式
（a form

ual

）
は
な
い
か
と
日
本
側
に
求
め
、
督
促
ま
で
し
て
い
た（

165
）。

た
だ
、
日

本
の
国
防
上
の
安
全
を
保
障
す
る
た
め
に
﹁
地
理
的
留
保
で
は
な
い
と
の
了
解
の
下
に
南
満
州
に
限
り

0

0

0

0

0

0

我
留
保
を
承
認
す
る
﹂
こ
と
は
出
来

　
（
二
〇
二
六
）
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な
い
か
と
の
珍
田
の
問
い
か
け
に
、﹁
毫
モ
交
譲
ノ
色
ヲ
示
サ
﹂
な
か
っ
た
事
実
か
ら
、満
蒙
全
体
を
対
象
と
す
る
日
本
の
﹁
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
﹂

が
カ
ー
ゾ
ン
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う（

166
）。

ど
ち
ら
に
せ
よ
、
事
前
に
ア
メ
リ
カ
の
意
向
を
全
く
探
る
こ
と

な
く
、
カ
ー
ゾ
ン
か
ら
の
要
請
だ
け
を
理
由
に
、
概
括
﹁
留
保
﹂
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
要
求
を
な
し
た
こ
と
は
か
な
り
不
注
意
で
あ
っ

た
。
交
渉
の
決
裂
さ
え
深
刻
に
危
惧
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
側
の
緊
迫
感
を
、日
本
政
府
が
ほ
と
ん
ど
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。

　

ラ
モ
ン
ト
に
よ
る
交
渉
を
﹁
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
﹂
と
考
え
て
い
た
国
務
省
の
政
策
担
当
者
た
ち
は
、
交
渉
の
妥
結
を
考
え
始
め
て
い
た
日

本
政
府
と
は
対
照
的
に
、
そ
の
﹁
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
﹂
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。
マ
ク
マ
リ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
の
朝
鮮
や
満
州
に
お
け

る
日
本
の“defensive right ”
の
主
張
が
、
前
者
で
は
韓
国
の
併
合
に
、
後
者
で
は
タ
フ
ト
政
権
が
推
し
進
め
た
錦
愛
鉄
道
計
画
の
頓
挫
に

つ
な
が
っ
た
事
実
を
強
調
し
、﹁
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
﹂
の
承
認
は
﹁︹
満
蒙
か
ら
の
列
強
の
︺
追
放
が
完
成
す
る
文
言
﹂
へ
の
誓
約
を
意
味
す
る

と
危
機
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
た（

167
）。

　

こ
う
し
た
中
、
ロ
ン
グ
は
か
ね
て
か
ら
考
え
て
い
た
石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
の
秘
密
議
定
書
の
使
用
を
具
体
化
さ
せ
始
め
る
。
ま
ず
同

協
定
の
本
文
に
よ
っ
て
﹁
日
本
の
特
殊
権
益
（Special interest

）
は
承
認
さ
れ
て
お
り
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
の
活
動
を
恐
れ
る
理
由
は
何

も
な
い
﹂
は
ず
で
あ
っ
た
。
同
時
に
日
本
は
、
そ
の
秘
密
議
定
書
に
よ
っ
て
﹁
中
国
を
侵
略
す
る
た
め
に
、
大
戦
時
の
よ
う
な
︹
国
際
︺
状

況
を
利
用
し
な
い
﹂
こ
と
を
誓
約
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
は
、﹁
日
本
が
当
該
地
域
に
お
い
て
あ
る
一
定
の
経
済
的
、

産
業
的
権
利
を
持
つ
﹂
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
と
も
に
、
こ
の
日
本
の
特
殊
利
益
が
﹁
非
政
治
的
﹂
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
と
、
ロ
ン
グ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
近
接
す
る
地
域
と
の
国
防
上
、
経
済
的
生
存
上
の
緊
切
な
関
係
を
主
張
す
る
こ
と
は
可
能

だ
が
、
そ
れ
は
ど
の
国
に
も
適
用
さ
れ
る
﹁
国
際
法
の
一
般
原
則
﹂
に
過
ぎ
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
﹁
公
的
な
形
で
再
保
証
す
る
こ
と
は
不
必
要
か

つ
過
剰
﹂
で
あ
る
こ
と
を
、
日
本
政
府
に
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る（

168
）。

　

ロ
ン
グ
は
以
上
の
交
渉
戦
術
に
つ
い
て
、
マ
ク
マ
リ
ー
の
同
意
も
得
た
上
で
、
長
官
代
理
の
ポ
ー
ク
を
通
じ
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の

　
（
二
〇
二
七
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最
終
的
な
許
可
を
求
め
万
全
を
期
し
た
。
国
務
省
が
現
在
﹁
日
本
を
新
借
款
団
に
加
入
さ
せ
る
た
め
の
最
後
の
努
力
を
行
っ
て
い
る
﹂
こ
と
、

そ
し
て
秘
密
議
定
書
が
﹁
ア
メ
リ
カ
が
持
っ
て
い
る
唯
一
の
外
交
上
の
武
器
﹂
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
、
早
急
に
承
認
す
る
よ
う
に
要
請

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
協
定
は
、
ま
が
り
な
り
に
も
日
本
と
（
満
蒙
だ
け
で
な
く
）
中
国
と
の
特
殊
関
係
を
認
め
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
と

し
て
は
出
来
れ
ば
持
ち
出
し
た
く
な
い
諸
刃
の
剣
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、即
時
の
実
行
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、﹁
最
後
の
手
段
﹂

を
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
使
用
す
る
た
め
に
﹁
前
も
っ
て
モ
リ
ス
に
指
示
を
与
え
て
お
き
、
そ
の
裁
量
権
を
承
認
し
て
お
く
必
要
﹂
が
あ
っ

た
の
で
あ
る（

169
）。

秘
密
議
定
書
の
使
用
に
関
す
る
指
示
は
、
す
ぐ
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
承
認
を
得
て
打
電
さ
れ
て
い
る
（
三
月
一
一
日（

170
））。

　

一
方
で
東
京
の
ラ
モ
ン
ト
は
、
モ
リ
ス
と
密
接
に
連
携
・
協
力
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ル
ス
ト
ン
代
理
大
使
と
も
盛
ん
に
連
絡
を
取

り
、
事
態
の
打
開
の
た
め
に
精
力
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
有
力
な
財
界
人
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
モ
リ
ス
の
人
脈
を
通
じ
て
、
原
や

内
田
を
初
め
と
し
た
主
だ
っ
た
閣
僚
や
、
外
交
調
査
会
委
員
、
さ
ら
に
は
（
直
接
で
は
な
い
が
）
元
老
の
山
県
有
朋
と
も
接
触
し
て
い
る
。

し
か
も
皆
が
﹁
新
借
款
団
案
へ
の
支
持
を
個
人
的
に
表
明
し
て
く
れ
た
﹂
と
い
う（

171
）。

よ
っ
て
新
借
款
団
に
反
対
し
て
い
る
唯
一
の
政
治
勢
力

は
﹁
軍
閥
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。﹁
日
本
で
の
仕
事
は
、
と
て
も
偉
大
で
興
奮
す
る
ゲ
ー
ム
だ
。
ミ
リ
タ
リ
ー
・
パ
ー
テ
ィ
が
私
を
不

利
な
立
場
に
置
こ
う
と
画
策
し
て
い
る
。
リ
ベ
ラ
ル
派
が
私
に
密
か
に
会
い
に
来
て
、
彼
ら
は
私
の
た
め
に
働
い
て
く
れ
る（

172
）﹂。

そ
の
日
本

政
治
イ
メ
ー
ジ
は
、
国
務
省
の
担
当
者
と
比
べ
て
も
か
な
り
に
単
純
化
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
自
身
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト

と
な
っ
た
井
上
準
之
助
へ
の
極
め
て
高
い
評
価
と
深
い
信
頼
に
も
つ
な
が
っ
て
い
た
。
井
上
は
﹁
近
代
日
本
の
自
由
主
義
グ
ル
ー
プ
の
卓
越

し
た
タ
イ
プ
﹂
で
あ
り
、
満
蒙
の
概
括
留
保
に
執
拗
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
強
力
な
﹁
軍
閥
﹂
を
封
じ
込
め
る
た
め
に
、
勇
敢
に
政
府
に
働
き

か
け
て
い
る
、
と
ラ
モ
ン
ト
は
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
で
あ
る（

173
）。

　

二
人
は
三
月
四
日
か
ら
五
度
の
会
談
を
行
っ
た
が
、
特
に
食
料
・
人
口
問
題
を
理
由
に
、
日
本
と
満
蒙
の
﹁
特
殊
の
関
係
（unique 

relation

）﹂
へ
の
理
解
を
訴
え
る
井
上
に
対
し
て
、
ラ
モ
ン
ト
は
強
い
共
感
を
示
し
た
。﹁
満
蒙
両
地
が
日
本
の
国
防
上
の
必
要
か
ら
、
ま

　
（
二
〇
二
八
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た
日
本
の
経
済
上
の
立
場
か
ら
も
、
日
本
の
生
存
に
す
こ
ぶ
る
必
要
な
土
地
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
も
異
存
が
な
い
﹂
と
応
え
て
い

る
。
そ
も
そ
も
自
身
が
起
草
し
た
借
款
団
規
約
に
﹁
実
質
上
ノ
進
捗
（Substantial progress

）
ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
他
ト
共
同
経
営

（pool
）
ス
ル
必
要
ナ
シ
﹂
と
の
一
節
を
挿
入
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
正
当
な
国
家
的
要
求
を
満
た
す
た
め
で
あ
っ
た
と
ラ
モ
ン
ト
は
説
明

し
た（

174
）。

そ
し
て
、
こ
の
一
節
を
﹁
広
く
寛
大
に
解
釈
し
て
﹂、
日
本
が
列
挙
し
て
い
る
鉄
道
権
益
（
未
着
手
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
）

を
共
同
経
営
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を
請
け
合
っ
た
の
で
あ
る
。
井
上
の
い
う
﹁
日
本
の
特
殊
関
係
（unique relation

）
を
認
め
る

0

0

0

以
上
、

実
際
問
題
と
し
て
︹
以
上
の
︺
協
定
に
ど
の
よ
う
な
困
難
も
あ
ろ
う
は
ず
が
﹂
な
か
っ
た（

175
）。

　

第
一
回
目
の
会
談
の
後
に
﹁
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
﹂
の
内
容
を
知
っ
た
ラ
モ
ン
ト
が
深
い
失
望
を
表
明
す
る
場
面
が
あ
っ
た
も
の
の
、
両
者
の

話
し
合
い
は
極
め
て
友
好
的
に
進
ん
だ（

176
）。

三
月
一
〇
日
に
は
ラ
モ
ン
ト
と
モ
リ
ス
が
問
題
の
解
決
策
と
し
て
考
案
し
て
い
た
日
米
銀
行
団
間

の
往
復
書
簡
案
が
完
成
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
提
議
か
ら
両
者
の
会
談
に
ま
で
二
〇
个
月
近
く
も
か
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
確
か
に
﹁
経

済
の
論
理
﹂
を
共
有
す
る
井
上
と
ラ
モ
ン
ト
の
交
渉
は
す
こ
ぶ
る
生
産
的
で
あ
っ
た（

177
）。

　

し
か
し
、
こ
の
往
復
書
簡
案
は
、
大
き
な
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。﹁
軍
閥
﹂
が
支
配
す
る
日
本
政
府
が
、
で
は
な
く
、﹁
完
全
に
一
致

に
達
し
て
﹂
ラ
モ
ン
ト
を
送
り
出
し
た
は
ず
の
国
務
省
が
、
そ
の
内
容
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
新
借
款
団
設
立
問
題
の
解
決
の
た
め

に
は
、
も
う
一
度
﹁
政
治
の
論
理
﹂
に
よ
る
最
終
調
整
が
必
要
で
あ
っ
た
。

3
．
決
着

　

三
月
一
〇
日
の
井
上
・
ラ
モ
ン
ト
会
談
で
合
意
さ
れ
た
往
復
書
簡
案
に
国
務
省
が
頑
と
し
て
首
を
縦
に
振
ら
な
か
っ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ

銀
行
団
が
差
し
出
す
は
ず
の
書
簡
内
容
に
原
因
が
あ
っ
た
。
日
本
側
か
ら
は
、前
年
六
月
に
提
出
し
た
満
蒙
の
概
括
除
外
要
請
を
取
り
下
げ
、

新
借
款
団
の
﹁
一
般
的
趣
旨
及
目
的
ニ
衷
心
賛
同
﹂
す
る
と
の
内
容
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
望
ん
で
い
た
文
言
そ
の
も
の
で
あ
っ
た（

178
）。

　
（
二
〇
二
九
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し
か
し
、
そ
れ
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
側
の
返
答
案
は
、
ま
ず
﹁
貴
団
ノ
満
州
及
蒙
古

0

0

0

0

0

ニ
関
シ
テ
有
ス
ル
（
貴
団
ノ
セ
ラ
レ
タ
ル
如
ク
）
経

済
的
見
解
︹
人
口
・
食
糧
問
題
︺
ヲ
明
瞭
ニ
了
解
﹂
し
、
更
に
﹁
南
満
州
ニ
オ
ケ
ル
鉄
道
ノ
発
達
ノ
朝
鮮
ノ
軍
略
上
ノ
地
位
ニ
、
或
ル
関
係

有
ス
ベ
シ
﹂
と
い
う
主
張
を
﹁
了
認
﹂
し
て
い
た
。
特
に
後
段
は
大
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
理
由
と
し
て
﹁
四
国
銀
行
団
ノ
一
致
ナ
ク
シ

テ
︹
つ
ま
り
日
本
の
同
意
な
く
し
て
︺
南
満
州
ニ
於
テ
新
鉄
道
線
路
ノ
敷
設
ヲ
企
図
セ
ン
コ
ト
ハ
、
全
然
米
国
銀
行
団
の
趣
旨
ニ
反
ス
ル
モ

ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
声
明
ス
ル
﹂
と
明
言
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
末
尾
に
は
﹁
本
書
ハ
⋮
⋮
英
仏
銀
行
団
、
随
テ
又
米
、
英
及
仏
ノ
各

国
政
府
ノ
同
意
ヲ
得
タ
ル
上
ニ
テ
初
メ
テ
貴
団
ニ
伝
達
ス
ル
﹂
と
ご
丁
寧
に
も
断
っ
て
あ
っ
た（

179
）。

こ
の
内
容
で
は
、
南
満
州
で
の
新
借
款
団

の
活
動
に
対
す
る
日
本
の
︿
拒
否
権
﹀
を
ア
メ
リ
カ
政
府
が
承
認
す
る
の
と
同
様
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
﹁
ア
メ
リ
カ
政
府
と
無
関
係
﹂
の
ラ

モ
ン
ト
を
派
遣
し
た
意
味
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
日
本
と
満
蒙
の
︿
経
済
的
特
殊
関
係
﹀
を
積
極
的
に
認
め
る
こ
と
で
、
新
借

款
団
交
渉
を
打
開
し
よ
う
と
し
た
ラ
モ
ン
ト
の
﹁
経
済
の
論
理
﹂
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
そ
の
〝
公
認
＂
を
好
ま
な
い
国
務
省
の
﹁
政

治
の
論
理
﹂
の
前
に
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

南
満
州
に
関
す
る
日
本
の
︿
拒
否
権
﹀
を
認
め
る
よ
う
な
内
容
が
書
簡
案
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
は
、
結
果
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
外
務

省
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
た
。
く
だ
ん
の
﹁
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
﹂
を
含
む
日
本
の
覚
書
を
受
け
取
っ
た
際
、
先
述
し
た
よ
う
に
国
務
省

は
、
日
本
が
除
外
を
求
め
て
き
た
鉄
道
に
関
し
て
は
す
べ
て
受
け
入
れ
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
地
理
的
・
政
治
的
な
留
保
を
取
り
下
げ
さ
せ
、

勢
力
範
囲
の
存
在
を
認
め
な
い
ア
メ
リ
カ
の
原
則
が
守
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
質
的
な
譲
歩
に
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
イ
ギ
リ
ス
側
は
そ
う
は
考
え
な
か
っ
た
。
列
挙
さ
れ
て
い
る
鉄
道
の
う
ち
、
満
鉄
か
ら
西
（
長
春
・
洮
南
／
四
平
街
・
鄭
家
屯
／
鄭

家
屯
・
洮
南
）
と
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
南
（
洮
南
・
熱
河
及
び
同
線
の
一
地
点
か
ら
海
港
に
至
る
線
）
に
延
び
る
予
定
線
に
つ
い
て
は
、
従

来
か
ら
の
﹁
日
本
の
特
殊
権
益
範
囲
﹂
と
は
異
な
る
と
激
し
く
反
発
し
た
の
で
あ
る（

180
）。

勢
力
範
囲
シ
ス
テ
ム
は
も
は
や
現
在
の
国
際
政
治
の

﹁
精
神
﹂
と
一
致
し
な
い
と
珍
田
に
説
教
を
し
た
カ
ー
ゾ
ン
で
あ
っ
た
が
、
交
渉
が
具
体
的
な
権
益
の
問
題
に
か
か
わ
る
と
、﹁
新
外
交
﹂
の

　
（
二
〇
三
〇
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原
則
よ
り
も
、
勢
力
圏
外
交
の
ル
ー
ル
を
優
先
し
た
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
日
本
の
同
盟
国
と
の
共
同
圧
力
を
重
視
し
た
国
務
省
は
、
地
理
的
・
政
治
的
留
保
を
許
さ
な
い
と
の
原
則
は
固
守
し
た
も
の
の
、

洮
熱
線
の
提
供
を
日
本
に
求
め
る
こ
と
で
イ
ギ
リ
ス
と
折
り
合
い
を
付
け
て
、
三
月
二
日
の
日
本
の
覚
書
に
回
答
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
た

め
ラ
モ
ン
ト
も
、
井
上
と
の
会
談
で
、
途
中
か
ら
洮
熱
線
の
提
供
を
要
求
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
往
復
書
簡
案
に
、
実
質
上
の
日

本
の
︿
拒
否
権
﹀
を
盛
り
込
ん
だ
の
は
、
そ
の
代
償
で
あ
っ
た
。
井
上
を
代
表
と
す
る
﹁
日
本
の
財
界
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
﹂
が
、
感
情
的
な

世
論
や
政
府
内
部
の
強
硬
派
を
説
得
し
、﹁
軍
閥
﹂
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
代
償
は
﹁
か
な
り
の
程
度
正
当
か
つ
合
理
的
﹂
で
あ

っ
た（

181
）。

ラ
モ
ン
ト
は
、
モ
ル
ガ
ン
に
仲
介
を
頼
ん
で
ま
で
、
自
身
の
往
復
書
簡
案
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
国
務
省
に
要
請
し
て
い
る（

182
）。

　

井
上
と
の
会
談
で
一
致
し
た
往
復
書
簡
案
を
承
認
す
る
よ
う
に
ラ
モ
ン
ト
と
モ
リ
ス
が
本
国
を
説
得
し
て
い
る
頃
、
三
月
二
日
の
日
本
政

府
の
覚
書
（﹁
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
﹂）
に
対
す
る
米
英
両
国
政
府
の
回
答
が
送
付
さ
れ
、事
態
は
大
き
く
動
く（

183
）。

両
者
と
も
に
﹁
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
﹂

と
洮
熱
線
の
除
外
要
求
を
取
り
下
げ
る
よ
う
に
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、﹁
従
来
我
国
が
満
蒙
を
勢
力
範
囲
な
り
と
漠
然
主
張
せ
し
趣
旨

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
り
寧
ろ
具
体
的
に
保
證
す
る
事
な
る
が
如
き
返
答

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
と
、
日
本
政
府
（
少
な
く
と
も
原
）
は
そ
の
内
容
を
意
外
に
も
好
意
的
に
評
価
し
た

の
で
あ
る（

184
）。

　

お
そ
ら
く
原
や
内
田
は
、
特
に
ア
メ
リ
カ
の
覚
書
に
あ
っ
た
以
下
の
文
言
か
ら
、
満
蒙
と
の
特
殊
関
係
を
主
張
す
る
日
本
の
立
場
が
認
め

ら
れ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

①　
﹁
米
国
政
府
ハ
日
本
ノ
﹃
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
﹄
ニ
於
テ
表
明
セ
ラ
レ
タ
ル
主
義
ノ
主
眼
ト
ス
ル
所
ニ
対
シ
テ
ハ
、
敢
エ
テ
同
感
ヲ
表
セ

ザ
ル
次
第
ニ
ハ
非
ズ
﹂。

　

②　
﹁
米
国
政
府
ハ
日
米
間
ニ
現
存
ス
ル
了
解
︹
石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
︺
並
日
本
ト
借
款
団
ニ
参
加
ス
ベ
キ
他
ノ
列
国
ト
ノ
間
ニ
モ

同
様
存
在
ス
ト
思
惟
セ
ラ
ル
了
解
ノ
特
殊
関
係
ニ
顧
ミ
、
新
借
款
団
ガ
日
本
ノ
経
済
的
生
存
又
ハ
国
防
ニ
背
反
ス
ル
何
等
措
置
ヲ
試
ミ

　
（
二
〇
三
一
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ル
モ
ノ
ア
ル
ベ
シ
ト
懸
念
ス
ル
要
ナ
シ
﹂。

　

③　
﹁
如
上
ノ
次
第
ニ
付
、
日
本
ノ
緊
切
ナ
ル
利
益
ニ
危
険
ヲ
及
ボ
ス
ガ
如
キ
優
先
権
（
オ
プ
シ
ョ
ン
）
ニ
対
シ
支
援
ヲ
拒
斥
ス
ベ
キ
コ

ト
ハ
明
ラ
カ
ニ
シ
テ
、
日
本
ハ
之
ニ
就
テ
偏
ニ
他
ノ
二
列
国
ノ
誠
意
ニ
信
頼
シ
意
ヲ
安
ン
ジ
テ
可
ナ
リ
﹂。

　

も
ち
ろ
ん
国
務
省
自
身
は
、
一
般
的
な
国
際
法
の
原
則
を
強
調
し
た
り
し
て
、﹁
勢
力
範
囲
﹂
の
承
認
に
な
ら
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
意

を
払
っ
て
い
る
が
、
日
本
と
の
妥
協
を
優
先
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
表
現
は
か
な
り
弱
い
。

　

そ
の
後
ラ
モ
ン
ト
と
井
上
の
間
で
も
う
一
度
往
復
書
簡
案
が
練
り
直
さ
れ
、
国
務
省
が
希
望
し
た
と
お
り
、
除
外
さ
れ
る
権
益
の
み
を
列

挙
し
た
内
容
で
合
意
を
見
て
い
る
（
三
月
二
六
日（

185
））。

原
内
閣
が
﹁
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
﹂
の
取
り
下
げ
を
求
め
る
米
英
か
ら
の
回
答
の
内
容
を
、

高
く
評
価
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
同
日
に
、
新
た
な
対
米
・
対
英
回
答
案
も
外
務
省
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
閣
議
で
承
認
さ
れ
た
。
こ
の
回
答

案
で
は
﹁
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
﹂
が
完
全
に
撤
回
さ
れ
、
新
借
款
団
交
渉
の
開
始
以
来
、
日
本
政
府
が
一
貫
し
て
主
張
し
て
き
た
概
括
的
な
留
保

が
初
め
て
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る（

186
）。

　

石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
の
秘
密
議
定
書
の
暴
露
を
考
慮
す
る
ほ
ど
、
交
渉
の
行
方
を
悲
観
し
て
い
た
ロ
ン
グ
に
と
っ
て
、
こ
の
結
果
は

期
待
以
上
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
、
ロ
ン
グ
の
︿
自
画
自
賛
﹀
は
、
新
た
な
往
復
書
簡
案
の
内
容
と
日
本
政
府
の
回
答
文
の
概

要
を
、ラ
モ
ン
ト
や
モ
リ
ス
が
い
ち
早
く
知
ら
せ
て
き
た
際
の
も
の
で
あ
る（

187
）。﹁

満
蒙
に
お
け
る
特
殊
権
益
を
主
張
し
、国
家
統
合
と
経
済
的
・

軍
事
的
安
全
の
た
め
に
特
権
を
主
張
し
て
き
た
日
本
は
、
今
や
留
保
無
し
で
我
々
の
提
案
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
﹂
い
た（

188
）。

ラ
モ
ン
ト
と

井
上
が
用
意
し
た
往
復
書
簡
案
の
抜
本
的
な
修
正
と
、
日
本
の
﹁
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
﹂
の
撤
回
の
ど
ち
ら
に
も
成
功
し
た
結
果
に
、
ロ
ン
グ
は

満
足
し
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
原
内
閣
は
、
代
わ
り
に
二
つ
の
条
件
を
新
た
に
要
求
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
満
鉄
の
平
行
線
を
新
借
款
団
が
敷
設
し
な
い
か
、
あ

る
い
は
敷
設
す
る
場
合
に
は
日
本
の
許
可
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
新
借
款
団
に
提
供
す
る
洮
熱
線
の
建
設
に
つ
い
て
、
イ
ギ

　
（
二
〇
三
二
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リ
ス
の
協
力
を
約
束
す
る
こ
と
で
あ
っ
た（

189
）。

こ
の
要
求
が
米
英
に
承
認
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
か
は
疑
問
だ
が
、
両
国
が
尊
重
す
る
と
し
た

﹁
日
本
の
緊
切
な
利
益
﹂
の
具
体
例
を
示
し
て
、
そ
の
反
応
を
最
終
的
に
確
認
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
滞
在
中
の
北
京
で
こ
の

事
実
を
聞
か
さ
れ
た
ラ
モ
ン
ト
は
﹁
内
田
に
対
す
る
軍
閥
の
最
後
の
奮
闘
﹂
と
激
怒
し
た（

190
）が

、
事
前
に
確
認
し
た
と
思
わ
れ
る
モ
リ
ス
や
オ

ル
ス
ト
ン
は
、
特
に
問
題
に
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
の
受
け
入
れ
を
本
国
に
具
申
し
て
い
る（

191
）。

　

結
局
、
米
英
両
国
政
府
か
ら
ほ
ぼ
同
文
で
、
以
下
の
よ
う
に
取
り
下
げ
を
希
望
す
る
要
請
が
届
い
た
。

﹁
日
本
政
府
ノ
提
議
第
一
点
ニ
対
シ
テ
ハ
⋮
⋮
米
国
︹
英
国
︺
政
府
ハ
日
本
︹
其
ノ
同
盟
国
ノ
日
本
︺
ノ
緊
切
ナ
ル
利
益
ニ
背
反
ス
ル

何
等
ノ
挙
措
ニ
出
ヅ
ル
ノ
意
図
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
。
且
米
国
政
府
ガ
欣
然
約
諾
セ
ム
コ
ト
ヲ
声
明
セ
ル
保
障
ハ
、
充
分
日
本
ノ

利
益
ヲ
擁
護
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
シ
⋮
⋮
今
ヤ
借
款
団
ノ
成
立
ニ
関
し
、︹
ド
ル
外
交
時
代
と
は
︺
事
情
一
変
セ
ル
一
新
時
代
ノ
曙
光
ヲ
見

ム
ト
シ
、
列
国
ハ
競
争
ヲ
排
シ
、
寧
ロ
和
衷
友
好
的
協
力
ニ
依
テ
行
動
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
⋮
⋮
列
強
財
団
ノ
一
当
事
者
ニ
対
シ
一
鉄
道

ノ
建
設
ヲ
拒
否
ス
ル
ノ
権
ヲ
許
与
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
借
款
団
計
画
ノ
根
本
原
則
ニ
背
反
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ベ
シ
⋮
⋮
第
二
点
ニ
於
テ
予
想

セ
ラ
ル
ル
ガ
如
キ
事
態
︹
日
本
一
国
で
の
洮
熱
線
の
建
設
︺
ハ
已
に
米
国
︹
英
国
︺
政
府
ノ
確
認
セ
ル
⋮
⋮
︹
新
借
款
団
︺
規
約
第
四

条
ニ
規
程
セ
ラ
レ
タ
ル
所
ナ
リ
ト
思
考
ス（

192
）﹂。

　

国
務
省
や
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
に
と
っ
て
は
、
日
本
の
要
求
は
交
渉
妥
結
前
の
︿
最
後
の
抵
抗
﹀
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
、
日
本
政

府
に
と
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
が
強
調
し
た
︿
列
国
の
誠
意
﹀
を
必
要
と
す
る
具
体
的
な
状
況
を
示
し
て
も
な
お
、
両
国
政
府
、

特
に
﹁
新
外
交
﹂
を
掲
げ
る
ア
メ
リ
カ
が
﹁
日
本
ノ
緊
切
ナ
ル
利
益
﹂
に
反
し
た
行
動
を
取
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
言
明
し
た
こ
と
は
大
き

な
成
果
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
日
本
政
府
に
と
っ
て
は
、
新
借
款
団
問
題
の
妥
結
を
決
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、﹁
政
治
の
論
理
﹂
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に
基
づ
く
判
断
が
最
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

　

原
が
以
下
の
有
名
な
文
言
を
日
記
に
記
し
て
、
新
借
款
団
問
題
の
決
着
を
確
信
し
た
の
は
、
ラ
モ
ン
ト
と
井
上
の
協
議
が
最
終
的
に
ま
と

ま
っ
た
三
月
二
六
日
で
も
、
実
際
に
日
米
の
銀
行
団
間
で
往
復
書
簡
が
交
わ
さ
れ
た
五
月
一
一
日
で
も
な
く
、
ま
さ
に
以
上
の
米
英
の
回
答

を
内
田
か
ら
聞
か
さ
れ
た
五
月
四
日
で
あ
る（

193
）。

﹁
我
に
於
て
は
満
蒙
は
我
勢
力
範
囲
な
り
と
漠
然
主
張
し
居
た
る
に
過
ぎ
ざ
り
し
も
の
が
、
今
回
の
借
款
団
解
決
に
て
具
体
的
に
列
国

の
承
認
を
得
た
る
事
に
て
将
来
の
為
め
我
利
益
多
し
と
思
う
﹂。

　

た
だ
し
、
原
が
高
評
価
し
た
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
回
答
は
、
も
ち
ろ
ん
日
本
の
﹁
勢
力
範
囲
﹂
の
存
在
を
承
認
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
も
そ
も
国
務
省
が
、
新
借
款
団
構
想
の
崩
壊
に
恐
怖
し
な
が
ら
も
、
二
年
近
く
の
長
期
に
わ
た
る
交
渉
を
続
け
て
き
た
の
は
、
日

本
の
﹁
勢
力
範
囲
﹂
を
承
認
せ
ず
に
、
そ
の
新
借
款
団
へ
の
加
入
を
取
り
付
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
東
部
内
蒙
古
関
連
の
唯
一
の
既
得
権
益

で
あ
っ
た
洮
熱
線
も
、
銀
行
団
間
の
往
復
書
簡
に
よ
っ
て
新
借
款
団
に
提
供
す
る
こ
と
が
確
定
す
る
。
こ
の
た
め
実
際
に
保
持
す
る
こ
と
が

出
来
た
条
約
上
の
﹁
特
殊
権
益
﹂
は
、
日
本
が
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
た
﹁
満
蒙
﹂
で
は
な
く
、
南
満
州
に
局
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と

い
え
よ
う（

194
）。

さ
ら
に
ラ
モ
ン
ト
が
承
認
す
る
つ
も
り
で
い
た
日
本
と
満
蒙
と
の
︿
経
済
的
特
殊
関
係
﹀
で
さ
え
、
国
務
省
の
強
い
反
対
で
往

復
書
簡
案
か
ら
は
完
全
に
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹁
経
済
の
論
理
﹂
に
も
と
づ
く
銀
行
団
間
の
了
解
で
後
退
し
て
も
、﹁
日
本
ノ
緊
切
ナ
利
益
﹂
が
満
蒙
に
存
在
す
る
こ

と
を
、
政
府
間
の
公
文
で
事
実
上
認
め
さ
せ
た
こ
と
は
原
内
閣
に
と
っ
て
は
十
分
に
評
価
に
値
す
る
結
果
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
﹁
緊

切
ナ
利
益
﹂
が
排
他
的
な
政
治
的
特
権
や
勢
力
範
囲
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
、逆
に
日
本
政
府
が
政
府
間
の
公
文
で
明
言
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
二
〇
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し
か
し
、
勢
力
圏
シ
ス
テ
ム
の
解
消
を
前
提
と
す
る
新
借
款
団
の
成
立
後
に
あ
っ
て
も
な
お
、
満
蒙
権
益
の
正
当
性
を
主
張
す
る
根
拠
を
何

と
か
確
保
し
た
こ
と
は
、
勢
力
圏
外
交
か
ら
の
脱
却
と
満
蒙
権
益
維
持
の
両
立
を
目
指
し
て
い
た
日
本
外
交
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
新
借
款
団
問
題
に
関
す
る
日
米
の
﹁
妥
結
﹂
が
、
日
本
に
よ
る
概
括
﹁
留
保
﹂
の
撤
回
と
、（
列
挙
主
義
と
い
う
よ
り
も
）

英
米
に
よ
る
﹁
緊
切
ナ
ル
利
益
﹂
の
尊
重
の
事
実
上
の
〝
取
り
引
き
＂
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
、
外
務
省
の
実
務
担
当
者
た
ち
が
原
よ
り
も
自

覚
的
で
あ
っ
た
。
中
国
問
題
が
議
題
に
あ
が
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
国
際
連
盟
の
第
一
回
総
会
対
策
の
た
め
に
外
務
省
が

準
備
し
た
調
書
の
中
に
は
、
パ
リ
講
和
会
議
前
に
政
務
局
第
一
課
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
﹁
支
那
ニ
於
ケ
ル
勢
力
範
囲
撤
廃
問
題
ニ
関
ス

ル
研
究
﹂
が
見
え
る
。
条
約
上
の
優
先
権
の
一
律
除
外
を
主
張
し
た
上
で
、
最
終
的
に
は
﹁
満
蒙
留
保
﹂
の
み
を
確
保
す
る
と
し
た
意
見
書

で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
部
分
に
は
﹁（
註
）﹂
が
付
さ
れ
、﹁
新
借
款
団
ニ
ヨ
リ
事
実
上
撤
回
セ
ラ
レ
タ
リ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
但
シ
国
防
及
国
民
経
済
的
生

存
ヲ
害
サ
︹
ザ
︺
ル
ヽ
コ
ト
ノ
一
般
的
保
障
ト
シ
テ
残
存
ス
。
此
ノ
保
障
ト
石
井
ラ
ン
シ
ン
グ
協
約
ノ
関
係
ハ
永
ク
問
題
タ
ル
ベ
シ
﹂
と
の

説
明
が
追
加
さ
れ
て
い
る（

195
）。

石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
と
の
関
係
が
問
題
と
は
、
同
協
定
が
日
本
と
中
国
と
の
〝
政
治
的
＂
な
﹁
特
殊
関
係
﹂

を
も
承
認
し
て
い
る
と
の
日
本
側
の
主
張
が
、
新
借
款
団
交
渉
の
結
果
か
な
り
弱
め
ら
れ
た
と
の
認
識
が
外
務
省
内
に
あ
っ
た
証
左
で
あ
ろ

う
。
交
渉
の
終
盤
、
満
蒙
と
の
﹁
特
殊
関
係
﹂
を
強
調
す
る
日
本
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
側
は
﹁
同
情
﹂
や
﹁
理
解
﹂
を
盛
ん
に
示
し
な
が

ら
、
そ
れ
が
日
本
だ
け
で
な
く
、
ど
の
国
家
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
﹁
一
般
的
保
障
﹂
で
あ
る
こ
と
を
常
に
明
確
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。

　

以
上
の
認
識
を
も
と
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
直
前
に
は
、
勢
力
圏
外
交
秩
序
の
溶
解
に
満
蒙
政
策
を
適
合
さ
せ
よ
う
と
、
外
務
省
内
で
満

蒙
権
益
の
一
般
化
・
相
対
化
が
真
剣
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
出
淵
勝
二
や
多
く
の
国
際
金
融
家
が
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、﹁
新
外
交
﹂

呼
応
策
を
満
蒙
問
題
に
も
適
用
す
る
構
想
は
、
か
な
り
の
広
が
り
を
持
ち
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
参
謀
本
部
が
新
借
款
団
問

　
（
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題
の
妥
結
を
﹁
帝
国
ノ
今
次
ノ
政
策
ハ
全
然
失
敗
﹂
と
酷
評
し
た
よ
う
に
、
国
際
秩
序
の
変
容
や
性
格
に
関
係
な
く
、
満
蒙
権
益
の
︿
特
殊

化
﹀
を
追
求
す
べ
き
と
の
意
見
も
、
日
本
政
府
内
に
根
強
く
存
在
し
た（

196
）。

　

結
局
、﹁
勢
力
範
囲
主
義
﹂
へ
の
反
対
を
原
則
と
し
な
が
ら
、日
本
の
満
蒙
留
保
を
﹁
一
般
的
保
障
﹂
に
よ
っ
て
事
実
上
黙
認
す
る
方
式
は
、

そ
の
後
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
も
引
き
継
が
れ
た
。
中
国
を
め
ぐ
る
国
際
政
治
の
原
則
が
門
戸
開
放
と
機
会
均
等
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
九
カ
国
条
約
の
中
に
、﹁
友
好
国
ノ
安
寧
（security

）
ニ
害
ア
ル
行
動
﹂
を
差
し
控
え
る
、と
の
一
節
が
挿
入
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
ル

ー
ト
四
原
則
）。
こ
れ
と
引
き
替
え
の
形
で
、
幣
原
喜
重
郎
ら
の
日
本
全
権
は
、﹁
満
蒙
特
殊
権
益
﹂
の
明
文
化
に
固
執
す
る
本
国
を
説
得
し

た
の
で
あ
る（

197
）。

　

以
上
の
い
わ
ゆ
る
﹁
安
寧
条
項
﹂
は
、
新
借
款
団
問
題
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
覚
書
よ
り
も
、
さ
ら
に
一
般
的
な
表
現
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
で
も
、
満
蒙
権
益
の
一
般
化
・
相
対
化
を
真
剣
に
考
慮
す
る
緊
急
性
が
後
退
す
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。
大
戦
以
来
の
懸
案
で
あ
っ
た
対

米
関
係
の
改
善
が
大
幅
に
進
ん
だ
こ
と
で
、
国
内
政
治
上
、
極
め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
意
味
を
も
つ
満
蒙
政
策
の
根
本
的
な
見
直
し
に
ま
で
踏

み
込
む
必
要
性
が
、
政
策
転
換
を
主
導
し
て
き
た
外
務
省
に
と
っ
て
も
大
幅
に
低
下
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
成
立
後
も
、
満
蒙
権
益
の
国
際
政
治
上
の
位
置
づ
け
が
不
安
定
な
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
︿
変
節
﹀
を
理
由
に
、
満
蒙
除
外
の
全
面
的
な
撤
回
を
訴
え
る
伊
東
巳
代
治
の
主
張
が
日
本
政
府
の
政
策
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を

与
え
な
か
っ
た
よ
う
に
、
他
列
強
の
勢
力
範
囲
と
の
相
互

0

0

尊
重
の
枠
組
の
な
か
で
、
満
蒙
権
益
を
保
持
し
て
い
く
政
策
は
日
本
自
身
の
選
択

に
よ
っ
て
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
原
敬
や
幣
原
喜
重
郎
が
高
く
評
価
し
た
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
﹁
一
般
的
保
障
﹂

は
、
こ
れ
ら
の
国
が
日
本
の
﹁
緊
切
ナ
ル
利
益
﹂
を
侵
害
し
な
い
と
い
う
消
極
的
な
誓
約
で
あ
っ
て
、
満
蒙
権
益
の
保
持
に
対
す
る
関
与
や

責
任
を
約
束
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
外
交
は
、
勢
力
圏
外
交
秩
序
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
か
に
対
米
協
調
の
確
保
と
満

　
（
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蒙
権
益
の
実
質
的
な
維
持
の
両
立
に
は
成
功
し
た
が
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
満
蒙
権
益
の
正
当
性
を
（
非
公
式
で
あ
れ
）
担
保
す
る
安
定
し

た
国
際
的
な
枠
組
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。

結　

論

　

ア
メ
リ
カ
の
提
議
か
ら
約
二
年
、
本
格
的
な
交
渉
開
始
か
ら
だ
と
ち
ょ
う
ど
一
年
の
月
日
を
か
け
て
、
新
借
款
団
設
立
問
題
は
決
着
を
み

た
。
ア
メ
リ
カ
政
府
の
希
望
通
り
日
本
銀
行
団
は
、
満
蒙
の
概
括
除
外
を
求
め
た
一
九
一
九
年
六
月
一
八
日
の
書
簡
を
﹁
日
本
政
府
ノ
訓
令

ニ
基
ヅ
キ
﹂
撤
回
し
、
米
英
仏
の
各
銀
行
団
と
﹁
同
一
ノ
条
件
ノ
下
﹂
で
新
借
款
団
に
加
入
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
（
日
米
銀
行

団
往
復
書
簡（

198
））。

そ
の
後
、一
九
二
〇
年
一
一
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
か
れ
た
銀
行
家
会
合
を
経
て
、新
四
国
借
款
団
は
正
式
に
成
立
す
る
。

　

た
だ
し
、
本
章
で
示
し
た
よ
う
に
、
日
本
銀
行
団
の
〝
無
条
件
＂
で
の
加
入
と
引
き
替
え
に
、
ア
メ
リ
カ
側
も
多
く
の
譲
歩
を
行
っ
て
い

た
。
銀
行
団
間
の
書
簡
と
い
う
形
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
新
借
款
団
の
正
式
の
成
立
前
に
、
除
外
対
象
と
な
る
既
得
権
益
を
日
本
に
限
っ
て

特
別
に
明
記
し
た
。
さ
ら
に
〝
地
理
的
近
接
性
は
国
家
間
に
特
殊
の
関
係
を
生
む
＂
と
の
一
般
原
則
の
系
論
と
し
て
で
は
あ
っ
た
が
、
満
蒙

に
日
本
の
﹁
緊
切
ナ
ル
利
益
﹂
が
存
在
し
、
か
つ
そ
れ
を
侵
害
し
な
い
こ
と
を
事
実
上
誓
約
し
た
の
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
外
交
が
強
い
ら
れ
た
政
治
的
コ
ス
ト
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
を
説
得
す
る
あ
い
だ
、
財
政
難
に
苦
し
む
北
京
政
府

に
対
す
る
借
款
供
与
は
か
な
わ
ず
、
山
東
問
題
で
決
定
的
に
失
墜
し
た
信
頼
の
回
復
は
結
局
後
回
し
と
な
っ
て
し
ま
っ
た（

199
）。

く
わ
え
て
、
日

本
へ
の
共
同
圧
力
を
確
保
す
る
た
め
に
、
英
仏
と
の
関
係
調
整
に
も
、
多
く
の
時
間
と
労
力
を
割
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

一
九
二
〇
年
三
月
以
前
の
ア
メ
リ
カ
の
外
交
努
力
の
ほ
と
ん
ど
は
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
と
の
関
係
調
整
に
、
必

要
以
上
に
向
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
さ
え
思
え
る
。
そ
の
結
果
、
最
も
肝
心
で
あ
っ
た
日
本
に
対
す
る
外
交
上
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
な
か
な
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か
正
確
に
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

成
立
し
た
新
借
款
団
が
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
外
交
の
努
力
と
犠
牲
に
見
合
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
議
論
が
分
か
れ
よ
う
。
中
国
の
政

情
不
安
定
と
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
の
消
極
姿
勢
、
あ
る
い
は
各
銀
行
団
間
（
特
に
英
米
）
の
運
営
を
め
ぐ
る
主
導
権
争
い
や
目
的
意
識
の
ギ
ャ

ッ
プ
な
ど
が
重
な
っ
て
、
日
中
戦
争
の
勃
発
で
そ
の
活
動
を
停
止
す
る
ま
で
の
あ
い
だ
、
新
四
国
借
款
団
は
文
字
通
り
一
度
も
借
款
供
与
を

実
施
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る（

200
）。

ま
た
先
ほ
ど
確
認
し
た
数
々
の
譲
歩
を
考
え
れ
ば
、
国
務
省
の
担
当
者
た
ち
が
当
初
意
気
込
ん

で
い
た
通
り
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
山
東
問
題
）
や
ラ
ン
シ
ン
グ
（
石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
）
の
〝
過
ち
＂
を
正
す
こ
と
が
出
来
た
の
か
も
、

心
許
な
い
。
範
囲
や
表
現
は
か
な
り
限
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
日
本
の
﹁
緊
切
ナ
ル
利
益
﹂
を
認
め
た
ア
メ
リ
カ
政
府
の
公
文
が
、
日
本

の
排
他
的
な
中
国
政
策
の
正
当
化
に
使
わ
れ
る
、
第
二
の
石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
と
な
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
多
く
の
先
行
研
究
が
、
新

借
款
団
成
立
の
意
義
を
、
よ
く
て
も
現
状
維
持
的
な
も
の
と
評
価
す
る
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。

　

ロ
ン
グ
を
初
め
と
し
た
国
務
省
の
政
策
担
当
者
た
ち
が
、
新
借
款
団
設
立
交
渉
の
結
果
に
完
全
に
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
間
違
い
な

い
。
し
か
し
、
や
は
り
日
本
が
﹁
勢
力
範
囲
主
義
﹂
を
主
張
す
る
意
思
を
公
文
上
で
明
確
に
否
定
し
て
、
無
条
件
で
新
借
款
団
に
加
入
し
た

こ
と
は
誇
る
べ
き
成
果
で
あ
っ
た
。
新
借
款
団
交
渉
の
過
程
を
振
り
返
っ
た
、
お
そ
ら
く
ロ
ン
グ
の
手
に
な
る
長
文
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
は
、

ま
ず
大
戦
を
利
用
し
て
進
展
し
て
き
た
﹁
中
国
の
政
治
情
勢
の
日
本
に
よ
る
独
占
的
支
配
﹂
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

南
満
州
の
鉄
道
権
益
は
確
か
に
日
本
の
手
元
に
残
っ
た
も
の
の
、
主
要
列
強
の
概
括
的
な
投
資
優
先
権
は―

山
東
も
満
蒙
も
例
外
な
く

―

す
べ
て
、
新
借
款
団
に
提
供
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
個
別
の
権
益
拡
張
は
と
も
か
く
、
西
原
借
款
の
よ
う
な
中
国
の
金
融
・

貨
幣
シ
ス
テ
ム
を
日
本
の
政
治
的
支
配
下
に
お
き
か
ね
な
い
大
規
模
な
借
款
供
与
は
、
事
実
上
不
可
能
と
な
っ
た
。
大
戦
中
か
ら
の
日
本
の

大
陸
拡
張
政
策
の
流
れ
は
明
確
に
断
ち
切
ら
れ
た
の
で
あ
る（

201
）。

　

次
い
で
ロ
ン
グ
が
重
視
し
て
い
る
の
は
、
交
渉
過
程
で
交
換
さ
れ
た
外
交
文
書
や
声
明
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹁
勢
力
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範
囲
主
義
﹂
を
否
定
す
る
言
質
を
得
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ー
ゾ
ン
外
相
や
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
が
、﹁
新
外
交
﹂
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
活
用
し
て
、

日
本
側
に
譲
歩
を
迫
っ
た
の
は
す
で
に
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
然
、
英
仏
の
銀
行
団
は
新
借
款
団
に
無
条
件
で
加
入
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
政
府
も
こ
れ
を
公
に
承
認
し
て
い
た
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
事
実
だ
け
で
、
勢
力
範
囲
が
完
全
に
姿
を
消
し
た
と
か
、
あ
る
い
は
英
仏
が
﹁
新
外
交
﹂
の
理
念
を
受
け
入
れ
た
と
、

ロ
ン
グ
も
考
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
日
本
に
政
策
変
更
を
迫
る
た
め
に
行
わ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
﹁
新
外
交
﹂
は
、
こ
ん
ど

は
彼
ら
の
中
国
政
策
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
以
後
の
外
交
方
針
で
、﹁
新
外
交
﹂
理
念
と
の
整
合
性
を
つ
け
る
必
要
性

が
生
じ
た
の
は
、
な
に
も
日
本
に
限
ら
な
か
っ
た
。﹁
経
済
的
部
分
﹂
に
と
ど
ま
ら
ず
、
新
借
款
団
の
設
立
は
、﹁
新
秩
序
﹂
と
し
て
の
ワ
シ

ン
ト
ン
体
制
の
成
立
に
と
っ
て
重
要
な
前
提
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
﹁
経
済
の
論
理
﹂
か
ら
、
ラ
モ
ン
ト
に
よ
っ
て
そ
の
投
資
価
値
を
否
定
さ
れ
た
満
蒙
地
域
の
新
借
款
団
へ
の
包
含
を
、
国
務
省
が
最
後
ま

で
譲
歩
し
な
か
っ
た
重
要
な
理
由
の
一
つ
は
、
以
上
の
た
め
で
あ
っ
た
。
個
別
の
既
得
権
は
と
も
か
く
、
将
来
の
排
他
的
な
政
治
的
・
経
済

的
支
配
に
つ
な
が
る
よ
う
な
、
概
括
的
な
投
資
優
先
権
を
日
本
の
掌
中
に
残
す
わ
け
に
は
行
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
い
く
ら
〝
現

実
的
＂
な
処
方
箋
で
あ
っ
て
も
、
南
満
州
に
限
っ
て
の
概
括
留
保
の
容
認
と
い
っ
た
、
勢
力
圏
外
交
の
ル
ー
ル
を
肯
定
す
る
よ
う
な
譲
歩
を

日
本
に
対
し
て
行
う
こ
と
は
問
題
外
で
あ
っ
た
。
新
し
い
国
際
借
款
団
を
、﹁
帝
国
主
義
国
家
﹂
の
〝
ト
ラ
ス
ト
＂
に
す
る
つ
も
り
は
毛
頭

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
中
国
政
策
の
抑
制
に
止
ま
ら
ず
、
将
来
に
お
け
る
勢
力
範
囲
シ
ス
テ
ム
の
解
消
が
、
ア
メ
リ
カ
外
交
の
根

本
的
な
目
標
で
あ
る
こ
と
を
、
国
務
省
は
最
後
ま
で
明
確
に
意
識
し
て
い
た
。

　

ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
の
成
立
に
と
っ
て
、
同
時
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
の
は
、
国
務
省
の
政
策
担
当
者
た
ち
が
中
国
を
め
ぐ
る
列
強
間
関

係
の
複
雑
さ
と
ア
メ
リ
カ
外
交
の
限
界
を
痛
感
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
と
の
決
定
的
な
対
立
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
三
国
借
款
団
案
だ

け
で
な
く
、
日
本
と
の
妥
協
を
め
ざ
し
た
既
得
権
益
の
列
挙
除
外
案
で
は
、
日
本
の
﹁
勢
力
範
囲
﹂
の
拡
大
を
恐
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
強
硬
な

　
（
二
〇
三
九
）
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主
張
で
、意
に
反
し
て
条
件
を
つ
り
上
げ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
（
洮
熱
線
の
包
含
）。
フ
ラ
ン
ス
政
府
も
、新
借
款
団
規
約
の
内
容
や
、

参
加
銀
行
団
と
政
府
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
細
か
な
要
求
を
つ
き
つ
け
、
そ
の
調
整
に
国
務
省
は
予
想
外
の
時
間
を
取
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
シ
カ
ゴ
銀
行
の
単
独
借
款
契
約
が
失
敗
に
お
わ
っ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
が
単
独
で
日
本
に
行
使
で
き
る
影
響
力
は
極
め
て
限
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
実
際
に
は
日
本
で
は
、
対
米
関
係
へ
の
考
慮
を
第
一
の
理
由
と
し
て
、
外
交
政
策
の
転
換
が
進
み
つ
つ
あ
っ
た
が
、

そ
の
事
実
を
ほ
と
ん
ど
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
、
自
身
の
対
日
政
策
を
抑
制
し
て
で
も
、
英
仏
列
強
と
の
共
同
歩
調
を

重
視
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
こ
う
し
た
︿
列
強
協
調
﹀
の
必
要
性
は
、
西
原
借
款
に
直
面
し
た
時
に
も
、
ラ
ン
シ
ン
グ
や
ロ
ン
グ
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
は

あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
国
力
の
ほ
と
ん
ど
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
戦
に
傾
注
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
大
戦
中
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
新
借
款
団
交
渉
を
通
じ
て
国
務
省
は
、
大
戦
後
で
あ
っ
て
も
、
東
ア
ジ
ア
の
国
政
政
治
で
ア
メ
リ
カ
外
交
の
〝
正
義
＂

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
主
要
列
強
と
の
あ
い
だ
に
安
定
し
た
協
調
関
係
の
枠
組
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
な
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　

最
後
に
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ま
だ
関
係
改
善
と
呼
ぶ
に
は
早
す
ぎ
た
も
の
の
、
大
戦
中
か
ら
中
国
問
題
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く

対
立
し
て
き
た
日
米
関
係
の
基
本
的
な
構
図
に
、
確
か
な
変
化
が
見
ら
れ
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
満
蒙
除
外
を
め
ぐ
っ
て
日

米
交
渉
が
大
い
に
紛
糾
し
た
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
外
交
当
局
者
の
対
日
不
信
感
が
払
拭
さ
れ
た
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。
し
か
し
、
既

得
権
益
の
除
外
と
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
る
﹁
一
般
的
保
障
﹂
を
得
た
上
で
は
あ
っ
た
が
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
の
主
張
す
る
原
則
を
受
け
入
れ

た
事
実
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。
確
か
に
、
日
本
政
府
の
立
場
は
、
新
借
款
団
へ
の
無
条
件
で
の
参
加
は
、
国
防
上
・
経
済
生
存
上
の
緊

切
性
と
地
理
的
な
近
接
性
か
ら
〝
自
然
に
＂
生
じ
る
満
蒙
と
の
﹁
特
殊
関
係
﹂
に
、
ど
の
よ
う
な
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
だ
が
、﹁
満
蒙
特
殊
権
益
﹂
の
国
際
政
治
上―

少
な
く
と
も
日
米
関
係
上
の
意
義
は
、
日
本
が
概
括
的
な
留
保
を
行
う
か
否
か
で
大

　
（
二
〇
四
〇
）
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き
く
異
な
っ
た
。
ロ
ン
グ
が
評
価
し
た
よ
う
に
、
概
括
﹁
留
保
﹂
を
撤
回
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
政
府
は
、
満
蒙
に
対
す
る
特
殊
関
係
の

主
張
を
、
中
国
全
土
で
の
優
越
的
な
地
位
に
拡
大
す
る
意
思
を
初
め
て
具
体
的
に
否
定
し
て
見
せ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
大
戦
終
結
後
す
ぐ
の
原
内
閣
に
よ
る
中
国
政
策
の
見
直
し
に
よ
っ
て
、
国
務
省
が
懸
念
し
て
い
た
可
能
性
は
実
際
に
は
す
で

に
な
く
な
っ
て
い
た（

202
）。

し
か
し
こ
う
し
た
事
実
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
る
日
米
﹁
妥
結
﹂
が
国
務
省
の
政
策
担
当
者
に
受
容
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
く
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
交
渉
の
長
期
化
に
よ
っ
て
苦
し
い
立
場
に
立
た
さ
れ
な
が
ら
も
、

国
務
省
が
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
日
本
の
概
括
的
な
﹁
留
保
﹂
を
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
満
蒙

除
外
の
撤
回
は
、
日
本
の
政
策
変
化
の
兆
候
を
、
初
め
て

0

0

0

ア
メ
リ
カ
の
外
交
当
局
者
に
認
識
さ
せ
る
効
果
を
持
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、新
借
款
団
問
題
の
決
着
以
後
、ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
政
策
に
は
、日
本
の
満
蒙
権
益
と
い
う
〝
不
正
義
＂
を
許
容
す
る
︿
余

地
﹀
が
生
ま
れ
た
。﹁
勢
力
範
囲
﹂
と
し
て
の
公
認
を
主
張
し
た
り
、
あ
る
い
は
中
国
で
の
排
他
的
な
政
治
的
影
響
力
の
拡
張
に
利
用
し
た

り
し
な
け
れ
ば
、﹁
満
蒙
権
益
﹂
の
存
在
を
黙
認
す
る
こ
と
は
、
自
身
の
中
国
政
策
構
想
へ
の
日
本
の
協
力
を
取
り
付
け
る
代
償
と
し
て
、

理
想
的
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、正
当
化
で
き
る
も
の
に
は
な
っ
た
の
で
あ
る
。
パ
リ
講
和
会
議
に
お
け
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
政
治
的
判
断
が
、

も
う
い
ち
ど
繰
り
返
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
か
。
日
米
関
係
の
本
格
的
な
改
善
の
た
め
に
は
、
共
和
党
政
権
の
誕
生
に
よ
る
政
治
的
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
回
復
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
が
、
新
借
款
団
設
立
交
渉
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
判
断
を
理
解
で
き
る
程
度
に
は
国
務
省
の
東
ア
ジ
ア

政
策
は
〝
現
実
主
義
化
＂
し
て
い
た
。

　

こ
の
二
つ
の
約
束
事
を
日
米
の
外
交
当
局
者
が
直
接
確
認
し
合
っ
た
の
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
締
結
さ
れ
た
九
国
条
約
で
あ
っ
た
。
日

本
の
中
国
政
策
が
﹁
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
の
精
神
﹂
に
合
致
し
て
い
る
か
ぎ
り
（
つ
ま
り
門
戸
開
放
と
機
会
均
等
を
支
持
し
、
排
他
的
な
政
治

的
・
経
済
的
優
越
を
追
求
し
な
い
限
り
）、
満
蒙
問
題
が
再
び
日
米
間
の
直
接
の
争
点
に
な
る
可
能
性
は
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

実
際
に
、
対
米
協
調
の
実
現
を
目
的
に
、
勢
力
圏
外
交
か
ら
の
脱
却
を
主
導
し
た
外
務
省
の
﹁
国
際
協
調
﹂
外
交
は
、
こ
の
暗
黙
の
、
し
か

　
（
二
〇
四
一
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し
半
ば
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
に
埋
め
込
ま
れ
た
了
解
を
破
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
新
借
款
団
問
題
が
妥
結
す
る
前
か
ら
、
中
国
に
お
い
て
排
他

的
か
つ
優
越
的
な
地
位
を
追
求
す
る
政
策
は
、﹁
新
外
交
﹂
呼
応
論
に
基
づ
く
日
本
外
交
の
転
換
に
よ
っ
て
、
す
で
に
現
実
的
な
政
策
選
択

肢
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

満
蒙
問
題
が
大
紛
糾
し
た
末
で
の
新
借
款
団
問
題
の
決
着
は
、
こ
う
し
た
日
本
外
交
の
変
化
を
す
ぐ
に
ア
メ
リ
カ
側
に
理
解
さ
せ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
が
、
日
米
協
調
へ
の
道
は
大
き
く
拓
か
れ
る
。﹁
満
蒙
除
外
﹂
と
い
う
﹁
新
外
交
﹂
呼
応
論
の
唯
一
の
ア
キ
レ
ス
腱
が―

日
米
関
係
の
枠
組
の
な
か
で
は―

と
も
か
く
も
解
消
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
新
借
款
団
設
立
交
渉
を
通
じ
て
、
日
本
外
務
省
内
の
政
策
転

換
の
主
唱
者
た
ち
は
、﹁
満
蒙
除
外
﹂
へ
の
楽
観
論
を
は
っ
き
り
と
改
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
パ
リ
講
和
会
議
以
降
、
進
展
し
て
き
た
日
本
外
交
の
政
策
転
換
が
、
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
政
策
の
現
実
化
と
、
日
本
の
﹁
新

外
交
﹂
呼
応
論
の
修
正
に
よ
っ
て
、
現
実
の
日
米
関
係
と
中
国
を
め
ぐ
る
列
強
間
関
係
に
反
映
さ
れ
は
じ
め
た
。
こ
の
結
果
、
二
一
个
条
要

求
以
来
、
日
本
の
拡
張
政
策
へ
の
対
抗
や
融
和
を
基
本
的
な
構
図
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
東
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
の
国
際
関
係
は
、
新

四
国
借
款
団
設
立
交
渉
を
契
機
と
し
て
、
日
本
を
も
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
す
る
戦
後
国
際
秩
序
の
構
築
に
む
け
て
、
よ
う
や
く
動
き
出
す
の

で
あ
る
。
同
時
に
、
勢
力
圏
外
交
秩
序
が
復
活
す
る
可
能
性
も
ほ
ぼ
絶
た
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
認
識
が
ど
う
で
あ
れ
、
日
本
の
政
策
転
換
が

ア
メ
リ
カ
に
認
識
さ
れ
始
め
た
こ
と
で
、
勢
力
圏
外
交
を
旨
と
す
る
主
要
大
国
に
よ
っ
て
、
戦
後
の
国
際
秩
序
が
再
構
成
さ
れ
る
可
能
性
が

な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
満
蒙
に
お
け
る
日
本
の
既
得
権
益
の
黙
認
に
目
を
奪
わ
れ
る
あ
ま
り
、
新
四
国
借
款
団
設
立
交
渉
の
全
体
の
意
義
ま

で
を
﹁
現
状
維
持
﹂
と
結
論
す
る
こ
と
は
正
確
で
は
な
い
。
新
借
款
団
問
題
の
妥
結
は
、
満
蒙
の
現
状
維
持
と
引
き
替
え
の
形
で
、
中
国
を

め
ぐ
る
列
強
間
関
係
の
現
状
を
将
来
に
わ
た
っ
て
大
き
く
変
更
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
二
〇
四
二
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）　

パ
リ
講
和
会
議
で
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
牧
野
の
日
米
﹁
妥
結
﹂
に
つ
い
て
は
、拙
稿
﹁
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
日
本―

パ
リ
講
和
会
議
に
お
け
る
山
東
問
題
﹂（﹃
同
志
社
法
学
﹄

第
五
六
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
四
年
七
月
）
八
〇―

一
六
六
頁
を
、
日
本
外
務
省
内
の
政
策
構
想
の
変
容
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
同
﹁
対
列
強
協
調
か
ら
対
米

協
調
へ―

日
本
外
務
省
の
政
策
構
想
の
変
容
﹂（
同
右
、
第
五
八
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
六
年
九
月
）
二
二
九―

二
九
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、﹁
新
外
交
﹂
呼
応

論
は
、
外
務
省
政
務
局
第
一
課
に
お
い
て
、
課
長
の
小
村
欣
一
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
。

（
2
）　

N
oel H

. P
ugach, P

a
u

l S
. R

ein
sch

: O
p

en
 D

oor D
ip

lom
a

t in
 A

ction
 （N

ew
 York: K

T
O

 P
ress, 1979

）, p. 263.

（
3
）　

小
村
欣
一
の
勢
力
範
囲
撤
廃
論
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
拙
稿
﹁
対
列
強
協
調
か
ら
対
米
協
調
へ
﹂
二
五
四―

二
五
一
頁
。

（
4
）　

酒
井
一
臣
﹁
新
国
際
借
款
団
と
国
際
金
融
家―

国
際
協
調
の
論
理
と
限
界
﹂（﹃
史
林
﹄
八
四
巻
二
号
［
二
〇
〇
一
年
三
月
］）
一
〇
四
│
一
三
三
頁
。
酒
井
は
﹁
文

明
国
標
準
﹂
を
、﹁
政
治
・
経
済
・
文
化
に
い
た
る
ま
で
、
西
欧
文
明
を
標
準
と
し
て
非
西
欧
諸
国
に
対
応
す
る
﹂
こ
と
と
定
義
し
て
い
る
。
同
論
文
、
一
〇
八
頁
の
注
。

詳
し
く
は
、
酒
井
に
よ
る
関
連
論
文
を
参
照
の
こ
と
。﹁
帝
国
日
本
と
﹃
文
明
国
標
準
﹄―

大
正
期
南
洋
群
島
問
題
を
中
心
に
﹂（﹃
渋
沢
研
究
﹄
第
一
二
号
、

一
九
九
九
年
一
〇
月
）。﹁
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
へ
の
道―

太
平
洋
問
題
と
﹃
帝
国
﹄
日
本
﹂（﹃
法
学
政
治
学
論
究
﹄
第
四
三
号
、
一
九
九
九
年
一
二
月
）
七
〇
七―

七
三
六
頁
。

（
5
）　

三
谷
太
一
郎
﹁
ウ
ォ
ー
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
と
極
東―

ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
に
お
け
る
国
際
金
融
資
本
の
役
割
﹂（﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
七
五
年
九
月
号
）
一
五
七―

一
八
一
頁
。

（
6
）　

ほ
か
に
、
国
際
金
融
家
の
役
割
に
注
目
す
る
研
究
と
し
て
、
于
乃
明
﹁
新
四
国
借
款
団
と
中
国―

小
田
切
万
寿
之
助
を
中
心
に
（
一
九
一
八
～
一
九
二
一
）﹂（﹃
筑

波
大
学
地
域
研
究
﹄ 

第
二
二
号
、
二
〇
〇
四
年
） 

一
一
五―
一
三
〇
頁
。

（
7
）　

B
reckinridge L

ong D
iary, entry of M

arch 30, 1920, B
reckinridge L

ong P
apers, L

ibrary of C
ongress. 

引
用
文
中
の
︹　

︺
内
は
、
筆
者
に
よ
る
。
以
下

同
じ
。

（
8
）　

三
谷
、
前
掲
論
文
、
一
六
七
頁
。

（
9
）　

本
稿
で
は
﹁
勢
力
圏
外
交
﹂
を
、
大
隈
内
閣
の
二
十
一
个
条
要
求
や
寺
内
内
閣
の
西
原
借
款
交
渉
の
よ
う
に
、
単
独
で
排
他
的
な
権
益
拡
張
や
独
自
の
地
域
秩
序

の
構
築
を
目
指
す
外
交
で
は
な
く
、﹁
列
強
（
特
に
英
露
）
と
の
間
で
の
勢
力
範
囲
の
相
互
尊
重
を
基
本
的
な
枠
組
み
と
す
る
外
交
政
策
﹂
と
い
う
意
味
で
用
い
る
。

ま
た
以
上
の
基
本
原
則
が
、
列
強
間
に
共
有
さ
れ
て
い
る
状
態
を
﹁
勢
力
圏
外
交
秩
序
﹂
と
す
る
（
ア
メ
リ
カ
は
列
強
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
勢
力
圏
外
交
秩
序
の

フ
ル
・
メ
ン
バ
ー
で
は
な
か
っ
た
）。
以
上
の
定
義
に
あ
た
っ
て
は
、以
下
の
両
書
の
﹁
帝
国
主
義
外
交
﹂
の
説
明
を
参
照
。
入
江
昭
﹃
極
東
新
秩
序
の
模
索
﹄（
原
書
房
、

一
九
六
八
年
）
五―

六
頁
。
飯
倉
章
﹃
イ
エ
ロ
ー
・
ペ
リ
ル
の
神
話―

帝
国
日
本
と
﹁
黄
禍
﹂
の
逆
説
﹄（
彩
流
社
、
二
〇
〇
四
年
）
第
一
章
、
特
に
二
四―

二
五
頁

　
（
二
〇
四
三
）



勢
力
圏
外
交
秩
序
の
溶
解

�

一
六
〇

同
志
社
法
学　

五
九
巻
四
号

（
10
）　

R
obert L

ansing to J. Jules Jusserand, the F
rench A

m
bassador at W

ashington, 8 O
ctober 1918, P

a
p

ers R
ela

tin
g to th

e F
oreign

 R
ela

tion
s of th

e 

U
n

ited
 S

ta
tes,1918 

（W
ashington, D

. C
.: U

nited States G
overnm

ent P
rinting O

ffice, 1930

）, pp. 193―196. 

石
井
菊
次
郎
駐
米
大
使
よ
り
後
藤
新
平
外
相
、

一
九
一
八
年
一
〇
月
八
日
（﹃
日
本
外
文
文
書
﹄
大
正
七
年
第
二
冊
上
巻
［
同
省
、
一
九
六
九
年
］）
二
四
七―

二
四
九
（
二
六
一
文
書
）。
以
下
﹃
外
交
﹄
⑦―

二―

上

と
略
記
。
石
井
大
使
よ
り
後
藤
外
相
、
同
年
一
〇
月
二
二
日
（
同
右
）
二
五
〇―

二
五
五
頁
（
二
六
二
文
書
）。

（
11
）　

L
ansing to R

. D
. Issacs R

eading, the B
ritish A

m
bassador at W

ashington, 10 July 1918,  F
R

U
S

, 1918, pp. 175―176. 

以
下F

R
U

S

と
略
記
。
石
井
大
使
よ

り
後
藤
外
相
、
一
九
一
八
年
七
月
一
四
日
、
七
月
一
六
日
（﹃
外
文
﹄
⑦―

二―

上
）
二
一
三―

二
二
三
頁
（
二
四
〇
文
書
）。C

ertain A
m

erican B
ankers to L

ansing, 

8 July 1918, F
R

U
S

, 1918, pp. 172―173.

（
12
）　

ア
メ
リ
カ
政
府
の
通
知
を
う
け
た
日
本
政
府
は
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
側
の
意
図
が
旧
借
款
団
へ
の
復
帰
に
あ
る
の
か
否
か
を
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
後
藤
外
相
よ
り

石
井
大
使
、
一
九
一
八
年
七
月
一
七
日
（﹃
外
文
﹄
⑦―

二―

上
）
二
二
三―

二
二
四
頁
（
二
四
二
文
書
）。

（
13
）　
﹁
幣
原
外
務
次
官　

ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
ド
、
ミ
ラ
ー
氏
会
談
﹂、
一
九
一
八
年
八
月
七
日
（
同
右
）
二
三
一―

二
三
二
頁
（
二
五
一
文
書
）。
引
用
文
中
の
﹁
⋮
⋮
﹂
は

筆
者
に
よ
る
略
記
。
以
下
同
じ
。

（
14
）　

珍
田
捨
己
駐
英
大
使
よ
り
後
藤
外
相
、
一
九
一
八
年
八
月
一
四
日
、
八
月
一
五
日
（
同
右
）
二
三
三―

二
三
五
頁
（
二
五
三
文
書
）、
二
三
七―

二
三
八
頁
（
二
五
五

文
書
）。
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
も
バ
ル
フ
ォ
ア
外
相
が
、
実
業
借
款
の
共
同
化
に
反
対
の
意
向
を
通
知
し
て
い
る
。A

rthur Jam
es B

alfour to W
alter H

ines P
age, 

th
e A

m
erican

 A
m

bassad
or at L

on
d

on
, 14 A

u
gu

st 1918, F
R

U
S

, 1
9

1
8

, p
p

. 189―90. C
arl P. P

arrin
i, H

eir to E
m

p
ire: U

n
ited

 S
ta

tes E
con

om
ic 

D
ip

lom
a

cy, 1916―
1923 （U

niversity of P
ittsburgh P

ress, 1969

）, pp. 177―178.

（
15
）　

酒
井
、
前
掲
﹁
新
四
国
借
款
団
と
国
際
金
融
家
﹂
一
一
〇
頁
。
な
お
、
旧
借
款
団
の
イ
ギ
リ
ス
銀
行
団
（
香
港
上
海
銀
行
）
と
は
異
な
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省

は
後
述
す
る
シ
カ
ゴ
銀
行
借
款
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
単
独
行
動
を
、
む
し
ろ
日
本
に
対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
バ
ラ
ン
ス
と
し
て
期
待
し
て
い
た
。C

larence B
. D

avis, 

P
a

rtn
ers a

n
d

 R
iva

ls: B
rita

in
’s Im

ep
ria

l D
ip

lom
a

cy con
ern

in
g th

e U
n

ited
 S

ta
tes a

n
d

 Ja
p

a
n

 in
 C

h
in

a
, 1915―

1922 

（N
ew

 York &
 L

ondon: 

G
arland P

ublishing, Inc., 1987

）, pp. 297―298.

（
16
）　

日
米
経
済
提
携
を
め
ぐ
る
動
き
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
﹁
対
列
強
協
調
か
ら
対
米
協
調
へ
﹂
二
三
七―

二
四
七
頁
。

（
17
）　

B
u

rton
 F. B

eers, V
a

in
 E

n
d

ea
vor: R

obert L
a

n
sin

g’s A
ttem

p
ts to E

n
d

 th
e A

m
erica

n
-Ja

p
a

n
ese R

iva
lry

 

（D
u

rh
am

, N
. C

.: D
u

ke U
n

iversity 

P
ress, 1962

）, pp. 98―99; P
ugach, op

. cit., pp. 225―232.

（
18
）　

 B
eers, op

. cit., pp. 81―82. 

山
東
の
運
河
改
修
事
業
も
日
本
と
の
共
同
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
勝
浩
﹁
中
国
借
款
と
日
米
提
携―

大
運
河
改
修
を

　
（
二
〇
四
四
）



勢
力
圏
外
交
秩
序
の
溶
解

�

一
六
一

同
志
社
法
学　

五
九
巻
四
号

め
ぐ
っ
て
﹂（﹃
東
洋
学
報
﹄
第
八
一
巻
第
三
号
、
一
九
九
九
年
一
二
月
）
三
四
六―

三
七
三
頁
。

（
19
）　

B
eers, op

. cit., p. 74.　

三
谷
、
前
掲
論
文
、
一
六
二
頁
。

（
20
）　

P
ugach, op

. cit., C
hapter 11.

（
21
）　

酒
井
、
前
掲
﹁
新
四
国
借
款
団
と
国
際
金
融
家
﹂
一
一
〇
頁
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
中
国
政
府
に
幣
制
改
革
の
申
し
込
み
を
取
り
下
げ
る
よ
う
に
説
得
を
試
み
て
い
る
。

B
eers, op

. cit., p. 143.

（
22
）　

L
ansing to P

aul S. R
einsch, 9 N

ovem
ber 1917, F

R
U

S
, 1917, p. 153; L

ansing to P
age, 24 N

ovem
ber 1917, F

R
U

S
, 1917, p. 159; B

eers, op
. cit., p. 

144; P
age to L

ansing, 1 January 1918, F
R

U
S

, 1918, pp. 137―138.

（
23
）　

L
an

sin
g to W

illiam
 G

. S
h

arp
, th

e A
m

erican
 A

m
bassad

or at P
aris, 22 N

ovem
ber 1917, F

R
U

S
, 1

9
1

7
, p

p
. 156―157. ”M

u
tatis m

u
tad

is to th
e 

A
m

erican E
m

bassy at L
ondon ”

（
24
）　

P
ugach, op

. cit., p. 236.

（
25
）　

湖
広
鉄
道
借
款
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
田
村
幸
作
﹃
支
那
外
債
史
論
﹄（
外
交
時
報
社
、
一
九
三
五
年
）
一
九
九―

二
二
五
頁
。
三
谷
、
前
掲
論
文
、
一
六
一―

一
六
二

頁
も
参
照
。
資
金
の
目
処
が
立
た
な
い
英
仏
側
は
、
ア
メ
リ
カ
系
企
業
に
支
援
を
求
め
て
い
た
。D

avis, op
. cit., pp. 301―302.

（
26
）　

P
ugach, op

. cit., pp. 234―235.

（
27
）　

B
reckinridge L

ong to L
ansing, 12 F

ebruary 1918, 893.51/1894, cited in P
ugach, op

. cit., pp. 235.

（
28
）　

L
ansing to W

illiam
 C

. R
edfield, the Secretary of C

om
m

erce, 11 January 1918, L
ong P

apers, box 179.

（
29
）　

P
ugach, op

. cit., pp. 233―237.

（
30
）　

W
illiam

 G
. M

cA
doo, the Secretary of the T

reasury, to L
ansing, 21 January 1918, F

R
U

S
, 1918, p. 140―141.

（
31
）　

戦
時
体
制
に
よ
る
外
政
機
関
の
﹁
地
盤
沈
下
﹂
は
、
日
本
外
務
省
だ
け
で
な
く
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
多
く
の
参
戦
国
で
普
遍
的
に
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。

（
32
）　

自
由
公
債
の
規
模
（
約
一
〇
〇
億
ド
ル
＝
二
〇
〇
億
円
）
を
考
え
れ
ば
、
西
原
借
款
と
同
程
度
（
約
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
）
の
対
華
借
款
を
行
う
力
は
、
ア
メ
リ

カ
に
は
十
二
分
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
自
由
公
債
以
前
に
、モ
ル
ガ
ン
商
会
が
連
合
国
の
た
め
に
用
立
て
た
資
金
に
限
っ
て
も
、そ
の
総
額
は
一
五
億
ド
ル
（
三
〇
億

円
）
を
上
回
っ
た
。
ロ
ン
・
チ
ャ
ー
ナ
ウ
（
青
木
榮
一
訳
）﹃
モ
ル
ガ
ン
家―

金
融
帝
国
の
盛
衰
﹄
上
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
三
年
）
上
、
三
二
七
頁
。
西

原
借
款
の
総
額
に
つ
い
て
は
鈴
木
武
雄
﹁
解
題
﹂（
同
監
修
﹃
西
原
借
款
資
料
研
究
﹄［
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
］）
五―

五
七
頁
に
依
っ
た
。

　
（
二
〇
四
五
）



勢
力
圏
外
交
秩
序
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溶
解

�

一
六
二

同
志
社
法
学　

五
九
巻
四
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（
33
）　

 L
ansing to R

edfield, 11 January 1918, 793. 94/662, D
SN

A
.

（
34
）　

L
ong ’s M

em
orandum

 of C
onversation w

ith M
r. Strauss of the T

reasury and W
ar T

rade B
oard,  22 January 1918, L

ong P
apers, box 179.　

ス
ト
ラ

ウ
ス
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、P

W
W

, V
ol. 48, p. 519

の
注
記
を
参
照
。

（
35
）　

L
ong to W

oodrow
 W

ilson, 11 F
ebruary 1918, L

ong P
apers, box 179.

（
36
）　

西
原
の
﹁
煙
酒
公
売
制
度
改
革
﹂
構
想
に
つ
い
て
は
、
森
川
正
則
﹁
寺
内
内
閣
期
に
お
け
る
西
原
亀
三
の
対
中
国
﹃
援
助
﹄
政
策
構
想
﹂（﹃
阪
大
法
学
﹄
第
五
〇
巻

第
五
号
、
二
〇
〇
一
年
一
月
）
八
一
八―

八
一
九
頁
。

（
37
）　

L
ansing to W

ilson, June 20 1918, F
R

U
S

, 1918, pp. 169―171; P
W

W
, V

ol. 48, pp. 371―374

お
よ
びL

ong P
apers, box 179

に
も
所
収
。 

以
下
の
記
述
は
、

特
に
断
ら
な
い
限
り
、
こ
の
ラ
ン
シ
ン
グ
の
書
簡
に
基
づ
く
。

（
38
）　

P
age to L

ansing, 1 &
 14 January 1918, F

R
U

S
, 1918, pp. 137―138, 140.

（
39
）　

西
原
の
進
め
る
﹁
日
支
貨
幣
混
一
併
用
﹂
へ
の
中
国
側
の
抵
抗
や
、
外
務
省
・
大
蔵
省
の
反
対
の
た
め
で
あ
る
。
森
川
、
前
掲
論
文
、
八
二
三―

八
二
四
頁
。
日
中

間
の
為
替
取
引
で
大
き
な
利
益
を
得
て
い
た
横
浜
正
金
銀
行
も
、
西
原
の
構
想
に
は
反
対
で
あ
っ
た
。
酒
井
一
臣
、
前
掲
﹁
新
四
国
借
款
団
と
国
際
金
融
家
﹂
一
一
四

―

一
一
七
頁
。

（
40
）　

W
ilson to L

ansing, 21 June 1918, F
R

U
S

, 1918, p. 171; P
W

W
, V

ol. 48, p. 382

に
も
所
収
。

（
41
）　

E
nclosure III, A

 D
raft of L

etter by B
reckindge L

ong, 2 July 1918 ［W
ashington

］, P
W

W
, V

ol. 48, pp. 519―520.　

な
お
、
こ
の
書
簡
案
の
作
成
前
に
、
銀

行
側
の
代
表
た
ち
が
一
度
ワ
シ
ン
ト
ン
に
足
を
運
び
、
ラ
ン
シ
ン
グ
お
よ
び
ロ
ン
グ
と
協
議
を
行
っ
て
い
る
。

（
42
）　

W
ilson to L

ansing, the W
hite H

ouse, 4 July 1918, P
W

W
, V

ol. 48, p. 517.

（
43
）　

R
einsch to W

ilson, C
hicago, 31 A

ugust, 1918, P
W

W
, V

ol. 49, pp. . 

こ
の
書
簡
は
、
一
時
帰
国
中
の
ラ
イ
ン
シ
ュ
が
、
対
華
借
款
問
題
に
つ
い
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン

と
協
議
し
た
内
容
を
ま
と
め
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
へ
の
補
足
と
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
送
ら
れ
て
い
る
。W

ilson to L
ansing, the W

hite H
ouse, 22 A

ugust 1918 &
 

E
nclosure, M

em
orandum

 on C
hinese F

inance by R
einsch, 14 A

ugust 1918, P
W

W
, V

ol. 49, pp. 310―311. 

帰
国
中
の
ラ
イ
ン
シ
ュ
に
つ
い
て
は
、P

ugach, 

op
. cit., pp. 250―252.

（
44
）　

D
aniel M

. Sm
ith, A

ftem
a

th
 of W

a
r: B

a
in

brid
ge C

olby
 a

n
d

 W
ilson

 D
ip

lom
a

cy
 1

9
2

0―
1

9
2

1
 

（P
hiladelphia: A

m
erican P

hilosophical Society, 

1970

）, pp. 75―76

も
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

（
45
）　

L
ong diary, entry of 11 O

ctober 1918, L
ong P

apers.

　
（
二
〇
四
六
）
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（
46
）　

L
ansing to the Secretary of C

om
m

erce

［W
illiam

 C
. R

edfield

］, Jan. 11, 1918. personal and confidential, L
ong P

apers, box 179.
（
47
）　

ラ
ン
シ
ン
グ
は
、国
務
省
の
原
則
を
全
て
受
け
入
れ
た
内
容
と
手
放
し
で
称
賛
し
て
い
る
。Lansing to W

ilson, P
aris, 26 M

ay 1919, P
W

W
, V

ol. 59, p. 514. 

巽
、

小
田
切
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
酒
井
、
前
掲
﹁
新
四
国
借
款
団
と
国
際
金
融
家
﹂
一
二
三
頁
を
参
照
。

（
48
）　

松
井
慶
四
郎
駐
仏
大
使
よ
り
内
田
康
哉
外
相
、一
九
一
九
年
五
月
一
三
日
（
一
八
日
接
受
）（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
二
四
三―

二
三
九
頁
。
松
井
大
使
よ
り
内
田
外
相
、

一
九
一
九
年
五
月
一
四
日
（
二
〇
日
接
受
）﹁
五
月
一
一
日
巴
里
ニ
於
ケ
ル
四
国
銀
行
家
会
議
ノ
決
議
事
項
﹂（
同
右
）
二
三
九―

二
四
〇
頁
（
二
四
四
文
書
）。
小
林
龍

夫
編
﹃
翠
雨
荘
日
記―

伊
藤
家
文
書 

臨
時
外
交
調
査
委
員
会
会
議
筆
記
等
﹄（
原
書
房
、
一
九
六
六
年
）
五
一
九
頁
。
以
下
、﹃
翠
雨
荘
日
記
﹄
と
略
記
。

（
49
）　

G
eroge N

. C
urzon, the B

ritish A
cting Secretary of State for F

oreign A
ffairs, to Joshua B

utler W
right, the A

m
erican C

harge in L
ondon, 17 M

arch 

1919, F
R

U
S

, 1919, pp. 427. 

よ
っ
て
、
こ
の
た
め
、﹁
ア
メ
リ
カ
は
列
強
が
す
で
に
確
保
し
て
い
た
勢
力
範
囲
の
基
幹
的
部
分
に
つ
い
て
は
、
実
際
上
黙
認
す
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
﹂
と
指
摘
す
る
研
究
も
あ
る
。
明
石
岩
男
﹃
日
中
戦
争
に
つ
い
て
の
歴
史
的
考
察
﹄（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
五
五―

五
六
頁
、
九
九―

一
〇
〇
頁
。
各
国
銀
行
団
が
提
供
し
た
個
々
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
堀
川
武
夫
﹃
極
東
国
際
政
治
史
序
説―

二
十
一
个
条
要
求
の
研
究
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
）

三
六
〇―

三
六
五
頁
。
各
国
の
勢
力
範
囲
に
つ
い
て
は
、
井
口
和
起
﹃
日
露
戦
争
の
時
代
﹄（
吉
川
弘
文
館
、）
四
五―

四
八
頁
。

（
50
）　

た
だ
し
、
原
の
日
記
で
は
閣
議
決
定
は
二
七
日
と
な
っ
て
い
る
。
原
奎
一
郎
編
﹃
原
敬
日
記
﹄
第
五
巻
（
福
村
出
版
、
一
九
八
一
年
）
一
九
一
九
年
五
月
二
七
日
、

一
〇
〇
頁
。
以
下
巻
数
は
⑤
と
略
記
す
る
。

（
51
）　

内
田
外
相
よ
り
松
井
大
使
、
一
九
一
九
年
五
月
二
〇
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
二
四
七
頁
（
二
四
九
文
書
）。

（
52
）　

前
掲
﹃
翠
雨
荘
日
記
﹄
五
二
一―

五
二
四
頁
。
前
掲
﹃
原
敬
日
記
﹄
⑤
、
一
九
一
九
年
五
月
二
九
日
、
一
〇
一
頁
。
内
田
外
相
よ
り
松
井
大
使
、
一
九
一
九
年
六
月

二
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
二
六
五―

二
六
六
頁
。

（
53
）　

内
田
外
相
よ
り
松
井
大
使
、
一
九
一
九
年
五
月
二
〇
日
（
同
右
）
二
四
九
頁
（
二
四
九
文
書
）。

（
54
）　

加
藤
陽
子
﹃
満
州
事
変
か
ら
日
中
戦
争
へ
﹄（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）
三
六―

四
八
頁
。
外
務
省
が
具
体
例
と
し
て
列
挙
し
た
﹁
承
認
﹂
の
例
は
、
内
田
外
相
よ

り
松
井
大
使
、﹁
満
蒙
除
外
に
関
す
る
我
主
張
の
参
考
事
項
﹂、
一
九
一
九
年
五
月
二
一
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
二
四
九―

二
五
〇
頁
（
二
四
九
文
書
）。

（
55
）　

加
藤
、
前
掲
書
、
四
八
頁
。

（
56
）　

幣
原
喜
重
郎
外
務
次
官
よ
り
神
野
勝
之
助
大
蔵
次
官
、
井
上
準
之
助
正
金
銀
行
頭
取
、
一
九
一
八
年
一
一
月
一
六
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
二
五
五―

二
六
四
頁

（
二
六
三
文
書
）。

（
57
）　

D
avis, op

. cit., pp. 302―303, 310―313. 

実
業
借
款
の
包
含
が
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
後
は
、
イ
ギ
リ
ス
銀
行
団
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
拡
大
を
主
張
す
る
外
務
省

　
（
二
〇
四
七
）
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と
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
香
港
上
海
銀
行
が
対
立
し
て
い
る
。Ibid

, pp. 313―319.
（
58
）　

D
avis, op

. cit., pp. 271―272, 303―305. 

ジ
ョ
ー
ダ
ン
が
駐
華
公
使
に
就
任
し
た
の
は
一
九
〇
六
年
で
あ
り
、
一
九
二
〇
年
ま
で
一
貫
し
て
そ
の
任
に
あ
っ
た
。

な
お
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
も
列
強
に
よ
る
中
国
の
国
際
管
理
を
構
想
し
て
い
た
。
前
掲
拙
稿
、﹁
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
日
本
﹂
一
一
一
頁
。

（
59
）　

在
北
京
速
水
篤
次
郎
よ
り
門
野
重
九
郎
大
倉
組
副
頭
取
﹁
中
国
鉄
道
国
際
管
理
案
ノ
真
相
ト
対
中
国
日
本
利
権
ノ
危
機
ニ
付
報
告
ノ
件
﹂
一
九
一
九
年
二
月
一
九

日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
六
二
五―

六
二
八
（
六
一
一
文
書
）。

（
60
）　

陸
相
意
見
は
、
そ
の
ほ
か
に
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
問
題
へ
の
波
及
を
強
く
懸
念
し
て
い
る
。
田
中
義
一
陸
相
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
二
月
八
日
（
同
右
）
六
一
六

―

六
一
七
頁
（
六
〇
五
文
書
）。
中
島
正
武
参
謀
本
部
第
二
部
長
よ
り
芳
沢
謙
吉
政
務
局
長
代
理
（
参
事
官
）﹁
支
那
鉄
道
ノ
国
際
管
理
問
題
ニ
就
テ
﹂
一
九
一
九
年
二

月
一
五
日
接
受
（﹁
支
那
鉄
道
国
際
管
理
問
題
一
件
﹂［
外
務
省
記
録 1.7.3―96

／
ア
ジ
歴B04011004800

］）。﹁
参
謀
本
部
ノ
意
見
ナ
リ
﹂
と
の
書
き
込
み
有
り
。
幣
原
、

芳
沢
、
小
村
な
ど
の
閲
覧
サ
イ
ン
・
印
あ
り
。

（
61
）　

小
幡
酉
吉
駐
華
公
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
三
月
一
四
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
六
三
三―

六
四
四
頁
（
六
一
八
文
書
）。

（
62
）　

注
及
び
同
文
の
田
中
陸
相
よ
り
内
田
外
相
﹁
西
比
利
亜
及
支
那
ニ
在
ル
諸
鉄
道
ヲ
国
際
問
題
ト
ナ
ス
コ
ト
ニ
関
ス
ル
件
照
会
﹂
一
九
一
九
年
二
月
八
日
接
受
（﹁
支

那
鉄
道
国
際
管
理
問
一
件
﹂［
外
務
省
記
録 1.7.3―96

／
ア
ジ
歴 B04011004800

］）。

（
63
）　
﹁
意
見
書
﹂
一
九
一
九
年
三
月
頃
？（﹁
支
那
政
権
雑
纂
﹂
第
三
巻
［
外
務
省
記
録 1.1.2―77

／
ア
ジ
歴B03030279100

］）。﹁
本
意
見
書
ハ
芳
沢
参
事
官
ヲ
経
テ
大
臣
、

次
官
ニ
提
出
済
﹂。
小
村
の
印
あ
り
。
引
用
文
中
の
傍
点
は
、
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
最
後
の
指
摘
は
、
在
華
イ
ギ
リ
ス
人
が
ベ
ー
カ
ー
案
に
好
意
的
で
あ
る
と

す
る
小
幡
か
ら
の
情
報
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
幡
公
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
二
月
一
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
六
一
五―

六
一
六
頁
（
六
〇
四

文
書
）。

（
64
）　

ベ
ー
カ
ー
案
の
原
文
全
文
と
、
同
じ
く
ベ
ー
カ
ー
が
関
係
者
に
配
布
し
た
概
要
（
こ
ち
ら
の
方
が
よ
り
具
体
的
で
あ
る
）
は
、
小
幡
公
使
よ
り
内
田
外
相
、

一
九
一
九
年
二
月
二
日
（﹁
支
那
鉄
道
国
際
管
理
問
題
一
件
﹂［
外
務
省
記
録 1.7.3―96

／
ア
ジ
歴B04011004800

］）
の
附
属
書
類
。
幣
原
、
芳
沢
、
小
村
の
花
押
有
り
。

ベ
ー
カ
ー
の
私
案
で
は
、﹁
中
国
に
お
け
る
全
て
の
鉄
道
投
資
は
、
日
本
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
合
衆
国
の
各
一
名
の
代
表
と
適
当
な
人
数
の
中
国
人
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
受
託
委
員
会a B

oard of T
rustees

の
監
督
下
に
置
か
れ
る
﹂
と
さ
れ
て
い
た
（
概
要
二
枚
目
の
項
目
ａ
）。
ま
た
ベ
ー
カ
ー
は
勢
力
範
囲
の
撤
廃
に
よ

る
各
国
の
中
国
に
お
け
る
経
済
事
業
の
相
互
依
存
化
と
、
そ
の
多
大
な
利
益
を
盛
ん
に
強
調
し
て
い
る
。

（
65
）　

メ
イ
ヤ
ー
ス
案
の
原
文
全
文
は
、
小
幡
公
使
よ
り
内
田
外
相
﹁
支
那
鉄
道
国
際
投
資
及
管
理
ニ
関
ス
ル
件
﹂
一
九
一
九
年
二
月
一
八
日
接
受
（﹁
支
那
鉄
道
国
際
管

理
問
題
一
件
﹂［
外
務
省
記
録 1.7.3―96

／
ア
ジ
歴B04011004800

］）
の
附
属
書
類
。
各
鉄
道
系
に
は
総
支
配
人
、
技
術
主
任
、
会
計
主
任
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
六
つ
、
あ

　
（
二
〇
四
八
）
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わ
せ
て
七
八
の
重
要
ポ
ス
ト
が
あ
り
、
各
国
へ
の
割
り
振
り
は
英
二
二
、
米
二
〇
、
仏
一
六
、
日
九
、
ベ
ル
ギ
ー
九
、
露
二
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
山
東
、
満
州
と

も
に
会
計
主
任
は
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
り
、
逆
に
日
本
人
が
会
計
主
任
の
鉄
道
系
は
一
つ
も
な
い
。

（
66
）　

第
一
課
の
栗
野
昇
太
郎
起
草
と
思
わ
れ
る
覚
書
、
日
付
不
明
（
一
九
一
九
年
三
月
頃
か
）（﹁
支
那
鉄
道
国
際
管
理
問
題
一
件
﹂［
外
務
省
記
録 1.7.3―96

／
ア
ジ
歴

B04011004800

］）。
栗
野
が
同
意
を
取
り
付
け
た
の
は
、
森
俊
六
郎
理
財
（
金
融
）
局
長
と
富
田
勇
太
郎
同
局
国
庫
課
長
。

（
67
）　

政
務
局
第
一
課
﹁
新
借
款
団
組
織
ニ
関
ス
ル
米
国
政
府
ノ
提
議
ニ
就
テ
﹂
一
九
一
九
年
八
月
頃
？
（﹃
外
文
﹄
⑦―

二―

上
）
二
四
三
頁
（
二
五
六
文
書
）。

（
68
）　

正
し
く
は
、﹁
南
満
州
及
東
部
内
蒙
古
に
於
け
る
鉄
道
又
は
各
種
税
課
に
対
す
る
借
款
に
関
す
る
交
換
公
文
﹂
一
九
一
五
年
五
月
二
五
日
（﹃
主
要
文
書
﹄
上
）

四
一
〇
頁
。

（
69
）　

政
務
局
第
一
課
﹁
勢
力
範
囲
撤
廃
ニ
関
ス
ル
研
究
﹂（
調
書
）
一
九
二
〇
年
九
月
、（
松
本
記
録 2.4.2―20.1.1.1

／
ア
ジ
歴B06150723200

）
七
頁
。
当
該
部
分
は
﹁
講

和
会
議
以
前
ノ
起
草
ニ
係
リ
﹂
と
の
説
明
あ
り
。
一
九
一
八
年
一
一
月
頃
と
思
わ
れ
る
。

（
70
）　

小
林
道
彦
﹁
高
橋
是
清
﹃
東
亜
経
済
力
樹
立
ニ
関
ス
ル
意
見
﹄
と
井
上
準
之
助
﹂（﹃
北
九
州
市
立
大
学
法
政
論
集 

﹄
第
二
九
巻
一
・
二
号
［
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
］）

八
一―

一
三
二
頁
。
一
九
一
九
年
二
月
一
七
日
の
井
上
の
意
見
書
は
、
満
蒙
の
除
外
を
求
め
て
い
な
い
。
井
上
日
銀
総
裁
よ
り
芳
澤
謙
吉
政
務
局
長
、
一
九
一
九
年
二

月
一
七
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
一
九
九―
二
〇
〇
頁
（
二
〇
九
文
書
）。

（
71
）　

永
井
松
三
駐
英
臨
時
代
理
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
三
月
二
二
（
同
右
）
二
一
一―

二
一
三
頁
（
二
一
八
文
書
）。
同
、
三
月
二
八
日
（
同
右
）
二
一
四

頁
（
二
二
〇
文
書
）。

（
72
）　

永
井
代
理
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
二
月
一
八
日
（﹁
支
那
鉄
道
国
際
管
理
問
題
一
件
﹂［
外
務
省
記
録 1.7.3―96

／
ア
ジ
歴B04011004800

］）。
幣
原
、

芳
澤
、
武
者
小
路
、
小
村
の
閲
覧
サ
イ
ン
有
り
。

（
73
）　

な
お
、
外
務
省
は
、
条
約
上
の
優
先
権
も
新
借
款
団
へ
の
譲
渡
対
象
に
含
ま
れ
る
と
の
回
答
を
事
前
に
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
か
ら
得
な
が
ら
あ
え
て
無
視
し
て
お
り
、

こ
の
両
論
併
記
が
対
英
関
係
を
慮
っ
て
の
措
置
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
永
井
臨
時
代
理
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
四
月
一
八
日
（﹃
外
文
﹄

⑧―

二―

上
）
二
二
六
頁
（
二
三
四
文
書
）。

（
74
）　

高
橋
是
清
蔵
相
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
五
月
二
〇
日
（
同
右
）
二
四
四―
二
四
五
頁
（
二
四
七
文
書
）。
そ
の
ほ
か
に
積
極
賛
成
の
理
由
と
し
て
、﹁
欧
米
ノ

資
本
的
勢
力
ヲ
大
局
上
我
ニ
有
利
ナ
ル
方
向
ニ
導
ク
﹂
と
、
日
本
の
利
害
ば
か
り
強
調
し
て
い
た
前
文
部
分
も
、﹁
東
洋
ノ
平
和
及
彼
我
ノ
公
益
ニ
資
ス
ル
方
向
ニ
導

ク
﹂
と
、
よ
り
一
般
的
な
表
現
に
変
更
す
る
よ
う
に
大
蔵
省
は
要
求
し
、
外
務
省
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。

（
75
）　

高
橋
是
清
﹁
内
外
国
策
私
見
﹂
一
九
一
九
年
九
月
稿
（
小
川
平
吉
文
書
研
究
会
他
編
﹃
小
川
平
吉
関
係
文
書
﹄
2
［
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
］）
一
三
八
頁
。

　
（
二
〇
四
九
）
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（
76
）　

在
仏
松
井
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
六
月
一
一
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
二
八
一
頁
（
二
七
八
文
書
）。
永
井
臨
時
代
理
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
同
年

同
月
一
七
日
（
同
右
）
二
八
七―

二
八
八
（
二
八
七
文
書
）。
ラ
モ
ン
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
見
解
に
つ
い
て
は
確
認
を
要
す
る
と
明
言
は
し
て
い
な
い
。

（
77
）　

“I w
ish draw

 your attention to a note from
 the Secretary of State to the Japanese A

m
bassador, dated W

ashington, 2/11, 1917. ” 

永
井
臨
時
代
理
大

使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
六
月
二
〇
日
（
同
右
）
二
九
〇―

二
九
一
頁
（
二
九
〇
文
書
）。
こ
の
書
面
に
対
す
る
ラ
モ
ン
ト
の
反
応
は
、
松
井
大
使
よ
り
内
田

外
相
、
一
九
一
九
年
六
月
二
九
日
（
同
上
）
三
〇
一―

三
〇
二
頁
（
二
九
九
文
書
）。
ラ
モ
ン
ト
は
、
バ
ル
フ
ォ
ア
外
相
で
さ
え
﹁
満
蒙
除
外
に
は
反
対
し
つ
つ
あ
る
﹂

と
語
っ
た
と
い
う
。

（
78
）　

松
井
大
使
よ
り
内
田
外
相
、一
九
一
九
年
六
月
一
一
日
（
同
右
）
二
八
一
頁
（
二
七
八
文
書
）。
永
井
臨
時
代
理
大
使
よ
り
内
田
外
相
（
同
上
）
二
八
三
頁
（
二
八
一

文
書
）。

（
79
）　

正
式
の
外
相
就
任
は
一
九
一
九
年
一
〇
月
二
四
日
で
あ
る
。
カ
ー
ゾ
ン
外
相
期
の
イ
ギ
リ
ス
外
交
に
つ
い
て
は
、G

. H
. B

ennett, B
ritish

 F
oreign

 P
olicy 

d
u

rin
g th

e C
u

rzon
 P

eriod
, 1919―

24 （L
ondon: St. M

artin ’s P
ress, 1995

）.

（
80
）　

D
avis, op

. cit., C
hapter V

I.

（
81
）　

W
righ

t to W
illiam

 G
ren

fell M
axM

u
ller, C

lerk of F
ar E

astern
 D

ep
artm

en
t of F

orein
g O

ffice, 14 Ju
ly 1919

（R
eceived

 15 Ju
ly

）, L
on

d
on

, E
. L

. 

W
oodw

ard and R
ohan B

utler, 

（ed.

）, D
ocu

m
en

ts on
 B

ritish
 F

oreign
 P

olicy, 1919―
1939, F

irst S
eries, V

ol. V
I 

（L
ondon: H

er M
arjesty ’s O

ffice, 

1956

）, p. 608. 

以
下
、D

B
F

P

と
略
記
。M

axM
uller to W

right, L
ondon, 17 July 1919, ibid

, p. 609.

（
82
）　

C
urzon to B

eilby F
rancis A

lston, 18 July 1919, A
nn T

rotter 

（eds.

）, B
ritish

 D
ocu

m
en

ts on
 F

oreign
 A

ffa
irs: R

ep
orts a

n
d

 P
a

p
ers from

 th
e 

F
oreign

 O
ffice C

on
fid

en
tia

l P
rin

t, P
a

rt II, F
rom

 th
e F

irst to th
e S

econ
d

 W
orld

 W
a

r, S
eries E

, A
S

IA
, 1

9
1

4―
1

9
3

9
, V

ol. 2 

（B
eth

esd
a?: 

U
niversity P

ublications of A
m

eirca, 1991

）, pp. 288―291, D
oc. 297. 

以
下B

D
F

A

と
略
記
。

（
83
）　

珍
田
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
七
月
二
四
日
（
七
月
三
一
日
接
受
）（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
三
二
〇
頁
（
三
〇
九
文
書
）。
以
下
の
珍
田
・
カ
ー
ゾ
ン
会

談
の
記
述
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
こ
の
資
料
と
注
（
82
）
に
よ
る
。

（
84
）　

な
お
、
一
九
二
二
年
九
月
二
日
の
日
本
の
閣
議
決
定
で
、
青
島
税
関
が
中
国
の
税
制
度
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
、
確
認
さ
れ
て
い
る
。
清
水
秀
子
﹁
山
東
問
題
﹂（﹃
国

際
政
治
﹄
第
五
六
号
、
一
九
七
六
年
）
一
二
六
頁
。

（
85
）　

C
urzon to A

lston, 11 A
ugust 1919, B

D
F

A
, S

eries E
, V

ol. 2, pp. 307―308, D
oc. 308.

（
86
）　

C
urzon to A

lston, 22 July 1919, B
D

F
A

, S
eries E

, V
ol. 2, pp. 305―308, D

oc. 307.

　
（
二
〇
五
〇
）
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（
87
）　

そ
の
発
言
は
、
日
本
の
中
国
政
策
に
対
す
る
﹁
不
利
な
評
決
﹂”adverse verdict ”

で
あ
っ
た
と
、
珍
田
は
カ
ー
ゾ
ン
に
不
満
を
述
べ
て
い
る
。ibid

., p. 304, 

D
oc. 307.

（
88
）　

出
淵
臨
時
代
理
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
六
月
二
九
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
二
九
七―

三
〇
一
頁
。
な
お
、
本
電
報
の
到
着
は
、
後
半
部
分
が
六
月

三
〇
日
に
接
受
さ
れ
た
も
の
の
、
前
半
部
分
は
七
月
一
五
日
で
あ
っ
た
。

（
89
）　

中
村
正
金
︹
東
京
支
店
？
︺
副
支
配
人
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
七
月
二
日
（
同
右
）
三
一
一―

三
一
二
頁
（
三
〇
一
文
書
）。

（
90
）　

梶
原
仲
治
正
金
銀
行
頭
取
等
よ
り
内
田
外
相
及
び
高
橋
蔵
相
、
一
九
一
九
年
八
月
一
六
日
（
同
右
）
三
四
七
頁
（
三
三
〇
文
書
）。
巽
孝
之
丞
正
金
ロ
ン
ド
ン
支
店

長
よ
り
梶
原
横
浜
正
金
頭
取
、
一
九
一
九
年
六
月
一
六
日
（﹁
対
支
借
款
団
関
係
﹂
第
三
巻
［
外
務
省
記
録1.7.1―23

／
ア
ジ
歴B04010859100

］）。
内
田
、
幣
原
の

閲
覧
印
・
花
押
あ
り
。

（
91
）　

John W
. D

avis to F
rank Lyon P

olk, L
ondon, 18 June 1919, L

ondon, F
R

U
S

, 1919, V
ol.1, p. 452.

（
92
）　

出
淵
臨
時
代
理
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
七
月
三
一
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
三
二
二―

三
二
三
頁
（
三
一
四
文
書
）。

（
93
）　

前
掲
﹃
原
敬
日
記
﹄
⑤
、
一
九
一
九
年
八
月
五
日
、
一
二
六
頁
。

（
94
）　
﹁
閣
議
案
（
廃
案
）﹂
日
付
不
明
（﹁
対
支
新
借
款
団
関
係
﹂
第
四
巻
［
外
務
省
記
録 1.7.1―23

／
ア
ジ
歴B04010859600

］）。
こ
の
閣
議
案
で
は
以
上
の
文
句
に
続

い
て
、
乙
案
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
95
）　

前
掲
﹃
翠
雨
荘
日
記
﹄
六
〇
六―

六
〇
九
頁
。

（
96
）　

同
右
、
六
一
〇
頁
。

（
97
）　

八
月
一
三
日
の
外
交
調
査
会
で
は
、
特
に
石
井
・
ラ
ン
シ
ン
グ
協
定
を
筆
頭
に
、
外
務
省
の
い
う
﹁
承
認
﹂
の
内
容
を
い
ち
い
ち
読
み
上
げ
て
、
そ
れ
が
い
か
に

不
確
か
な
も
の
で
あ
っ
た
か
逐
一
指
摘
し
て
い
る
。
前
掲
﹃
翠
雨
荘
日
記
﹄
六
一
九―

六
二
六
頁
。
加
藤
、
前
掲
書
、
四
七―

四
八
頁
。

（
98
）　

平
野
健
一
郎
﹁
西
原
借
款
か
ら
新
四
国
借
款
団
へ
﹂（
細
谷
千
博
、
斉
藤
真
編
﹃
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
と
日
米
関
係
﹄［
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
］）
三
〇
六―

三
一
五
頁
。
加
藤
、
前
掲
書
、
三
六―

四
八
頁
。
な
お
平
野
が
﹁
日
本
政
府
﹂
を
主
語
と
し
て
説
明
し
て
い
る
政
策
態
度
の
ほ
と
ん
ど
は
、
実
際
に
は
伊
東
に
限
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。

（
99
）　

前
掲
﹃
原
敬
日
記
﹄
⑤
、
一
九
一
九
年
八
月
七
日
、
一
二
七
頁
。

（
100
）　

前
掲
﹃
翠
雨
荘
日
記
﹄
六
一
一
頁
。

（
101
）　

前
掲
﹃
翠
雨
荘
日
記
﹄
六
一
一―

六
一
二
頁
。

　
（
二
〇
五
一
）
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（
102
）　

前
掲
﹃
翠
雨
荘
日
記
﹄
六
一
三―

六
一
四
頁
。
さ
ら
に
八
月
一
三
日
に
は
、
対
露
政
策
の
文
脈
で
、
満
蒙
の
重
要
性
を
説
く
文
書
を
配
布
し
、﹁
至
急
閲
覧
﹂
を
求

め
て
い
る
。
同
書
、
七
五
八―

六
六
三
頁
。
特
に
六
五
九
頁
。

（
103
）　

前
掲
﹃
翠
雨
荘
日
記
﹄
六
一
二
頁
。
八
月
一
三
日
の
外
交
調
査
会
で
も
同
様
の
発
言
を
行
っ
て
い
る
、
同
書
、
六
二
八
頁
。

（
104
）　

以
下
の
﹃
原
敬
日
記
﹄
の
記
述
は
、
大
戦
後
の
原
の
国
際
政
治
観
を
表
す
も
の
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。﹁
世
界
は
英
米
勢
力
の
支
配
と
な
り
た
る
が
、
東

洋
に
於
て
は
之
に
日
本
を
加
ふ
。
日
本
が
英
に
傾
く
と
米
に
傾
く
と
は
彼
等
に
取
り
て
も
重
大
な
る
事
件
な
れ
ば
、︹
日
本
は
︺
云
は
ば
引
張
凧
と
な
る
の
感
あ
り
。

而
し
て
我
国
は
毎
々
云
ふ
通
り
日
英
米
の
協
調
を
必
要
と
す
る
に
因
り
、
此
の
傾
向
に
乗
じ
て
相
当
の
処
置
を
要
す
﹂。
前
掲
﹃
原
敬
日
記
﹄
⑤
、
一
九
一
九
年
六
月

一
九
日
、
一
〇
九
頁
。
例
え
ば
川
田
稔
﹃
原
敬 

転
換
期
の
構
想―

国
際
社
会
と
日
本
﹄（
未
来
社
、
一
九
九
五
年
）
一
五
〇
頁
。

（
105
）　

前
掲
﹃
翠
雨
荘
日
記
﹄
六
一
三
頁
。
内
田
外
相
よ
り
珍
田
大
使
、
一
九
一
九
年
八
月
一
六
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
三
四
六―

三
四
七
頁
（
三
二
八
文
書
）。

（
106
）　

内
田
外
相
よ
り
松
井
大
使
、
一
九
一
九
年
八
月
二
六
日
（
同
右
）
三
五
九
頁
（
三
四
七
文
書
）。

（
107
）　

内
田
外
相
よ
り
珍
田
大
使
、
一
九
一
九
年
八
月
一
六
日
（
同
右
）
三
四
三―

三
四
四
頁
（
三
二
六
文
書
）。

（
108
）　
﹁
八
月
一
一
日
附
英
国
外
務
省
ヨ
リ
在
英
国
日
本
大
使
館
宛
覚
書
﹂（
同
右
）
三
三
九―

三
四
三
頁
（
三
二
五
文
書
）。
概
要
の
報
告
は
、
永
井
臨
時
代
理
大
使
よ
り
内

田
外
相
、
一
九
一
九
年
八
月
一
二
日
発
、
一
七
日
接
受
（
同
上
）
三
三
〇―

三
三
一
頁
（
三
二
三
文
書
）。

（
109
）　

在
仏
松
井
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
八
月
二
一
日
（
同
右
）
三
五
一―

三
五
二
頁
（
三
三
六
文
書
）。

（
110
）　

永
井
臨
時
代
理
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
八
月
二
二
日
（
同
右
）
三
五
四
頁
（
三
三
九
文
書
）。
出
淵
臨
時
代
理
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
八

月
二
二
日
（
同
上
）
三
五
四―

三
五
五
頁
（
三
四
〇
文
書
）。

（
111
）　

前
掲
﹃
原
敬
日
記
﹄
⑤
、
一
九
一
九
年
八
月
二
六
日
、
一
三
四
頁
。

（
112
）　

前
掲
﹃
翠
雨
荘
日
記
﹄
六
五
四―

六
五
七
頁
。
な
お
、
外
交
調
査
会
の
決
定
に
反
す
る
と
し
て
、
こ
の
文
言
を
削
っ
た
の
は
伊
東
で
あ
り
、
代
わ
り
に
原
の
趣
旨
に

よ
り
相
応
し
い
と
し
て
以
下
の
一
節
を
追
加
さ
せ
て
い
る
。﹁
新
借
款
団
ノ
班
ヲ
脱
シ
テ
列
国
ト
ノ
協
調
ニ
背
ク
ノ
不
利
ヲ
憂
ル
ガ
故
ニ
、
任
国
政
府
ト
ノ
折
衝
ニ
当

リ
テ
ハ
細
心
専
念
余
地
ヲ
遺
ス
コ
ト
ヲ
努
メ
⋮
⋮
破
談
ノ
場
合
ニ
ハ
最
後
ノ
電
訓
ヲ
請
ハ
レ
タ
シ
﹂。
同
書
、六
五
七
頁
。
実
際
の
説
明
方
法
に
つ
い
て
の
﹁
訓
示
﹂
は
、

内
田
外
相
よ
り
珍
田
大
使
、
一
九
一
九
年
八
月
一
六
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
三
四
四―

三
四
六
頁
（
三
二
七
文
書
）。

（
113
）　

内
田
外
相
よ
り
松
井
大
使
、
一
九
一
九
年
八
月
二
六
日
（
同
右
）
三
五
七―

三
五
八
頁
（
三
四
四
文
書
）。

（
114
）　

内
田
外
相
よ
り
永
井
臨
時
代
理
大
使
、
一
九
一
九
年
八
月
二
九
日
（
同
右
）
三
六
三―
三
六
四
頁
（
三
五
二
文
書
）。

（
115
）　

出
淵
臨
時
代
理
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
八
月
二
八
日
（
同
右
）
三
六
九―

三
六
二
頁
（
三
五
〇
文
書
）。

　
（
二
〇
五
二
）



勢
力
圏
外
交
秩
序
の
溶
解

�

一
六
九

同
志
社
法
学　

五
九
巻
四
号

（
116
）　

珍
田
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
九
月
二
日
（
同
右
）
三
六
七―

三
六
九
頁
（
三
五
七
文
書
）。

（
117
）　

前
掲
﹃
翠
雨
荘
日
記
﹄
六
六
八―

六
七
二
頁
。

（
118
）　

O
ffice of th

e T
h

ird
 A

ssistan
t S

ecretary

［L
on

g

］, M
em

oran
d

u
m

 of C
on

versation
 w

ith
 Jap

an
ese C

h
arge d

’A
ffaires 

［
出
淵
］, A

u
gu

st 27, 1919. 

893.51/2414, D
SN

A
; Sadao A

sada, ”Japan and the U
nited States, 1915―25, ” （P

h. D
. dissertation, Yale U

niversity, 1962

）, pp. 92―94.

（
119
）　

P
olk to H

ugh C
am

pbell W
allance, the A

m
erican A

m
bassador at P

aris, 31 M
ay 1919, F

R
U

S
, 1919, V

ol.1, p. 438.

（
120
）　

D
. H

. M
arshall to L

ong, 20 M
ay 1919, P

aris, L
ong P

apers, box 180.

（
121
）　

L
ong D

iary, entries of June 23, July 1 &
 9, 1919, L

ong P
apers.

（
122
）　

P
olk to L

ansing
［drafted by L

ong

］, 9 July 1919, 893.51/2307a, D
SN

A
.

（
123
）　

M
arshall to L

ong, P
aris, 21 June 1919, L

ong P
apers, box 180; L

ong D
iary, entry of June 26, 1919, L

ong P
apers; P

olk to W
allance, 26 June 1919, 

F
R

U
S

, 1919, V
ol. 1, p. 459.

（
124
）　

M
arshall to L

ong, P
aris, 21 June 1919, L

ong P
apers, box 180.

（
125
）　

L
ong to T

hom
as W

. L
am

ont, 1 A
ugust 1919, L

ong P
apers, box 180.

（
126
）　

W
allance to P

olik, P
aris, 24 July 1919,  F

R
U

S
, 1919, V

ol. 1, p. 470.

（
127
）　

P
olk to L

ansing

［drafted by L
ong

］, 9 July 1919, 893.51/2307a, D
SN

A
.

（
128
）　

T
he D

epartm
ent State to the Japanese E

m
bassy, 31 July 1919, F

R
U

S
, 1919, V

ol. 1, pp. 471―473; D
avis to L

ansing, L
ondon, 14 A

ugust 1919, 
F

R
U

S
, 1919, V

ol. 1, pp. 476―478; W
allance to L

ansing, P
aris, 20 &

 26 A
ugust 1919, F

R
U

S
, 1919, V

ol. 1, p. 478―480.

（
129
）　

State D
epartm

ent m
em

o, A
ugust 20, 1919, 893.51/2371, D

SN
A

; L
ansing to D

avis, 27 A
ugust 1919, F

R
U

S
, 1919, V

ol. 1, pp. 480―481; L
ansing to 

R
einsch, 27 A

ugust 1919, ibid
, pp. 481―482.  

中
国
へ
の
打
診
は
、
日
本
と
の
直
接
交
渉
を
警
戒
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
130
）　

D
avis to L

ansing, L
ondon, 4 Septem

ebr, 1919, F
R

U
S

, 1919, V
ol. 1, p. 482―483. 

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
も
、
松
井
大
使
か
ら
受
け
た
、
概
括
﹁
留
保
﹂
要

求
を
、
日
本
政
府
の
態
度
緩
和
を
示
す
も
の
と
し
て
高
評
価
し
て
い
た
。

（
131
）　

確
か
に
、
米
英
仏
の
賛
同
を
前
提
に
、
具
体
的
な
検
討
は
行
っ
て
い
た
。
北
京
政
府
へ
の
単
独
借
款
を
め
ぐ
る
原
内
閣
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
臼
井
勝
美
﹃
日
本

と
中
国―

大
正
時
代
﹄（
原
書
房
、
一
九
七
二
年
）
一
六
九―

一
七
一
頁
。
関
静
雄
﹃
日
本
外
交
の
基
軸
と
展
開
﹄（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
二
二
八―

二
二
九
頁
。

　
（
二
〇
五
三
）



勢
力
圏
外
交
秩
序
の
溶
解

�

一
七
〇

同
志
社
法
学　

五
九
巻
四
号

（
132
）　

珍
田
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
九
月
六
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
三
六
九―

三
七
一
頁
（
三
五
八
文
書
）。

（
133
）　

D
avis to L

ansing, L
ondon, 2 O

ctober 1919, F
R

U
S

, 1919, V
ol. 1, pp. 491―492.

（
134
）　

C
urzon to A

lston, 1 Septem
ber 1919, D

oc. .

（
135
）　

A
lston to John A

nthony C
ecil T

illey, A
ssistant U

nder Secretary for State, 7 O
ctober 1919, Tokyo, B

D
F

A
, Series E

, V
ol. 2, pp. 331―334, D

oc. 321.

（
136
）　

な
お
、
ウ
ィ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
そ
の
後
に
書
か
れ
た
オ
ル
ス
ト
ン
の
意
見
書
を
み
て
、
日
米
英
に
よ
る
何
ら
か
の
了
解
の
達
成
に
役
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
ま
で
の
間
、
日
英
同
盟
を
﹁
ど
う
に
か
し
て
﹂
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
を
付
記
し
て
い
る
。M

em
orandum

 by C
. W

ingfield, 5 Septem
ber 1919, 

B
D

F
A

, S
eries E

, V
ol. 2, pp. 334―336, D

oc. 322.

（
137
）　

パ
リ
講
和
会
議
後
の
連
盟
問
題
を
め
ぐ
る
複
雑
な
米
英
関
係
に
つ
い
て
は
、M

ichael G
 F

ly, Illu
sion

 of S
ecu

rity: N
orth

 A
tla

n
tic D

ip
lom

a
cy 1918―

22 

（T
ron

to &
 B

u
ffalo: U

n
iversity of T

ron
to P

ress, 1972

）, C
h

ap
ter 1; B

. J. C
. M

cK
erch

er, ”In
trod

u
ction

, ” in
 M

ckerch
er

（ed
s.

）, A
n

glo- A
m

erica
n

 

R
ela

tion
s in

 th
e 1920s: T

h
e S

tru
ggle for S

u
p

rem
a

cy 

（A
lberta, C

anada: T
he U

niversity of A
lberta P

ress, 1990

）, pp. 1―16., pp. 1―9; G
eorge W

. 

E
gerton, “Ideology, D

iplom
acy, and International O

rganization: W
ilsonism

 and the L
ague of N

ations in A
nglo-A

m
erican R

elations, 1918―1920, ” in 
ibid

., pp. 17―51.

（
138
）　

A
sada, op. cit., pp. 95―97.

（
139
）　

L
ansing to D

avis, 11 O
ctober 1919, F

R
U

S
, 1919, V

ol. 1, pp. 493―496.

（
140
）　

Ibid
., p. 496.

（
141
）　

T
he D

epartm
ent State to the Japanese E

m
bassy, 28 O

ctober 1919, F
R

U
S

, 1919, V
ol. 1, pp. 497―499.

（
142
）　

八
月
二
七
日
の
対
米
通
告
を
担
当
し
た
出
淵
は
、
そ
の
と
き
の
ロ
ン
グ
の
反
応
を
伝
え
て
い
な
い
。
正
式
の
返
答
を
待
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
143
）　

例
え
ば
、R

einsch to P
olk, 28 June 1919, F

R
U

S
, 1919, V

ol. 1, p. 512; John V. A
. M

acM
urray to L

ong, Sept. 9, 1919, L
ong P

apers, box 180. 

た
だ
ラ

イ
ン
シ
ュ
は
、
小
幡
か
ら
も
ち
か
け
ら
れ
た
日
米
共
同
借
款
に
も
、
事
態
の
打
開
に
有
利
と
し
て
、
か
な
り
前
向
き
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。R

einsch to L
ansing, 

31 July 1919, ibid
., p. 517.

（
144
）　

L
ansing to R

einsch, 4 Septem
ber 1919, F

R
U

S
, 1919, V

ol. 1, p. 522.

（
145
）　

L
ansing to John J. A

bbott, the V
ice P

resident of C
hicago B

ank, 21 O
ctober 1919, ibid

., p. 525―526.

（
146
）　

北
京
政
府
は
、
当
初
は
塩
税
余
剰
金
（
塩
余
）
と
さ
れ
て
い
た
担
保
を
、
物
品
税
に
変
更
す
る
こ
と
を
申
し
出
て
き
た
。
当
時
の
海
関
制
度
、
塩
税
制
度
の
実
態

　
（
二
〇
五
四
）



勢
力
圏
外
交
秩
序
の
溶
解

�

一
七
一

同
志
社
法
学　

五
九
巻
四
号

に
つ
い
て
は
、
岡
本
隆
司
﹃
近
代
中
国
と
海
関
﹄（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
が
詳
し
い
。
中
国
銀
行
界
の
発
達
に
つ
い
て
は
、
明
石
、
前
掲
書
、
七
三―

七
八
頁
。

（
147
）　

珍
田
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
一
二
月
一
七
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
三
八
〇―

三
八
一
頁
（
三
六
四
文
書
）。Jusserand to L

ansing, W
asington, 

22 D
ecem

ber 1919, F
R

U
S

, 1919, V
ol. 1, pp. 551―552.

（
148
）　

L
ansing to C

harls D
. Tenney, the C

harge ’ in C
hina, 10 D

ecem
ber 1919, F

R
U

S
, 1919, V

ol. 1, p. 546; T
akeshi M

atsuda, ”W
oodrow

 W
ilson ’s D

ollar 

D
iplom

acy in the F
ar E

ast: T
he N

ew
 C

hinise C
osortium

, 1917―1921, ” （P
h. D

. dissertaion, U
niversity of W

isconsin, 1979

）, pp. 312―313

も
参
照
。

（
149
）　

L
ansing to Tenney, 4 D

ecem
ber 1919, F

R
U

S
, 1919, V

ol. 1, p. 544.

（
150
）　

な
お
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
借
款
の
権
利
は
、
そ
の
後
新
四
国
借
款
団
に
引
き
継
が
れ
た
。

（
151
）　

B
eers, op

. cit., p. 177.

（
152
）　

T
he B

ritish E
m

bassy to the D
epartm

ent of State, 29 O
ctober 1919, F

R
U

S
, 1919, V

ol. 1, p. 499.　

D
avis, op

. cit,, pp. 323―329.

（
153
）　

L
on

g to L
am

on
t, 20 D

ec 1919, T
h

om
as W

. L
am

on
t p

ap
ers, box 185―15 

（B
aker L

ibrary, H
arvard

 U
n

iversity, C
am

brid
ge, M

ass

）; 3A
/B

L
/B

M
D

［presum
ably w

ritten by L
ong

］ to L
am

ont, 20 D
ecem

ber 1919. L
ong P

apers, box 180. 

後
者
は
草
稿
と
思
わ
れ
る
。

（
154
）　

か
な
り
怪
し
げ
な
情
報
で
あ
っ
た
が
、
不
安
定
な
国
内
を
ま
と
め
る
た
め
に
、
日
本
が
軍
事
的
冒
険
を
試
み
る
こ
と
を
ロ
ン
グ
は
真
剣
に
心
配
し
て
い
た
。L

ong 

D
iary, entry of N

ovem
ber 28, 1919, L

ong P
apers.

（
155
）　

L
am

ont to E
dw

ard M
. H

ouse, 13 F
ebruary 1920, en route, L

ong P
apers, box 184―23; L

ansing to R
oland S. M

orris, 7 F
ebruary 1920, F

R
U

S
, 1920, 

V
ol. 1, p. 497.

（
156
）　

P
olk to M

orris, 28 F
eburary 1920, F

R
U

S
, 1920, V

ol. 1, pp. 497―499.

（
157
）　

L
ong to M

orris, W
ashigton, 6 F

ebruary 1920, R
oland M

orris P
apers, general correspondence, box3 （L

ibrary of C
ongress, W

ashingto D
. C

.

）.

（
158
）　

ibid.

（
159
）　
﹁
国
際
金
融
家
﹂
と
し
て
の
ラ
モ
ン
ト
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
活
躍
に
つ
い
て
は
、W

arren I. C
ohen, T

h
e C

h
in

ese C
on

n
ection

: R
oger S

. G
reen

e, 

T
h

om
a

s W
. L

a
m

on
t, G

eroge E
. S

okolsky a
n

d
 A

m
erica

n
-E

a
st A

sia
n

 R
ela

tion
s （N

ew
 York: C

olum
bia U

niversity P
ress, 1978

）, pp. 41―70; E
dw

ard 

M
. L

am
ont, T

h
e A

m
ba

ssa
d

or from
 W

a
ll S

treet: T
h

e S
tory of T

h
om

a
s W

. L
a

m
on

t, J. P. M
orga

n
’s C

h
ief E

x
ecu

tive （L
anham

, M
aryland: M

adison 

B
ooks, 1994

）.　

E
dw

ard E
. L

am
ont

は
ラ
モ
ン
ト
の
孫
。

　
（
二
〇
五
五
）



勢
力
圏
外
交
秩
序
の
溶
解

�

一
七
二

同
志
社
法
学　

五
九
巻
四
号

（
160
）　

P
olk to M

orris, 28 F
eburary 1920, F

R
U

S
, 1920, V

ol. 1, p. 499.
（
161
）　

L
ong to M

orris, 6 F
ebruary 1920, M

orris P
apers, general correspondence, box3.

（
162
）　

前
掲
﹃
原
敬
日
記
﹄
⑤
、
一
九
二
〇
年
一
月
一
三
日
、
二
〇
二
頁
。
前
掲
﹃
翠
雨
荘
日
記
﹄
七
五
六
頁
。

（
163
）　

P
olk to D

avis, 6 M
arch 1920, F

R
U

S
, 1920, V

ol. 1, p. 504.

（
164
）　

内
田
外
相
よ
り
珍
田
大
使
、
一
九
一
九
年
二
月
二
七
日
（﹃
外
文
﹄
⑨―

二―

上
）
一
九
三
、一
九
五
頁
（
一
五
八
文
書
）。

（
165
）　

内
田
外
相
よ
り
珍
田
大
使
、
一
九
一
九
年
一
二
月
一
七
日
（﹃
外
文
﹄
⑧―

二―

上
）
三
八
一
頁
（
三
六
四
文
書
）。
同
﹁
日
本
ノ
無
留
保
加
入
ト
国
防
ニ
関
ス
ル
カ

ー
ゾ
ン
ノ
提
言
﹂
一
九
一
九
年
一
二
月
一
七
日
（
同
右
）
三
八
二
頁
（
三
六
四
文
書
）。
在
日
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
よ
り
日
本
外
務
省
、
一
九
二
〇
年
一
月
一
二
日
（﹃
外

文
﹄
⑨―

二―

上
）
一
八
八―
一
八
九
（
一
五
五
文
書
）。

（
166
）　

珍
田
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
一
一
月
二
〇
日
（
同
右
）
三
七
六―

三
七
七
頁
（
三
六
二
文
書
）。

（
167
）　

P
olk to the A

m
erican E

m
bassy of L

ondon

（from
 M

acM
urray for W

right

）, 6 M
arch 1920, 893. 51/2705a, D

SN
A

.

（
168
）　

L
ong ’s m

em
o, 9 M

arch 1920, L
ong P

apers, box 183.

（
169
）　

P
olk to W

ilson, 9 M
arch 1920, 893.51/2856a, D

SN
A

.

（
170
）　

P
olk to M

orris, 11 M
arch 1920, 893.51/2856b, D

SN
A

.

（
171
）　

L
m

ont ’s visit to Japan, undated, L
am

ont P
apers, box 183―8. 

山
県
と
の
接
触
に
つ
い
て
は
、T

hom
as W

. L
am

ont, A
cross th

e W
orld

 F
ron

tiers （N
ew

 

York: H
arcourt, B

race and C
om

pany, 1951

）, pp. 258―259.

（
172
）　

F
rom

 T
W

L
’s private diary, undated, L

am
ont P

apers, box 162―2.

（
173
）　

A
m

erican E
m

bassy at Tokyo to State D
epartm

ent, Telegram
 N

o. 238 of M
ay 14, 1920

（from
 L

am
ont to State D

epartm
ent and A

m
erican G

roup

）, 

L
am

ont P
apers, box 185―22; T

hom
as W

. L
am

ont, op
. cit., p. 232.

（
174
）　

通
常
、
こ
の
一
節
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
自
国
の
既
得
権
益
を
保
持
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
に
認
め
さ
せ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
の
は
、
明
石
、
前
掲
書
、

九
九―

一
〇
〇
頁
。

（
175
）　

井
上
日
銀
総
裁
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
三
月
五
日
（﹃
外
文
﹄
⑨―

二―

上
）
二
〇
七―

二
一
三
頁
（
一
六
四
文
書
）。

（
176
）　

モ
リ
ス
も
、
リ
ベ
ラ
ル
な
銀
行
な
の
主
張
に
動
か
さ
れ
た
日
本
政
府
が
ア
メ
リ
カ
の
立
場
に
接
近
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
本
国
政
府
に
強
調
し
、
ラ
モ
ン
ト
の
﹁
対

内
交
渉
﹂
を
助
け
て
い
る
。M

orris to P
olk, 8 M

arch 1920, F
R

U
S

, 1920, V
ol. 1, p. 506.

　
（
二
〇
五
六
）



勢
力
圏
外
交
秩
序
の
溶
解

�

一
七
三

同
志
社
法
学　

五
九
巻
四
号

（
177
）　

井
上
日
銀
総
裁
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
一
九
年
三
月
一
〇
日
（﹃
外
文
﹄
⑨―

二―

上
）
二
一
八―

二
三
〇
頁
（
一
六
七
文
書
）。

（
178
）　
﹁
米
国
銀
行
団
ニ
対
ス
ル
日
本
銀
行
団
ヨ
リ
ノ
通
告
書
案
﹂（
同
右
）
二
二
八―

二
二
九
頁
（
一
六
七
文
書
）。

（
179
）　
﹁
日
本
銀
行
団
ヨ
リ
ノ
書
信
ニ
対
ス
ル
米
国
銀
行
団
ノ
承
認
案
﹂（
同
右
）
二
二
九―

二
三
〇
頁
（
一
六
八
文
書
）。

（
180
）　

珍
田
と
の
会
談
で
カ
ー
ゾ
ン
は
、
南
満
州
は
と
も
か
く
、
東
内
蒙
古
は
日
本
の
勢
力
圏
と
認
め
た
記
録
・
記
憶
が
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。C

urzon to A
lston, 

F
oreign O

ffice, 1 Septem
ber 1919, B

D
F

A
, S

eries E
, V

ol. 2, pp. 322―323, D
oc. 313.

（
181
）　

M
orris to P

olk, 11 M
arch 1920, F

R
U

S
, 1920, V

ol. 1, pp. 508―509.

（
182
）　

L
am

ont to John P
ierpont M

organ, Jr, 20 M
arch 1920, L

am
ont P

apers, box 185―19; E
dw

ard M
. L

am
ont, op

. cit., p. 158.

（
183
）　

幣
原
喜
重
郎
駐
米
大
使
よ
り
内
田
外
相
、
一
九
二
〇
年
三
月
一
七
日
（﹃
外
文
﹄
⑨―

二―

上
）
二
三
〇―

二
三
四
頁
（
一
六
八
文
書
）。
珍
田
大
使
よ
り
内
田
外
相
、

一
九
二
〇
年
三
月
二
一
日
（
同
右
）
二
三
七―

二
四
〇
頁
（
一
七
三
文
書
）。

（
184
）　

前
掲
﹃
原
敬
日
記
﹄
二
二
五
頁

（
185
）　

M
orris to B

ainbridge C
olby, 26 M

arch 1920, F
R

U
S

, 1920, V
ol. 1, pp. 519―521; C

loby to W
right, 30 M

arch 1920, F
R

U
S

, 1920, V
ol. 1, pp. 521―522; 

内
田
外
相
よ
り
幣
原
大
使
、
一
九
一
九
年
三
月
三
〇
日
（﹃
外
文
﹄
⑨―

二―

上
）
二
五
三―

二
五
五
頁
（
一
七
八
文
書
）。E

dw
ard M

. L
am

ont, op
. cit., pp. 158―

159.

（
186
）　

A
sada, op. cit., p. 106.

（
187
）　

L
am

ont to M
organ, 26 M

arch 1920, L
am

ont P
apers, box 185―19; L

am
ont to M

organ, 27 M
arch 1920, L

am
ont P

apers, box 185―19; M
orris to C

olby, 

30 M
arch 1920, 893.51/2743, D

SN
A

.

（
188
）　

L
ong D

iary, entry of M
arch 30, 1920, L

ong P
apers.

（
189
）　

前
掲
﹃
原
敬
日
記
﹄
⑤
一
九
二
〇
年
三
月
二
六
日
、
二
二
五―

二
二
六
頁
。

（
190
）　

A
m

erican
 E

m
bassy at T

okyo to S
tate D

ep
artm

en
t, T

elegram
 N

o. 238 of M
ay 14, 1920l

（F
rom

 L
am

on
t to S

tate D
ep

artm
en

t an
d

 A
m

erican 

G
roup

）, L
am

ont papers, box 185―22.

（
191
）　

A
lston to C

urzon, Tokyo, 1 A
pril

［1 M
arch

］ 1920, D
B

F
P, F

irst S
eries, V

ol. IV, p. 1073.

（
192
）　

新
借
款
団
規
約
第
四
条
で
は
、
出
資
を
望
ま
な
い
銀
行
団
が
出
た
場
合
、
そ
の
ほ
か
の
銀
行
団
だ
け
で
事
業
を
推
進
で
き
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
（
よ
っ
て

イ
ギ
リ
ス
が
洮
熱
線
の
建
設
に
拒
否
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。

　
（
二
〇
五
七
）



勢
力
圏
外
交
秩
序
の
溶
解

�

一
七
四

同
志
社
法
学　

五
九
巻
四
号

（
193
）　
﹃
原
敬
日
記
﹄
⑤
、
一
九
二
〇
年
五
月
四
日
、
二
三
五―

二
三
六
頁
。

（
194
）　

臼
井
、
前
掲
書
、
一
七
一
頁
。
加
藤
、
前
掲
書
、
五
〇―

五
一
頁
。

（
195
）　
﹁
支
那
ニ
於
ケ
ル
勢
力
範
囲
撤
廃
問
題
ノ
研
究
﹂（﹁
国
際
連
盟
第
一
回
準
備
委
員
会
調
書
﹂
第
二
巻
［
外
務
省
記
録2.4.2―51

／
ア
ジ
歴B06150893200

］）
一
二
頁
。

（
196
）　

参
謀
本
部
第
二
部
﹁
新
借
款
団
成
立
ト
帝
国
ノ
対
策
﹂（﹁
対
支
借
款
団
関
係
﹂
第
七
巻
［
外
務
省
記
録 1.7.1―23

／B04010861600

］）。

（
197
）　

麻
田
貞
雄
﹃
両
大
戦
間
の
日
米
関
係―

海
軍
と
政
策
決
定
過
程
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
）
一
二
八―

一
三
二
頁
。

（
198
）　

内
田
外
相
よ
り
幣
原
大
使
、
一
九
二
〇
五
月
一
一
日
（﹃
外
文
﹄
⑨―

二―

上
）
二
九
八―

三
〇
〇
頁
（
二
一
六
文
書
）。﹁
対
華
借
款
団
に
関
す
る
梶
原
ラ
モ
ン
ト
往

復
書
簡
﹂（
前
掲
﹃
主
要
文
書
﹄）
五
一
一―

五
一
二
頁
。

（
199
）　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
中
国
を
訪
問
し
た
ラ
モ
ン
ト
は
、
大
規
模
な
学
生
ス
ト
ラ
イ
キ
や
、
激
し
い
反
新
借
款
団
報
道
に
遭
遇
さ
え
し
て
い
る
。
明
石
、
前
掲
書
、
六
二

―

七
三
頁
。
な
お
、
反
新
借
款
団
報
道
の
原
因
を
、
日
本
の
﹁
軍
閥
﹂
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
操
作
だ
と
考
え
た
ラ
モ
ン
ト
は
、
怒
り
心
頭
に
発
し
て
、
三
国
借
款
団
の
結

成
を
主
張
し
て
、
モ
ル
ガ
ン
ら
本
国
の
ア
メ
リ
カ
銀
行
団
の
幹
部
に
た
し
な
め
ら
れ
て
い
る
。C

loby to Tenney, 

［from
 M

organ and C
om

pany for A
m

erican 

G
roup to L

am
ont

］, 22 A
pril 1920, F

R
U

S
, 1920, V

ol. 1, pp. 533―534; E
dw

ard M
. L

am
ont, op

. cit., pp. 159―170.

（
200
）　

三
谷
、
前
掲
論
文
、
一
七
一
頁
。
酒
井
一
臣
、
前
掲
﹁
新
国
際
借
款
団
と
国
際
金
融
家
﹂
一
三
一―

一
三
三
頁
。

（
201
）　

A
 M

em
orandum

 ［presum
ably w

ritten by L
ong

］, undated, R
ay Stannard B

aker P
apers, Series 1, box 42, L

ong file （L
ibrary of C

ongres

）.

（
202
）　

三
谷
、
前
掲
書
、
三
二
一―

三
三
八
頁
。
川
田
、
前
掲
書
、
一
三
〇―

一
三
九
頁
。
前
掲
拙
稿
、﹁
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
日
本
﹂
八
九―

九
〇
頁
。

＊ 

本
稿
で
使
用
し
た
す
べ
て
の
ア
メ
リ
カ
の
未
公
刊
史
料
は
、
麻
田
貞
雄
同
志
社
大
学
名
誉
教
授
か
ら
ご
提
供
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。

＊ 

外
交
交
渉
中
の
発
言
を
記
録
し
て
い
る
日
本
側
の
資
料
を
引
用
す
る
場
合
、
基
本
的
に
口
語
体
に
置
き
換
え
た
。
た
だ
し
、
表
現
上
の
判
断
で
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
場

合
も
あ
る
。
ま
た
漢
字
は
新
字
体
と
し
、
適
時
句
読
点
、
濁
音
符
を
加
え
た
。

　
（
二
〇
五
八
）


